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平成１８年第１回香美市議会臨時会会議録 

招集年月日   平成１８年３月６日（月曜日）  

招集の場所   香美市議会議場  

会議の日時   ３月６日月曜日（会期第１日）   午前９時０５分宣告  

出席の議員  

   １番  植 村 佳 三      ２０番  竹 平 豊 久  

   ２番  秋 友 偉 嗣      ２１番  爲 近 初 男  

   ３番  幾 井 洋 一      ２２番  千 頭 洋 一  

   ４番  石 川 彰 宏      ２３番  利 根 健 二  

   ５番  岩 越 孝 明      ２４番  中 澤 愛 水  

   ６番  大 石 綏 子      ２５番  西 村  成  

   ７番  大 岸 眞 弓      ２６番  西 山   武  

   ８番  岡 村 優 一      ２７番  原   心 一  

   ９番  岡 本 喜 身      ２８番  比与森 光 俊  

  １０番  片 岡 守 春      ２９番  前 田 泰 祐  

  １１番  門 脇 二三夫      ３０番  宮 地 盾 騎  

  １２番  久 保 信 彦      ３１番  森 本 珠 城  

  １３番  黒 岩   徹      ３２番  森 安   正  

  １４番  黒 岩 陸 雄      ３３番  山 岡 義 一  

  １５番  小 松 紀 夫      ３４番  山 崎 晃 子  

  １６番  坂 本   節      ３５番  山 﨑 眞 幹  

  １７番  笹 岡   優      ３６番  山 﨑 太郎  

  １８番  島 岡 信 彦      ３７番  山 本 芳 男  

  １９番  竹 内 俊 夫      ３８番  依 光 美代子  

欠席の議員  

  な  し  

説明のため会議に出席した者の職氏名  

【市長部局】  

  市長職務執行者  野 島 民 雄     税 務 課 長  高 橋   功 

  総 務 課 長  鍵 山 仁 志     福 祉 事 務 所 長  法光院 晶 一 

  企 画 課 長  濵 田 賢 二     農 政 課 長  宮 地 和 彦 

  財 政 課 長  前 田 哲 雄     商 工 観 光 課 長  高 橋 千 恵 

  住宅新築資金担当参事  奥 宮 政 水     建 設 都 計 課 長  中 井   潤 

  収 納 管 理 課 長  後 藤 博 明     下 水 道 課 長  久 保 和 昭  

  防 災 対 策 課 長  田 中 育 夫     環 境 課 長  阿 部 政 敏 

  住 民 課 長  山 崎 綾 子     ふれあい交流センター所長  甲 藤 みち子 
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  保 険 課 長  岡 本 明 弘     健康づくり推進課長  岡 本 篤 志 

  地 籍 調 査 課 長  田 島 基 宏     林 政 課 長  小 松 清 貴 

《香北支所》 

  支 所 長  二 宮 明 男     事 務 管 理 課 長  竹 内   敬 

  業 務 管 理 課 長  横 谷 勝 正  

《物部支所》 

  支 所 長  萩 野 泰 三     事 務 管 理 課 長  凢 内 一 秀 

  業 務 管 理 課 長  岡 本 博 臣  

【教育委員会部局】 

  教  育  長  原   初 惠    教 育 次 長  福 島 勇 二 

  幼 保 支 援 課 長  吉 村 泰 典    学校教育課長兼学校給食センター  和 田   隆 

  生 涯 学 習 課 長  山 崎 泰 広 

【消防部局】 

  消 防 長  竹 村   清   

【その他の部局】 

  農業委員会事務局長  山 岡 紀 夫     水 道 課 長  佐々木 寿 幸 

職務のため会議に出席した者の職氏名 

  総 務 課 参 事  松 浦 良 衛     総 務 課 主 幹  尾 立 陽 子  

 

市長提出議案の題目 

 承認第 １号 専決処分事項の承認を求めることについて 

        香美市の事務所の位置を定める条例ほか２２１件の条例の制定について 

 承認第 ２号 専決処分事項の承認を求めることについて 

        平成１７年度香美市一般会計暫定予算 

 承認第 ３号 専決処分事項の承認を求めることについて 

        平成１７年度香美市住宅新築資金等貸付事業特別会計暫定予算 

 承認第 ４号 専決処分事項の承認を求めることについて 

        平成１７年度香美市簡易水道事業特別会計暫定予算 

 承認第 ５号 専決処分事項の承認を求めることについて 

        平成１７年度香美市公共下水道事業特別会計暫定予算 

 承認第 ６号 専決処分事項の承認を求めることについて 

        平成１７年度香美市特定環境保全公共下水道事業特別会計暫定予算 

 承認第 ７号 専決処分事項の承認を求めることについて 

        平成１７年度香美市老人保健特別会計暫定予算 

 承認第 ８号 専決処分事項の承認を求めることについて 

        平成１７年度香美市国民健康保険特別会計暫定予算（事業勘定） 
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 承認第 ９号 専決処分事項の承認を求めることについて 

        平成１７年度香美市介護保険特別会計暫定予算（保険事業勘定） 

 承認第１０号 専決処分事項の承認を求めることについて 

        平成１７年度香美市水道事業会計暫定予算 

 承認第１１号 専決処分事項の承認を求めることについて 

        平成１７年度香美市工業用水道事業会計暫定予算 

 承認第１２号 専決処分事項の承認を求めることについて 

        町の区域の新設及び字の名称の変更について 

 承認第１３号 専決処分事項の承認を求めることについて 

        香美市指定金融機関の指定について 

 承認第１４号 専決処分事項の承認を求めることについて 

        公平委員会の事務の委託について 

 推薦第 １号 香美市農業委員会委員の推薦について 

 推薦第 ２号 香美市農業委員会委員の推薦について 

 推薦第 ３号 香美市農業委員会委員の推薦について 

 推薦第 ４号 香美市農業委員会委員の推薦について 

 推薦第 ５号 香美市広報委員会の議会広報部会委員の推薦について 

 

議員提出議案の題目 

発議第 １号 香美市議会会議規則の制定について 

発議第 ２号 香美市議会委員会条例の制定について 

発議第 ３号 香美市議会事務局設置条例の制定について 

発議第 ４号 香美市議会傍聴規則の制定について 

発議第 ５号 香美市議会委員会傍聴規則の制定について 

発議第 ６号 香美市長の専決処分事項の指定について 

 

議事日程  

平成１８年第１回香美市議会臨時会議事日程  

                                                      （会期第１日   日程第１号）  

平成１８年３月６日（月）   午前９時開会  

      臨時議長選出  

      会議の宣告  

 日程第１ 仮議席の指定について  

 日程第２ 議長の選挙について  
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平成１８年第１回香美市議会臨時会追加議事日程  

                                             （会期第１日 日程第１号の追加第１） 

平成１８年３月６日（月）   午前９時開会  

 追加日程第 １ 発議第 １号 香美市議会会議規則の制定について  

 追加日程第 ２ 議席の指定について  

 追加日程第 ３ 会議録署名議員の指名について  

 追加日程第 ４ 会期の決定について  

 追加日程第 ５ 発議第 ２号 香美市議会委員会条例の制定について  

 追加日程第 ６ 発議第 ３号 香美市議会事務局設置条例の制定について  

 追加日程第 ７ 発議第 ４号 香美市議会傍聴規則の制定について  

 追加日程第 ８ 発議第 ５号 香美市議会委員会傍聴規則の制定について  

 追加日程第 ９ 発議第 ６号 香美市長の専決処分事項の指定について  

 追加日程第１０ 副議長の選挙について  

 追加日程第１１ 議席の一部変更について  

 追加日程第１２ 香美市議会常任委員会委員の選任について  

 追加日程第１３ 香美市議会運営委員会委員の選任について  

 追加日程第１４ 承認第 １号 専決処分事項の承認を求めることについて  

                香美市の事務所の位置を定める条例ほか２２１件の条例

の制定について  

 追加日程第１５ 承認第 ２号 専決処分事項の承認を求めることについて  

                平成１７年度香美市一般会計暫定予算  

 追加日程第１６ 承認第 ３号 専決処分事項の承認を求めることについて  

                平成１７年度香美市住宅新築資金等貸付事業特別会計暫

定予算  

 追加日程第１７ 承認第 ４号 専決処分事項の承認を求めることについて  

                平成１７年度香美市簡易水道事業特別会計暫定予算  

 追加日程第１８ 承認第 ５号 専決処分事項の承認を求めることについて  

                平成１７年度香美市公共下水道事業特別会計暫定予算  

 追加日程第１９ 承認第 ６号 専決処分事項の承認を求めることについて  

                平成１７年度香美市特定環境保全公共下水道事業特別会

計暫定予算  

 追加日程第２０ 承認第 ７号 専決処分事項の承認を求めることについて  

                平成１７年度香美市老人保健特別会計暫定予算  

 追加日程第２１ 承認第 ８号 専決処分事項の承認を求めることについて  

                平成１７年度香美市国民健康保険特別会計暫定予算  

                （事業勘定）  
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 追加日程第２２ 承認第 ９号 専決処分事項の承認を求めることについて  

                平成１７年度香美市介護保険特別会計暫定予算  

                （保険事業勘定）  

 追加日程第２３ 承認第１０号 専決処分事項の承認を求めることについて  

                平成１７年度香美市水道事業会計暫定予算  

 追加日程第２４ 承認第１１号 専決処分事項の承認を求めることについて  

                平成１７年度香美市工業用水道事業会計暫定予算  

 追加日程第２５ 承認第１２号 専決処分事項の承認を求めることについて  

                町の区域の新設及び字の名称の変更について  

 追加日程第２６ 承認第１３号 専決処分事項の承認を求めることについて  

                香美市指定金融機関の指定について  

 追加日程第２７ 承認第１４号 専決処分事項の承認を求めることについて  

                公平委員会の事務の委託について  

 追加日程第２８ 香南清掃組合議会議員の選挙について  

 追加日程第２９ 香南香美衛生組合議会議員の選挙について  

 追加日程第３０ 香南斎場組合議会議員の選挙について  

 追加日程第３１ 香南香美老人ホーム組合議会議員の選挙について  

 追加日程第３２ 推薦第 １号 香美市農業委員会委員の推薦について  

         推薦第 ２号 香美市農業委員会委員の推薦について  

         推薦第 ３号 香美市農業委員会委員の推薦について  

         推薦第 ４号 香美市農業委員会委員の推薦について  

 追加日程第３３ 推薦第 ５号 香美市広報委員会の議会広報部会委員の推薦について  

 

会議録署名議員  

１番、利根健二君、２番、山﨑眞幹君（会期第１日目に会期を通じ指名）
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議事の経過  

（午前９時０５分） 

○総務課参事（松浦良衛君）   皆様、おはようございます。 

  私は、議会事務局長の予定者でございまして、現在は総務課参事で議会担当ということ

になっております松浦と申します。よろしくお願い申し上げます。 

  さて、議会の開会に先立ちまして、去る２月２２日に高知市の高知県市町村職員共済会

館で開催されました第５７回高知県町村議会議長会の席で、全国町村議会議長会等の表彰

状の伝達がありましたので、そのご披露を申し上げます。 

  まず、全国町村議会議長会第５７回定期総会における表彰で議会議員として１５年以上

在職し、地方自治向上のために功労のあった方として、土佐山田町の幾井洋一議員、同じ

く西山 武議員が受賞され、表彰状の伝達がありましたが、ご両人とも欠席でありました。 

  あわせまして、同じく全国町村議会議長会から特別功労者として土佐山田町の西村成

議員が受賞され、表彰状の伝達がありました。 

  また、平成１７年度四国地区町村議会議長会の表彰では、土佐山田町の中澤愛水議員が

町村議会議員として１９年以上在職し、地方自治のために功労のあった方として受賞され、

表彰状の伝達がありましたが、中澤議員も所用のため欠席でありました。 

  また、高知県町村議会議長会からは、前会長として功績があったとして西村成議員に

感謝状の贈呈がありました。 

  以上の方々に表彰状の伝達、及び感謝状が贈呈されたことを謹んでご報告申し上げます。 

  さて、若干時間をとりましたけれども、私の方から本臨時会のご案内を申し上げます。 

  本臨時会は、香美市発足後、初めての議会でございます。したがいまして、議長が、ま

だ選挙されておりませんので、議長が選挙されるまでの間、地方自治法第１０７条の規定

によって、出席議員の中で年長の議員が臨時の議長の職務を行うことになっております。 

  本日、ご出席の議員の皆様の中で植村佳三議員が年長議員でありますので、ご紹介を申

し上げます。 

  植村議員、議長席へお願いいたします。 

○臨時議長（植村佳三君）   皆様、おはようございます。 

  ご紹介を受けました植村佳三でございます。 

  地方自治法第１０７条の規定によりまして、臨時議長の職を務めさせていただきます。

どうぞ、よろしくお願いを申し上げます。 

  ただいまの出席議員は、３８人です。 

  定足数に達しておりますので、これから平成１８年第１回香美市議会臨時会を開会をい

たします。 

  続きまして、議事日程に入る前に、ここで野島民雄香美市長職務執行者からごあいさつ

をいただきます。よろしくお願いをいたします。 

○市長職務執行者（野島民雄君）   皆様、おはようございます。  
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  開会に当たりまして、一言、ごあいさつを申し上げさせていただきます。  

  本日、香美市第１回臨時議会を開会いたしましたところ、議員の皆様方におかれまして

は、時節柄極めてご多用の場合にもかかわりませず全員の民の皆様方のご出席を賜りまし

て、ここに開会することのできますこと、まず衷心より感謝を申し上げたいと存じます。  

  ご承知のとおり、３月１日、香美市発足とともに新市長が選出されるまでの間、市長職

務執行者に選任をいただきました旧香北町の町長、野島でございます。不肖非力の身でご

ざいますけれども、議会の皆様方、また市民の方々のご理解、ご協力を得ながら、この任

務を誠実に執行いたしていきたいと考えておるところでございますので、どうかよろしく

お願いを申し上げます。  

  土佐山田町、香北町、物部村によって合併した香美市は、南は高知平野、香長平野とも

申しておるところですが、北は物部町の徳島県境に至るまで広大な面積、そこには３万余

の市民の皆様が、さまざまな環境で生活を営んでおられるところでございます。  

  新市の発展は、まず市民の皆様の心が一つになることで、心と力を合わせてまちづくり

に取り組むことであろうと思うところでございます。すなわち和衷協同、融合一体となっ

たまちづくりに取り組むことが必要でございます。  

  私は、先ほど申し上げましたように、まことに非力でございますけれども、かつまた極

めて短い期間でございますけれども、私の政治信条でございます「愛と誠」の行政の姿勢

を持ちまして、今日まで総務課長を初め、職員の協力を得ながら取り組んでおるところで

ございます。  

  ３月１日、香美市発足以来、まだわずかの期間でございますけれども、職員の努力によ

り、本所、支所ともに、支所におきましては若干の戸惑いがございましたけれども、ほぼ

順調なスタートを切っておるところでございます。  

  議員の皆様を初め、市民の皆様方の新市発展に向けて一層のご理解とご協力をお願いを

申し上げたいと存じます。  

  また、先ほど松浦総務課参事よりご報告がございましたように、地方自治発展にご尽力

をされました幾井洋一議員さん、西山 武議員さん、中澤愛水議員さん、また特別功労者

として西村成議員さん、それぞれそのご功績が認められましての表彰の授与に浴されま

したことに対しまして、心からお喜びを申し上げる次第でございます。  

  今後におきましては、多年にわたるその経験を生かしていただきまして、新市発展のた

めに、さらなるご活躍をしていただきまするようお願いを申し上げるところでございます。 

  次に、本日の議会にご提案をいたしました案件は、承認第１号 専決処分事項の承認を

求めることについて、香美市の事務所の位置を定める条例ほか２２１件の条例の制定につ

いてより、承認第１４号 専決処分事項の承認を求めることについて、公平委員会の事務

の委託についてまで１４件、うち２２２件の条例制定を求める承認案と予算承認案１０件、

その他の承認案３件、今議会にご提案を申し上げております。  

  何とぞ、慎重審議賜りまして、適切にご決定をくださいますようお願いをいたしまして、
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ごあいさつ並びに今議会への議案の提出にさせていただくところでございます。よろしく

お願いを申し上げます。ありがとうございました。  

○臨時議長（植村佳三君）   ありがとうございました。 

  ここで、暫時休憩をいたします。 

（午前 ９時１６分 休憩）  

（議員及び執行部説明員並びに事務局職員予定者の自己紹介を行う）  

（午前 ９時３６分 再開）  

○臨時議長（植村佳三君）   正場に復します。 

  それでは、ただいまから本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元にお配りしてあります日程表により行いますので、よろしく

お願いをいたします。 

  議事の進行につきましては、香美市議会会議規則がまだ公布されておりませんので、公

布されるまでは発議第１号で提案されます香美市議会会議規則案に準じて進行したいと思

いますが、これにご異議ございませんか。 

「異議なし」という声あり  

○臨時議長（植村佳三君）   異議なしと認めます。  

  したがいまして、これからの議事進行は香美市議会会議規則案によって行います。  

  日程第１、仮議席の指定を行います。  

  仮議席は、ただいまご着席の議席と指定いたします。  

  日程第２、これから、議長の選挙を行います。  

  選挙の方法は、投票か指名推薦のいずれの方法で行いましょうか。  

  いかがでしょうか。  

○臨時議長（植村佳三君）   ご発言がございませんので、選挙の方法は投票で行います。 

  議場の出入口を閉鎖いたします。 

（議場閉鎖） 

○臨時議長（植村佳三君）   ただいまの出席議員は、３８人であります。 

  投・開票の立会人を指名いたします。立会人は、会議規則案第３１条第２項の規定によ

り、仮議席番号２１番、爲近初男君と、仮議席番号２２番、千頭洋一君と、仮議席番号３

８番、依光美代子君の３人を指名をいたしますので、何とぞよろしくお願いをいたします。  

  投票用紙を配付させます。  

（投票用紙配付）  

○臨時議長（植村佳三君）   投票用紙の配付漏れはございませんか。 

○臨時議長（植村佳三君）   配付漏れなしと認めます。 

  投票箱の点検を行います。 

（投票箱点検）  

○臨時議長（植村佳三君）   異常なしと認めます。 
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  これから、投票を行います。 

  念のため申し上げます。投票は、単記無記名であります。 

  あわせて、ここで投票に関して注意を申し上げます。同姓の方がおられますので、氏名

を確実にご記入してくださるようお願いをいたします。 

  総務課参事から、同姓の場合の案分について説明をいたします。 

○総務課参事（松浦良衛君）   ご説明いたします。 

  案分についてのご説明でございますが、同姓の場合の票の案分につきましては、公職選

挙法第６８条の２に規定されておりますが、地方自治法では、この規定を準用しておりま

せんので、議長選挙においては通常の選挙のような案分はできません。 

  この取り扱いの違いは、議長選挙の場合は立候補制をとらないため、名字のみ記載した

票については、公職選挙法第６８条第１項第８号の「何人を記載したものかを確認しがた

いもの」としまして、無効となりますので、ご注意をお願いいたします。 

  以上です。 

○臨時議長（植村佳三君）   ただいまから、投票を行います。 

  投票用紙に被選挙人氏名を記載の上、総務課参事の点呼に応じて順次投票をお願いをい

たします。 

  点呼を命じます。 

○総務課参事（松浦良衛君）   ２番、秋友偉嗣議員。３番、幾井洋一議員。４番、石川

彰宏議員。５番、岩越孝明議員。６番、大石綏子議員。７番、大岸眞弓議員。８番、岡村

優一議員。９番、岡本喜身議員。１０番、片岡守春議員。１１番、門脇二三夫議員。１２

番、久保信彦議員。１３番、黒岩 徹議員。１４番、黒岩陸雄議員。１５番、小松紀夫議

員。１６番、坂本 節議員。１７番、笹岡 優議員。１８番、島岡信彦議員。１９番、竹

内俊夫議員。２０番、竹平豊久議員。２１番、爲近初男議員。２２番、千頭洋一議員。２

３番、利根健二議員。２４番、中澤愛水議員。２５番、西村成議員。２６番、西山 武

議員。２７番、原 心一議員。２８番、比与森光俊議員。２９番、前田泰祐議員。３０番、

宮地盾騎議員。３１番、森本珠城議員。３２番、森安 正議員。３３番、山岡義一議員。

３４番、山崎晃子議員。３５番、山﨑眞幹議員。３６番、山﨑太郎議員。３７番、山本

芳男議員。３８番、依光美代子議員。１番、植村佳三議員。  

（投  票） 

○臨時議長（植村佳三君）   投票漏れはございませんか。 

○臨時議長（植村佳三君）   投票漏れなしと認めます。 

  これで、投票を終了いたします。 

  続きまして、開票を行います。 

  爲近初男君と千頭洋一君、依光美代子君の３人は、立会をお願いをいたします。  

（開  票）  

○臨時議長（植村佳三君）   選挙の結果を報告いたします。 
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  投票総数３８票。これは、先ほどの出席議員数に符合いたしております。 

  このうち、 

  有効投票 ３７票 

  無効投票  １票であります。 

  有効投票のうち、 

  西村成君 ２９票 

  笹岡 優君  ８票 

  以上のとおりであります。 

  この選挙の法定得票数は１０票であります。 

  よって、西村成君が議長に当選をされました。 

  これで、議場の閉鎖を解きます。 

（議場開鎖） 

○臨時議長（植村佳三君）   ただいま、議長に当選されました西村成君が議場におら

れますので、会議規則案第３２条第２項の規定によりまして、当選を告知をいたします。 

  ここで、議長に当選されました西村成君のごあいさつがありますので、ご静聴をお願

い申し上げます。 

○議長（西村成君）   ただいま、議長に選任をいただきました西村成でございます。

よろしくお願い申し上げます。 

  ごあいさつにつきましては、議長席に着きましてから、改めて申し上げたいと思います

ので、よろしくお願いします。ありがとうございました。 

（拍  手） 

○臨時議長（植村佳三君）   ありがとうございました。 

  以上で、臨時議長の職務が終了をいたしました。 

  初議会冒頭における重責を無事遂行できましたことは、ひとえに議員各位のご協力のた

まものと深く感謝を申し上げまして、議長と交代をいたします。 

  ご協力いただきまして、まことにありがとうございました。 

（拍  手） 

○臨時議長（植村佳三君）   暫時、休憩をいたします。 

（午前１０時０１分 休憩）  

（午前１０時０３分 再開）  

○議長（西村成君）   正場に復します。 

  新市の議長就任に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 

  このたび、香美市といたしまして合併後の新組織議会がここに開会されまして、議員多

数の皆様方からご推薦を賜りまして、議長に選任をいただきました。まことにありがとう

ございます。 

  私といたしましては、本当に身に余る光栄でございまして、心から感謝とお礼を申し上
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げます。もとより、また浅学非才の私でございますが、この重責を考えますと非常に身の

引き締まる思いをしていっぱいでございます。９月までの短い期間ではありますが、新市

の議会といたしまして、まず議会の融合を図り、合併後の新市の将来像として定められて

いる「輝き・やすらぎ・賑わいを みんなで築くまちづくり」を目標に、新市の発展のた

めに邁進してまいりたいと考えております。 

  そのためには、執行権限を持つ執行部と議決権限を持つ議会との権限を尊重し合い、是

は是で非は非で香美市の発展に財政の健全化を図り、議会としても公平で公正な運営に努

め、地域住民が少しでも幸せを感じる均衡ある住民自治の推進に努力をしてまいりたいと

思います。どうか、議員各位のご支援とご協力を賜りますようにお願いを申し上げますと

ともに、執行部の皆様方におかれましてもご協力を賜りますようにお願いを申し上げまし

て、まことに簡単で言葉が整いませんが議長就任に当たりまして、私のごあいさつといた

します。ありがとうございました。よろしくお願い申し上げます。 

（拍  手）  

○議長（西村成君）   それでは、ただいまから議長の職務を務めさせていただきます

ので、よろしくお願いいたします。 

  議事進行上、ここで暫時、休憩をいたします。 

  休憩をいたしまして、追加の議事日程を配付いたしますので、議員の皆様は着席のまま

お願いをいたします。 

（午前１０時０５分 休憩）  

（追加日程表第１を配付する）  

（午前１０時０７分 再開）  

○議長（西村成君）   正場に復します。 

  休憩前に引き続き、会議を行います。 

  追加日程第１、発議第１号 香美市議会会議規則の制定についてを議題とします。 

  まず、提案者から提案理由の説明を求めます。 

  仮議席番号２７番、原 心一君。 

○２７番（原 心一君）   ただいま上程をいたしました発議第１号 香美市議会会議規

則の制定について、この件につきまして本文の朗読を省略し、提案理由の説明をさせてい

ただきますので、ご理解をお願いをいたします。 

     提出者 香美市議会議員 原 心一 

     賛成者 香美市議会議員 石川彰宏 

      〃     〃    大石綏子  

      〃     〃    山本芳男 

      〃     〃    島岡信彦であります。 

  平成１８年３月１日付をもって香美市が誕生をいたしました。 

  しかし、香美市議会においては、まだ議会会議規則が未制定であります。地方自治法第
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１２０条の規定に基づき、会議その他の手続き及び内部の規律を中心とした議会会議規則

を制定しなければなりません。 

  したがいまして、標準市議会会議規則に準拠して、発議第１号 香美市議会会議規則に

ついて別紙のとおり提案として提出するものであります。 

  ご審議賜りまして、ご賛同いただけますようよろしくお願いをいたします。 

  以上です。 

【発議第１号 巻末に掲載】 

○議長（西村成君）   説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑はあ

りませんか。 

「進行」という声あり  

○議長（西村成君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

  これから、討論を行います。討論はありませんか。  

「進行」という声あり  

○議長（西村成君）   討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  これから、発議第１号 香美市議会会議規則の制定についてを採決をいたします。 

  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立）  

○議長（西村成君）   全員賛成であります。 

  よって、発議第１号は、原案のとおり可決されました。 

  追加日程第２、議席の指定を行います。 

  議席は、市町村の合併の特例に関する法律第７条の議会の議員の在任に関する特例に起

因した理由及び会議規則第４条の規定により、お手元に配付しました議席表のとおり指定

いたします。 

  指定された議席に着席をお願いいたします。 

  暫時、休憩いたします。 

（午前１０時１０分 休憩）  

（議席の入替えを行う）  

（午前１０時２３分 再開）  

○議長（西村成君）   正場に復します。 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  追加日程第３、会議録署名議員の指名を行います。 

  平成１８年第１回香美市議会臨時会の会議録署名議員は、会議規則第８２条の定めると

ころにより、今期臨時会を通じて議席番号１番、利根健二君、議席番号２番、山﨑眞幹君

の両君を指名をいたします。 

  追加日程第４、会期決定についてを議題とします。 

  お諮りします。 



- 13 - 

  今期臨時会の会期は、基本的には本日１日としたいと思いますが、今期臨時会で協議・

選挙等をしなければならない議会の組織等に関する案件とあわせて執行部から付議されて

いる議案が多数あり、本日１日で議了することが困難なことも予想されます。 

  そこで、会議の進捗状況を見ながら、必要な時点で議長発議によって会期延長の件を日

程に追加し、追加日程の件を議題として議員の皆様の賛同が得られれば会期を１日延長す

ることにしたいと思います。 

  これにご異議ありませんか。 

「異議なし」という声あり  

○議長（西村成君）   異議なしと認めます。 

  よって、今期臨時会の会期は、基本的には本日１日とすることに決定し、必要に応じて

協議のうえ、明日まで延会して２日間の会期もあり得ることに決定しました。 

  ただいまから、追加日程第５、発議第２号 香美市議会委員会条例の制定について、追

加日程第６、発議第３号 香美市議会事務局設置条例の制定について、追加日程第７、発

議第４号 香美市議会傍聴規則の制定について、追加日程第８、発議第５号 香美市議会

委員会傍聴規則の制定について、追加日程第９、発議第６号 香美市長の専決処分の指定

について、以上５件を一括議題とし、提案者から提案理由の説明を求めます。 

  ２６番、原 心一君。 

○２６番（原 心一君）   ただいま上程いたしました発議第２号 香美市議会委員会条

例の制定について、発議第３号 香美市議会事務局設置条例の制定について、発議第４号 

香美市議会傍聴規則の制定について、発議第５号 香美市議会委員会傍聴規則の制定につ

いて、発議第６号 香美市長専決処分事項の制定についての発議５件につき、本文の朗読

を省略し、一括して提案理由の説明をさせていただきますので、ご理解、お願いをいたし

たいと思います。 

     提出者 香美市議会議員 原 心一 

     賛成者 香美市議会議員 石川彰宏 

      〃     〃    大石綏子  

      〃     〃    山本芳男 

      〃     〃    島岡信彦であります。 

  まず、発議第２号 香美市議会委員会条例の制定については、香美市議会が招集されま

したが、市議会委員会条例が未設定であり、委員会に関して必要な事項は条例で定めるこ

とになっており、組織及び運営について、基本的な事項に関し、早急な制定が必要である

ことから、標準市議会委員会条例に準拠して、別紙のとおり香美市議会委員会条例を制定

するため、議案として提出するものであります。 

  次に、発議第３号 香美市議会事務局設置条例の制定については、地方自治法第１３８

条第２項の規定により、議会の権限、拡充に伴って、増大する議会の庶務を処理させ、ま

た需要面において、議会として自主的な活動を確保する必要から、議会事務局設置条例を
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制定するため、議案として提出するものであります。 

  次に、発議第４号 香美市議会傍聴規則の制定については、議場の秩序を維持する観点

から、傍聴人の定員や傍聴の手続き及び禁止条項について、地方自治法第１３０条第３項

の規定に基づき、香美市議会傍聴規則を制定するため、議案として提出するものでありま

す。 

  次に、発議第５号 香美市議会委員会傍聴規則の制定については、先ほど発議第４号と

同じく、委員会開催時における傍聴人の定員や傍聴の手続き及び禁止事項について、地方

自治法第１３０条第３項の規定に基づき、香美市議会傍聴規則を制定するため、議案とし

て提出するものであります。 

  次に、発議第６号 香美市長の専決処分事項の指定については、地方自治法第１８０号

第１項の条文にありますように、普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、

その決議により、特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分

することができるとされているので、この規定に基づいて、議員発議によって、別紙のと

おり香美市長の専決処分事項の指定について制定するため、議案として提出するものであ

ります。 

  以上、５件につきまして、ご審議賜り、ご賛同をいただきますよう、議員各位のご協力

をお願いをいたします。 

  以上であります。 

【発議第２号～第６号 巻末に掲載】 

○議長（西村成君）   説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑はあ

りませんか。 

  ３番、山﨑太郎君。 

○３番（山﨑太郎君）   すべての発議について、施行期日が入っていませんが、いつ

からということになるでしょうか、お伺いします。 

○議長（西村成君）   通ってから施行期日が入るということです、可決と同時に。 

  ほかに。 

  １２番、笹岡 優君。 

○１２番（笹岡 優君）   １２番、笹岡 優です。 

  市長の専決処分事項の指定についてですが、これは上限を２,０００万円にした根拠は何

なのか。類似団体等のそういう比較もしてやったのかどうか、その辺を答弁していただき

たいと思います。 

  それからもう一つはですね、地方自治法の１８０条の１項の規定に対する市長の専決処

分については、平成１４年４月５日に１,０００万円ということで議決を行っている１８０

条の規定に対する内容がありますが、なぜ２,０００万円にしたのか、その点もお願いしま

す。 

○議長（西村成君）   暫時、休憩します。 
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（午前１０時３１分 休憩）  

（午前１０時４４分 再開）  

○議長（西村成君）   正場に復します。 

  ただいまの１２番、笹岡君の質問に対しまして、発議者は要を得ていませんので、暫時、

休憩をして執行部から答弁させます。 

  休憩します。 

（午前１０時４５分 休憩）  

（総務課長より答弁あり） 

（午前１０時４６分 再開）  

○議長（西村成君）   正場に復します。 

  この追加日程の発議につきましては、香北、物部、山田の３議会でですね合同で１回、

研修もいたしておりますので、そういった点でご了解を賜りたいと思いますので、よろし

くお願い申し上げます。 

  質疑はありませんか。 

  ２０番、久保信彦君。 

○２０番（久保信彦君）   発議第４号ですが、７条関係の、ちょっとめくってもらって、

第４項、「児童及び乳幼児は」とありますけど、これは傍聴席にいることができないと。「た

だし」ということがついておりますけども、私はこういう文は必要ないのではないかと思

います。つまり、ずっと読んでいけばありますけんど、やはり傍聴者が悪いような印象を

与えるというか、そういう感じもします。 

○議長（西村成君）   ただいまの件は、先ほど私が申し上げましたように、３町村の

議会で協議をいたしておりますので、意見として承っておきます。 

  ほかにございませんか。 

「なし」という声あり  

○議長（西村成君）   意見がないようですので、これで質疑を終わります。 

  これから、討論を行います。討論はありませんか。 

「なし」という声あり  

○議長（西村成君）   討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  これから、発議第２号 香美市議会委員会条例の制定についてを採決をいたします。 

  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立）  

○議長（西村成君）   全員賛成であります。 

  よって、発議第２号は、原案のとおり可決されました。 

  これから、発議第３号 香美市議会事務局設置条例の制定についてを採決いたします。 

  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立）  
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○議長（西村成君）   全員賛成であります。 

  よって、発議第３号は、原案のとおり可決されました。 

  これから、発議第４号 香美市議会傍聴規則の制定についてを採決をいたします。 

  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立）  

○議長（西村成君）   全員賛成であります。 

  よって、発議第４号は、原案のとおり可決されました。 

  これから、発議第５号 香美市議会委員会傍聴規則の制定についてを採決をいたします。 

  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立）  

○議長（西村成君）   全員賛成であります。 

  よって、発議第５号は、原案のとおり可決されました。 

  これから、発議第６号 香美市長の専決処分事項の指定についてを採決いたします。 

  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立）  

○議長（西村成君）   賛成多数であります。 

  よって、発議第６号は、原案のとおり可決されました。 

  追加日程第１０、副議長の選挙を行います。 

  選挙の方法は、投票か指名推薦のいずれの方法で行いますか。ご意見ございませんか。  

「投票」という声あり  

○議長（西村成君）   投票という声がございますので、選挙の方は投票で行います。  

  議場の出入口を閉鎖いたします。 

（議場閉鎖） 

○議長（西村成君）   ただいまの出席議員は、３８人であります。 

  投・開票の立会人を指名をいたします。 

  立会人は、会議規則第３１条第２項の規定により、議席番号５番、千頭洋一君と、議席

番号１０番、依光美代子君と、議席番号１６番、爲近初男君の３人を指名をいたしますの

で、よろしくお願いいたします。  

  投票用紙を配付いたします。  

（投票用紙配付）  

○議長（西村成君）   投票用紙の配付漏れはありませんか。 

○議長（西村成君）   配付漏れなしと認めます。 

  投票箱の点検を行います。 

（投票箱点検）  

○議長（西村成君）   異常なしと認めます。 

  これから、投票を行います。 
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  投票は、単記無記名であります。 

  念のために申し上げます。同姓の方がおられますので、氏名を確実にご記入してくださ

るようお願いします。 

  同姓の場合の案分については、先ほどの議長選挙と同様でありますので、説明は省略さ

せていただきます。 

  投票用紙に被選挙人氏名を記載のうえ、事務局職員に点呼させますので、順次投票をお

願いします。 

  点呼をお願いします。 

○議会事務局長（松浦良衛君）   それでは、点呼させていただきます。 

  １番、利根健二議員。２番、山﨑眞幹議員。３番、山﨑太郎議員。４番、大岸眞弓議

員。５番、千頭洋一議員。６番、小松紀夫議員。７番、山崎晃子議員。８番、森本珠城議

員。９番、山岡義一議員。１０番、依光美代子議員。１１番、片岡守春議員。１２番、笹

岡 優議員。１３番、岡村優一議員。１４番、黒岩陸雄議員。１５番、門脇二三夫議員。

１６番、爲近初男議員。１７番、比与森光俊議員。１８番、植村佳三議員。１９番、幾井

洋一議員。２０番、久保信彦議員。２１番、石川彰宏議員。２２番、黒岩 徹議員。２３

番、竹平豊久議員。２４番、岡本喜身議員。２５番、島岡信彦議員。２６番、原 心一議

員。２７番、秋友偉嗣議員。２８番、前田泰祐議員。２９番、竹内俊夫議員。３０番、大

石綏子議員。３１番、山本芳男議員。３２番、坂本 節議員。３３番、宮地盾騎議員。３

４番、西山 武議員。３５番、中澤愛水議員。３６番、岩越孝明議員。３８番、森安 正

議員。３７番、西村議長。  

（投  票） 

○議長（西村成君）   投票漏れはありませんか。 

○議長（西村成君）   投票漏れなしと認めます。 

  これで、投票を終了いたします。 

  続いて、開票を行います。 

  千頭洋一君と依光美代子君と爲近初男君の３名は、立会をお願いいたします。  

（開  票）  

○議長（西村成君）   選挙の結果を報告します。 

  投票総数 ３８票。これは、先ほどの出席議員数に符合しております。 

  このうち、 

  有効投票 ３８票 

  無効投票  ０票であります。 

  有効投票のうち、 

  山本芳男君 ３０票 

  久保信彦君  ８票 

  以上のとおりであります。 



- 18 - 

  この選挙の法定得票数は１０票であります。 

  よって、山本芳男君が副議長に当選されました。 

  これで、議場の閉鎖を解きます。 

（議場開鎖） 

○議長（西村成君）   ただいま、副議長に当選されました山本芳男君が議場におられ

ますので、会議規則案第３２条第２項の規定により、当選を告知します。 

  ここで、副議長に当選されました山本芳男君のごあいさつがありますので、ご静聴をお

願いいたします。 

○副議長（山本芳男君）   ただいま、皆様方の温かいご支持をいただきまして、副議長

に就任をさせていただくことになりましたことは、私にとりましても身に余る光栄に存ず

る次第でございます。また、大変この重大な職を受けまして、責任も重大に考えておる次

第でございます。 

  この重責を果たし得るか大変心配いたしておるところでございますが、幸いにいたしま

して経験・人格・識見ともに卓越されました西村議長が就任されておりますので、その西

村議長のご指導、ご助言を賜りながら職責を全うすべく最大限の努力をしてまいる所存で

ございますので、どうか皆様方も今後、ご指導、ご鞭撻のほど、よろしくお願いを申し上

げまして、就任に当たりましてのごあいさつとさせていただきます。どうもありがとうご

ざいました。 

（拍  手） 

○議長（西村成君）   ありがとうございました。よろしくお願いいたします。 

  ここで、座席の一部変更を事務局より説明申し上げます。 

○議会事務局長（松浦良衛君）   ご説明いたします。 

  ただいま、副議長選挙が終了したことに伴いまして、議長、副議長が決定をいたしまし

た。そこで、座席の一部変更を行うわけですが、従来の本町の慣行では、議長が最終番号

の座席に座り、副議長がその一つ手前の番号の座席になっておりました。この慣行に習っ

て、次のとおり座席の一部を変更させていただきたいと存じますので、ご協力のほど、よ

ろしくお願い申し上げます。 

  ３８番、森安 正議員を３１番に、３１番、山本芳男議員を３７番に、３７番、西村

成議員を３８番に、以上のように座席の一部を変更させていただきたいと存じますので、

ご協力のほどをよろしくお願い申し上げます。  

○議長（西村成君）   追加日程第１２、香美市議会常任委員会委員の選任についてを

議題といたします。 

  暫時、休憩します。 

（午前１１時１１分 休憩）  

（常任委員会委員名簿を配付）  

（午前１１時１９分 再開）  
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○議長（西村成君）   正場に復します。 

  休憩前に引き続き、会議を行います。 

  追加日程第１２、香美市議会常任委員会委員の選任についてを議題とします。 

  お諮りします。 

  常任委員会委員の選任については、委員会条例第８条第１項の規定によって、お手元に

お配りしました名簿のとおり指名したいと思います。 

【常任委員会委員名簿（指名案） 巻末に掲載】 

  これにご異議ありませんか。  

「異議なし」という声あり  

○議長（西村成君）   異議なしと認めます。 

  よって、常任委員会委員の選任については、お手元にお配りしました名簿のとおり選任

することに決定しました。  

  ただいま決定しました各常任委員会の委員長、及び副委員長の互選のため、暫時、休憩

をいたします。  

  これから、委員会条例第９条の規定により、各常任委員会の委員長、副委員長の互選を

お願いします。 

  総務常任委員会は議場で、教育厚生常任委員会は３階の議員控室で、産業建設常任委員

会は別館の議員会議室で協議を行ってください。 

（午前１１時２０分 休憩）  

（各常任委員会の委員長、副委員長を互選） 

（午前１１時５１分 再開）  

○議長（西村成君）   正場に復します。 

  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  休憩中に行われた委員会におきまして、各常任委員会の委員長、副委員長が互選されま

したので、ご報告いたします。 

  総務常任委員会委員長は原 心一君。同じく、副委員長は大石綏子君。  

  教育厚生常任委員会委員長は石川彰宏君。同じく、副委員長は秋友偉嗣君。  

  産業建設常任委員会委員長は西山 武君。同じく、副委員長は竹平豊久君。  

  以上のように決定されました。委員長、副委員長は、よろしくお願いいたします。  

  これから、会議のことについて協議をしたいことがありますので、暫時、休憩をいたし

ます。  

  １時まで、昼食を伴って休憩をいたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  

（午前１１時５３分 休憩）  

（午後１２時５８分 再開）  

○議長（西村成君）   正場に復します。 

  会議に入る前にお知らせをいたします。 
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  提出議案の一部に、追加・訂正及び削除、差しかえ等がありますので、説明を執行部か

ら求められておりますので、許可をいたします。 

  教育次長、福島勇二君。 

○教育次長（福島勇二君）   よろしくお願いします。 

  香美市例規集の中をお願いいたします。 

  例規集の３８９ページ、別記「組織」という表がございますけれども、申しわけありま

せん。これは、全部削除をお願いいたします。これは、規則の方に載っておりますので、

これを削除してください。 

  それと、４０２ページ（別表第１）の表がございますけれども、楠目小学校の位置でご

ざいますけれども、「土佐山田町楠目３９１番地２」でお願いします。 

  それともう１点ですけども、４０４ページ、香美市立学校給食センターの設置条例の中

の香美市立土佐山田学校給食センターの位置でございますけれども、「土佐山田町山田６８

７番地１」でお願いをいたします。 

  よろしくお願いします。 

○議長（西村成君）   総務課長、鍵山仁志君。 

○総務課長（鍵山仁志君）   私の方から、本日お手元の方にですね「例規集の正誤表の

訂正について」という文書をお配りしております。この２月の下旬に議員さんにお渡しを

しております香美市の例規集、この分の正誤表でございます。 

  まず、目次の１ページでございますが、条例第７号 香美市議会事務局設置条例という

のはですね、議員発議のため条例第７号を削除していただきたい。 

  それから２番目、目次でございます。目次の４ページ、条例第１３４号 香美市立老人

の家設置及び管理に関する条例、これにつきましては、平成１８年１月物部村の臨時議会

において廃止のため、この条例については廃止をお願いいたします。この分につきまして

は、第７号と第１３４号につきましては、欠番ということでお願いをしたいと思います。 

  それから、次にナンバー３でございますが、ページ数１６７ページ、これはですね香美

市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例でございますが、この中

で農業委員会の委員の費用弁償の額で謝賃の欄に斜線がございます。これにつきましては

ですね、議会議員の費用弁償と同時に斜線を消さなければならないところをそのままにし

ておりましたので、これをですね「２９円」にしていただきたいと思います。 

  それから、４番目に、ページ３３９でございます。これにつきましては、固定資産の課

税免除に関する条例でございます。これをですねこの正誤表のとおり正規な分に訂正をお

願いをしたいと思います。 

  それから、ナンバー５、ページ数で５１７でございますが、これは香美市立保育所設置

及び管理に関する条例でありますが、これ、ちょっと字が抜けておりました。「香美市立保

育所の設置」です。「の」を入れていただきたいと。 

  次に６番目、５３０ページでございます。これが条例第１３４号 香美市立老人の家設
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置及び管理に関する条例でございます。これがですね先ほど目次の２番目で言いました第

１３４号を削除していただきたいと思います。 

  それから、次に５３５ページ、条例名の訂正でございます。香美市高齢者生活福祉セン

ターこづみ設置及び管理に関する条例でございますが、「香美市高齢者生活福祉センター

こづみの設置」、「の」を入れていただきたいと。 

  それから、８番目に５４６ページでございます。これが、第３条中、第２号の本文中、

「破損するおそれがあるとみとめられるとき、」この「認める」というのを漢字に訂正をお

願いをいたします。 

  それから、次に５６７ページでございます。佐岡診療所の住所が間違っておりました。

「本村３３７番地３」を「本村３７７番地３」に訂正をお願いいたします。 

  それから、この表にはございませんが、５６０ページのですね香美市健康センターの設

置及び管理に関する条例第１５条、健康センターの開館時間は「午前１時」というふうに

なっております。夜中の１時となっておりますので、すみません、「午後１時」が正解であ

りますので、「午後１時」に訂正をしていただきたいと思います。 

  以上です。よろしくお願いします。 

○議長（西村成君）   もう１点、訂正が農業委員会事務局長からあります。 

  農業委員会事務局長、山岡紀夫君。 

○農業委員会事務局長（山岡紀夫君）   ５９７ページをお願いします。条例１５６号、

表の中で第１選挙区となって、右側で「山田町」と書いてありますけれども、この前に「旧」

と１字入れてもらいたいです。そして、右側へ３番目に「大楠地区」となっておりますが、

ここへ大楠の次へ「植」と入れてもらいたいです。木偏に直です、よろしくお願いします。 

○議長（西村成君）   農政課長、宮地和彦君。 

○農政課長（宮地和彦君）   すみません、条例の修正をお願いいたします。 

  ６３８ページ、香美市モノレール施設の件です。６３８ページ、頭はナンバー０４９５

でございます。その段の中段、第７条、「市長は」の書き出しの次の行です。体験実習館、

中ほどにございますが、「体験実習館の管理を行う」の項目を「モノレールの管理を行う」

に訂正願います。 

  同ページの下から５行目、第９条でございます。「市長は」の書き出しの行に「体験学習

館」の項目ですが、「体験学習館」を「モノレール」に。 

  続きまして、次のページでございますが、第１０条、上から３行目でございます。指定

管理者は「体験学習館」の文面を「モノレール」に訂正願います。 

  続きまして、指定管理者の報告、次の第１１条でございます。文面の中ほどの「体験学

習館」、これについても「モノレール」に訂正を願います。 

  以上です、ご迷惑をおかけしました。 

○議長（西村成君）   議案の一部訂正等を終了いたします。 

  暫時、休憩をいたします。 
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（午後 １時１１分 休憩）  

（議長、副議長、議会運営委員会委員の選任について協議）  

（議会運営委員会委員名簿を配付）  

（午後 １時２４分 再開）  

○議長（西村成君）   正場に復します。 

  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  追加日程第１３、香美市議会運営委員会委員の選任についてを議題とします。 

  お諮りします。 

  議会運営委員会の委員の選任については、委員会条例第８条第１項の規定によって、お

手元にお配りしました名簿のとおり指名したいと思います。 

【議会運営委員会委員名簿（指名案） 巻末に掲載】 

  これにご異議ありませんか。 

「異議なし」という声あり  

○議長（西村成君）   異議なしと認めます。 

  よって、議会運営委員会の委員の選任については、お手元にお配りしました名簿のとお

り選任することに決定しました。 

  ただいま決定しました議会運営委員会の委員長、及び副委員長の互選のため、暫時休憩

をいたします。 

（午後 １時２５分 休憩）  

（議会運営委員会の委員長、副委員長を互選）  

（午後 １時３６分 再開）  

○議長（西村成君）   正場に復します。 

  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  報告いたします。休憩中に行われた委員会におきまして、委員会条例第９条第２項の規

定により、議会運営委員会の委員長、副委員長が互選されましたので、ご報告いたします。 

  議会運営委員会委員長は宮地盾騎君。同じく、副委員長は坂本 節君。  

  以上のように決定をされました。選任をされました委員長、副委員長は、よろしくお願

い申し上げます。  

  お諮りします。  

  本臨時会に提案された追加日程第１４、承認第１号 専決処分事項の承認を求めること

について、香美市の事務所の位置を定める条例ほか２２１件の条例の制定についてから、

追加日程第２７、承認第１４号 専決処分事項の承認を求めることについて、公平委員会

の事務の委託についてまでの１４件を一括議題とします。  

  順次、執行部から提案理由の補足説明を求めます。  

  総務課長、鍵山仁志君。  

○総務課長（鍵山仁志君）   総務課長の鍵山です。 
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  承認第１号 専決処分事項の承認を求めることについて 

  地方自治法第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第３項

の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

  平成１８年３月６日提出。香美市長職務執行者 野島民雄。 

  専決処分事項 香美市の事務所の位置を定める条例ほか２２１件の条例の制定について 

  香美市の事務所の位置を定める条例ほか２２１件の条例を地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

  平成１８年３月１日専決。香美市長職務執行者 野島民雄。 

  香美市の事務所の位置を定める条例ほか２２１件の条例 

  香美市の事務所の位置を定める条例ほか２２１件の条例を次のように定める。 

  条例番号１から、１、香美市の事務所の位置を定める条例のほか２２１件でございます。 

  ３月１日に専決処分をさせていただき、一括で報告させていただきます。ご承認をお願

いをするものであります。 

  条例の原案につきましては、２月下旬に各議員さんにお手元の方にお配りをしておりま

すが、訂正など、何回も正誤表をお配りをして大変申しわけなく思っております。よろし

くお願いをいたします。 

  なお、欠番がですね７番と１３４番が欠番になっております。最終の合計２２４から欠

番の２件を減させていただきまして、合計２２２件の条例となっております。 

  以上です、よろしくお願いいたします。 

○議長（西村成君）   次に、財政課長、前田哲雄君。 

○財政課長（前田哲雄君）   承認第２号 平成１７年度香美市一般会計暫定予算を説明

いたします。 

  承認第２号 専決処分事項の承認を求めることについて 

  地方自治法第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分したので同条第３項の

規定によりこれを報告し、承認を求める。 

  平成１８年３月６日提出。香美市長職務執行者 野島民雄。 

  専決処分事項 平成１７年度香美市一般会計暫定予算 

  平成１７年度香美市一般会計暫定予算 

  平成１７年度香美市の一般会計暫定予算は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出暫定予算） 

  第１条 歳入歳出暫定予算の総額は、歳入歳出それぞれ４８億５,６６１万１,０００円

と定める。 

  ２ 歳入歳出暫定予算の款項の区分、及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出暫定

予算」による。 

  （繰越明許費） 

  第２条 地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用すること
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ができる経費は、「第２表繰越明許費」による。 

  （債務負担行為） 

  第３条 地方自治法第２１４条の規定により、債務を負担する行為をすることができる

事項、期間及び限度額は「第３表債務負担行為」による。 

  （地方債） 

  第４条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の

目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第４表地方債」による。 

  （一時借入金） 

  第５条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入の限度額は２

０億円と定める。 

  （歳出予算の流用） 

  第６条 地方自治法第２２０条第２項のただし書きの規定により、歳出暫定予算の各項

の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

  （１）各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く）に係る予

算額に過不足を生じた場合における同一款内での、これらの経費の各項の間の流用。 

  平成１８年３月１日専決。香美市長職務執行者 野島民雄。 

  続きまして、「第１表歳入歳出暫定予算」の概要につきまして、説明させていただきます。 

  今回の暫定予算は、合併前の旧３カ町村の予算を引き継ぐという形で調整をいたしまし

た。このため、予算内容は旧３カ町村の未収入分と未払い分を計上したものとなっており

ます。 

  歳入の主なものにつきましては、市税が１億３,０５５万９,０００円、地方譲与税が

９,２８２万円、地方消費税交付金が５,５８９万７,０００円、地方交付税が４億３,６０

０万円、国庫支出金が１１億４,９４４万９,０００円、県支出金が９億６,８８１万９,０

００円、繰入金が５億８,７２５万２,０００円、諸収入が１億７,６０３万９,０００円、

市債が１１億３,３００万円となっています。 

  明細につきましては、承認２－１６、１７ページ、及び２－１９ページから２－７０ペ

ージを参照いただきたいと思います。 

  国庫支出金、県支出金、市債につきましては、補助事業等の精算の関係で計上額が多額

なものとなっております。 

  また、諸収入につきましては、旧土佐山田町、旧山田消防組合、こうほく３町村合併協

議会で剰余金が出ると見込まれましたので、雑入に歳計剰余金として１億２,３１０万円を

計上しております。 

  続きまして、歳出の主なものにつきましては、総務費が７億５,３０９万４,０００円、

民生費が７億３,８０１万７,０００円、衛生費が１億７,７９３万８,０００円、農林水産

業費が９億８５万４,０００円、土木費が５億１,７０４万７,０００円、教育費が２億３,７

９３万４,０００円、災害復旧費が４億７,８３１万５,０００円、公債費が７億７,６９２
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万９,０００円、諸支出金が１億４,１３０万６,０００円となっております。 

  歳出予算は、初めに述べましたとおり、原則旧予算の未払いの分でございますけれども、

特に諸支出金につきましては、旧香北町、物部村で出納閉鎖時に赤字が見込まれたため、

旧町村借入金返済金としまして１億４,１３０万円を計上しております。この返済金は、一

時借入金に充当するものであります。 

  続きまして、承認２－１１ページをごらんください。「第２表繰越明許費」でありますけ

れども、１８事業で総額７億１,９２４万２,０００円となっております。明細は、このと

おりであります。 

  それから、その次のページの「第３表債務負担行為」でありますけれども、「第３表債務

負担行為」につきましては、土佐山田町鏡野川土地改良区が金融機関から借り受けた金額

に対する損失補償、期間が平成１８年度で、限度額が８３５万７,０００円となっておりま

すが、これ以下４５件の債務負担行為を旧町村から引き続きしております。 

  それから、続きまして、承認２－１５ページの「第４表地方債」でありますけれども、

第４表地方債はですね、起債の借入限度額の総計が１３起債で、限度額が１１億３,３００

万円となっております。償還の方法につきましては、証書借入または証券発行と、利率は

４％以内と。償還の方法としましては、資金融通機関の条件による。ただし、繰上償還ま

たは低利に借りかえることができるというような形になっております。 

  以上です。よろしくご審議をお願いします。 

○議長（西村成君）   収納管理課住宅新築資金担当参事、奥宮政水君。 

○住宅新築資金担当参事（奥宮政水君）   これから、平成１７年度香美市住宅新築資金

等貸付事業特別会計の暫定予算につきまして、説明させていただきます。 

  承認第３号 専決処分事項の承認を求めることについて 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のとおり専

決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

  平成１８年３月６日提出。香美市長職務執行者 野島民雄。 

  専決処分事項 平成１７年度香美市住宅新築資金等貸付事業特別会計暫定予算 

  平成１７年度香美市住宅新築資金等貸付事業特別会計暫定予算は、次に定めるところに

よる。 

  （歳入歳出暫定予算） 

  第１条 歳入歳出暫定予算の総額は、歳入歳出それぞれ４,０９８万４,０００円と定め

る。 

  ２ 歳入歳出暫定予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出暫定予

算」による。 

  （歳出暫定予算の流用） 

  第２条 地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により、歳出暫定予算の各項の

経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 
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  （１）各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く）に係る予

算額に過不足を生じた場合における同一款内での、これらの経費の各項の間の流用。 

  平成１８年３月１日専決。香美市長職務執行者 野島民雄。 

  この歳入歳出予算は、旧土佐山田町での予算を引き継ぐ形で歳入未収分、歳出未払い分

を組み込んだ、一月分の予算を組んだものです。 

  どうぞ、よろしくお願いいたします。 

○議長（西村成君）   水道課長、佐々木寿幸君。 

○水道課長（佐々木寿幸君）   承認第４号 専決処分事項の承認を求めることについて 

  地方自治法第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分をしたので、同条第３

項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

  平成１８年３月６日提出。香美市長職務執行者 野島民雄。 

  専決処分事項 平成１７年度香美市簡易水道事業特別会計暫定予算 

  ４－３ページ。平成１７年度香美市の簡易水道事業特別会計暫定予算は、次に定めると

ころによる。 

  （歳入歳出暫定予算） 

  第１条 歳入歳出暫定予算の総額は、歳入歳出それぞれ２億４３９万円と定める。 

  ２ 歳入歳出暫定予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出暫定予

算」による。 

  （地方債） 

  第２条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の

目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表地方債」による。 

  （一時借入金） 

  第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入の最高額は

３,０００万円と定める。 

  （歳出予算の流用） 

  第４条 地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により歳出暫定予算の各項の経

費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

  （１）各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く）に係る予

算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

  平成１８年３月１日専決。香美市長職務執行者 野島民雄。 

  中身につきましては、特に１５節等にありますように、旧香北町、旧物部村の工事関係

の支払い、及び起債の借入等によるものであります。 

  以上です。よろしくお願いします。 

○議長（西村成君）   下水道課長、久保和昭君。 

○下水道課長（久保和昭君）   下水道課長の久保和昭です。 

  承認第５号 専決処分事項の承認を求めることについて 
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  地方自治法第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分したので同条第３項の

規定によりこれを報告し、承認を求める。 

  平成１８年３月６日提出。香美市長職務執行者 野島民雄。 

  専決処分事項 平成１７年度香美市公共下水道事業特別会計暫定予算 

  平成１７年度香美市公共下水道事業特別会計暫定予算 

  平成１７年度香美市の公共下水道事業特別会計暫定予算は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出暫定予算） 

  第１条 歳入歳出暫定予算の総額は、歳入歳出それぞれ２億４,４５３万９,０００円と

定める。 

  ２ 歳入歳出暫定予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出暫定予

算」による。 

  （繰越明許費） 

  第２条 地方自治法２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用することが

できる経費は、「第２表繰越明許費」による。 

  （債務負担行為） 

  第３条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事

項、期間、及び限度額は、「第３表債務負担行為」による。 

  （地方債） 

  第４条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の

目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第４表地方債」による。 

  （一時借入金） 

  第５条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入の最高額は１

億円と定める。 

  （歳出予算の流用） 

  第６条 地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により、歳出暫定予算の各項の

経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

  （１）各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く）に係る予

算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

  平成１８年３月１日専決。香美市長職務執行者 野島民雄。 

  今回の暫定予算の主なものは、６ページをお願いします。 

  「第２表繰越明許費」ですが、県が施行しております浦戸湾東部流域下水事業の繰り越

し工事に伴いまして、当市負担金１８９万円を繰り越すものでございます。 

  「第４表地方債」ですが、平成１７年度に予定した事業もすべて年度内完工が見込まれ、

市債の借入限度額を１億２,９７０万円といたすものでございます。 

  歳入歳出につきましては、旧土佐山田町でまだ執行してない歳入歳出予算を計上してお

ります。 
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  以上、よろしくお願いします。 

  続きまして、承認６号 専決処分事項の承認を求めることについて 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のとおり専

決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

  平成１８年３月６日提出。香美市長職務執行者 野島民雄。 

  専決処分事項 平成１７年度香美市特定環境保全公共下水道事業特別会計暫定予算 

  平成１７年度香美市特定環境保全公共下水道事業特別会計暫定予算 

  平成１７年度香美市の特定管環境全公共下水道事業特別会計暫定予算は、次に定めると

ころによる。 

  （歳入歳出暫定予算） 

  第１条 歳入歳出暫定予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億８,７１０万２,０００円と

定める。 

  ２ 歳入歳出暫定予算の款項の区分及び当該区分の金額は、「第１表歳入歳出暫定予算」

による。 

  （債務負担行為） 

  第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事

項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 

  （地方債） 

  第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の

目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」による。 

  （一時借入金） 

  第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入の最高額は１

億円と定める。 

  （歳出予算の流用） 

  第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により、歳出暫定予算の各項の

経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

  （１）各項に計上した給与、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費は除く）に係る予

算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

  平成１８年３月１日専決。香美市長職務執行者 野島民雄。 

  歳入歳出予算でございますが、旧香北町で施行しました公共下水道事業の未払い金、未

収入金をそれぞれ計上しております。 

  以上、よろしくお願いします。 

○議長（西村成君）   保険課長、岡本明弘君。 

○保険課長（岡本明弘君）   承認第７号 専決処分事項の承認を求めることについて 

  地方自治法第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第３項

の規定によりこれを報告し、承認を求める。 
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  平成１８年３月６日提出。香美市長職務執行者 野島民雄。 

  専決処分事項 平成１７年度香美市老人保健特別会計暫定予算 

  ７－３ページをあけてください。 

  平成１７年度香美市老人保健特別会計暫定予算は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出暫定予算） 

  第１条 歳入歳出暫定予算の総額は、歳入歳出それぞれ１０億１,６２１万９,０００円

と定める。 

  ２ 歳入歳出暫定予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出暫定予

算」による。 

  （一時借入金） 

  第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入の最高額は

５,０００万円と定める。 

  （歳出予算の流用） 

  第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により、歳出暫定予算の各項の

経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

  （１）各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く）に係る予

算額に過不足を生じた場合における同一款内での、これらの経費の各項の間の流用。 

  平成１８年３月１日専決。香美市長職務執行者 野島民雄。 

  引き続き、承認第８号 専決処分事項の承認を求めることについて 

  地方自治法第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第３項

の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

  平成１８年３月６日提出。香美市長職務執行者 野島民雄。 

  専決処分事項 平成１７年度香美市国民健康保険特別会計暫定予算（事業勘定） 

  ８－３ページをあけてください。 

  平成１７年度香美市国民健康保険特別会計暫定予算（事業勘定）は、次に定めるところ

による。 

  （歳入歳出暫定予算） 

  第１条 歳入歳出暫定予算の総額は、歳入歳出それぞれ６億９,４７０万１,０００円と

定める。 

  ２ 歳入歳出暫定予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出暫定予

算」による。 

  （一時借入金） 

   第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入の最高額は

５億円と定める。 

  （歳出予算の流用） 

  第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により、歳出暫定予算の各項の
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経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

  （１）各項に計上した給料、職員手当、及び共済費（賃金に係る共済費を除く）に係る

予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

  （２）各項に計上した保険給付費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内

でのこれらの経費の各項の間の流用。 

  平成１８年３月１日専決。香美市長職務執行者 野島民雄。 

  引き続き、承認第９号 専決処分事項の承認を求めることについて 

  地方自治法第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第３項

の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

  平成１８年３月６日提出。香美市長職務執行者 野島民雄。 

  専決処分事項 平成１７年度香美市介護保険特別会計暫定予算（保険事業勘定） 

  ９－３ページをおあけください。 

  平成１７年度香美市介護保険特別会計暫定予算（保険事業勘定）は、次に定めるところ

による。 

  （歳入歳出暫定予算） 

  第１条 歳入歳出暫定予算の総額は、歳入歳出それぞれ４億７,１９９万５,０００円と

定める。 

  ２ 歳入歳出暫定予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出暫定予

算」による。 

  （一時借入金） 

  第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入の最高額は

５,０００万円と定める。 

  （歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により、歳出暫定予算の各項の

経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

  （１）各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く）に係る予

算額に過不足が生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

  （２）各項に計上した保険給付費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内

でのこれらの経費の各項の間の流用。 

  平成１８年３月１日専決。香美市長職務執行者 野島民雄。 

  以上です。よろしくお願いします。 

○議長（西村成君）   水道課長、佐々木寿幸君。 

○水道課長（佐々木寿幸君）   承認第１０号 専決処分事項の承認を求めることについ

て 

  地方自治法第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第３項

の規定によりこれを報告し、承認を求める。 
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  平成１８年３月６日提出。香美市長職務執行者 野島民雄。 

  専決処分事項 平成１７年度香美市水道事業会計暫定予算 

  １０－３ページをお願いいたします。 

  平成１７年度香美市水道事業会計暫定予算 

  （総則） 

  第１条 平成１７年度香美市水道事業会計の暫定予算は、次に定めるところによる。 

  （業務の予定量） 

  第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

  （１）給水戸数６,１８０戸。 

  （２）１ヵ月間総給水量１８万１,０００立方メートル。 

  （３）１日平均給水量５,８３９立方メートル。 

  （収益的収入及び支出） 

  第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

  収入 

  第１１款、事業収益２,０３２万５,０００円。第１項、営業収益１,２２５万円。第２項、

営業外収益８０５万５,０００円。第３項、特別利益２万円。 

  支出 

  第２１款、事業費用４,０５９万９,０００円。第１項、営業費用２,５７７万９,０００

円。第２項、営業外費用１,３５１万円。第３項、特別損失３１万円。第４項、予備費１０

０万円。 

  （資本的収入及び支出） 

  第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

  不足する資本的支出額１,２００万円は、損益勘定留保資金及び建設改良積立金で補てん

するものとする。 

  収入 

  第３１款、資本的収入、ゼロ。 

  支出 

  第４１款、資本的支出１,２００万円。第１項、企業債償還金１,２００万円。 

  （債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定め

る。 

  事項、企業会計システムリース（一時導入）。期間、平成１８年度から平成２１年度まで。

限度額、４３万９,０００円。 

  （一時借入金） 

  第６条 一時借入金の限度額は１,０００万円と定める。 

  （予定支出の各項の経費の金額の流用） 
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  第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定

める。 

  （１）各項に計上した予定額に過不足を生じた場合における、これらの経費の各項間の

流用。 

  （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

  第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、

またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければなら

ない。 

  （１）職員給与費。 

  （２）公債費。 

  （棚卸資産の購入限度額） 

  第９条 棚卸資産の購入限度額は、１００万円と定める。 

  平成１８年３月１日専決。香美市長職務執行者 野島民雄。 

  上水道の区域につきましては、東は談議所の日和崎石油、西は二ツ川まで、南は物部川、

北は土生川、その間の区間に先ほど申しました約６,０００戸余りの戸数がございまして、

上水道として供給をしております。 

  また、上水道につきましては、すべて企業会計として行っておりますので、よろしくお

願いいたします。 

  次に、承認第１１号 専決処分事項の承認を求めることについて 

  地方自治法第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第３項

の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

  平成１８年３月６日提出。香美市長職務執行者 野島民雄。 

  専決処分事項 平成１７年度香美市工業用水道事業会計暫定予算 

  １１－３ページをお願いします。 

  平成１７年度香美市工業用水道事業会計暫定予算 

  （総則） 

  第１条 平成１７年度香美市工業用水道事業会計の暫定予算は、次に定めるところによ

る。 

  （業務の予定量） 

  第２条 業務の予定量は次のとおりとする。 

  （１）給水事業者数、供用開始時７事業者。 

  （２）年間給水量、供用開始時３６万５,０００立方メートル。 

  （３）１日平均給水量、供用開始時１,０００立方メートル。 

  （資本的収入及び支出） 

  第３条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

  収入 



- 33 - 

  第３１款、資本的収入２９６万円。第１項、補助金２９４万９,０００円。第２項、雑収

入１万１,０００円。 

  支出 

  第４１款、資本的支出２９６万円。第１項、建設改良費２９６万円。 

  （一時借入金） 

  第４条 一時借入金の限度額は２００万円と定める。 

  （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

  第５条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定

める。 

  （１）各項に計上した予定額に過不足を生じた場合における、これらの経費の各項間の

流用。 

  （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

  第６条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、

またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければなら

ない。 

  （１）職員給与費。 

  （他会計からの補助金） 

  第７条 工業用水道事業運営のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は２９

４万９,０００円である。 

  （棚卸資産の購入限度額） 

第８条 棚卸資産購入限度額は２０万円と定める。 

  平成１８年３月１日専決。香美市長職務執行者 野島民雄。 

  工業用水道事業につきましては、テクノパークの工業用水道として認定したものでござ

います。こちらも企業会計としての計上になっております。 

  以上です、よろしくお願いいたします。 

○議長（西村成君）   総務課長、鍵山仁志君。 

○総務課長（鍵山仁志君）   総務課長の鍵山です。 

  承認第１２号 専決処分事項の承認を求めることについて 

  地方自治法第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第３項

の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

  平成１８年３月６日提出。香美市長職務執行者 野島民雄。 

  専決処分事項 町の区域の新設及び字の名称の変更について 

  町の区域の新設及び字の名称の変更について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

  平成１８年３月１日専決。香美市長職務執行者 野島民雄。 

  地方自治法第２６０条第１項の規定により、町の区域の新設及び字の名称の変更を別紙
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変更調書のとおり行う。 

  次のページへいきまして、変更調書でございますが、１番の町の区域の新設ということ

です。これにつきましては、旧の土佐山田町の大字のない土佐山田町何番地という表現を

しておりましたが、香美市になりまして、変更後、香美市大字土佐山田町何番地というこ

とになります。 

  それから、次のページへいきまして、２、字の名称の変更。ここで、字という言葉を使

っておりますが、大字、小字を含めて、ここでは字の名称という表現をさせてもらってお

ります。これにつきましても、土佐山田町変更前がですね「旭町１丁目」というのが、変

更後、「土佐山田町旭町１丁目」ということになります。順次、このあと香北町、物部町と

いうふうに同様になってきます。（後に追加発言あり。「町」については「まち」という発

言で間違いない。） 

  以上です。 

  続きまして、承認第１３号 専決処分事項の承認を求めることについて 

  地方自治法第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第３項

の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

  平成１８年３月６日提出。香美市長職務執行者 野島民雄。 

  専決処分事項 香美市指定金融機関の指定について 

香美市指定金融機関について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条第２

項及び地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６８条第２項の規定により、香

美市の公金の収納及び支払い事務を取り扱う指定金融機関として株式会社四国銀行を指定

する。 

  平成１８年３月１日専決。香美市長職務執行者 野島民雄。 

  以上です。 

  次に、承認第１４号 専決処分事項の承認を求めることについて 

  地方自治法第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第３項

の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

  平成１８年３月６日提出。香美市長職務執行者 野島民雄。 

  専決処分事項 公平委員会の事務の委託について 

公平委員会の事務委託について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の

１４第１項の規定により、香美市の公平委員会の事務を別紙規約により高知県に委託する。 

  平成１８年３月１日専決。香美市長職務執行者 野島民雄。 

  次のページに香美市と高知県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約ということ

でございます。原案の朗読は、省略させていただきます。 

  旧３町村におきましても、それぞれ県に事務の委託をしており、香美市においても同様

に事務を委託するものであります。 

  以上です。 
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○議長（西村成君）   以上で、提案理由の説明が終わりました。 

  お諮りします。 

  承認第１号から承認第１４号までの１４件については、会議規則第３７条第２項の規定

により、委員会付託を省略し、本会議方式により審議・採決をしたいと思います。これに

ご異議ありませんか。 

「異議なし」という声あり  

○議長（西村成君）   異議なしと認めます。 

  よって、臨時議会に提案された承認第１号から承認第１４号までの１４件については、

委員会の付託を省略することに決定をいたしました。 

  暫時、休憩いたします。 

（午後 ２時２５分 休憩）  

（午後 ２時３５分 再開）  

○議長（西村成君）   正場に復します。 

  会議に入る前に、２点、訂正の申し出があっておりますので、許可いたします。 

  総務課長、鍵山仁志君。 

○総務課長（鍵山仁志君）   失礼をいたします。 

  承認第１２号の旧町村名の関係のところで、大字の土佐山田町、それから香北町、物部

町、これにつきましては、ここの専決処分のですね題名の町の区域のという、この「町」

については、こういう「まち」という発言をしなさいよということで、県の方で確認をし

ております。 

  その他の呼び名につきましては、大字名につきましては、それぞれ旧町村名の呼び名で

結構ですということでございます。 

  以上です。 

○議長（西村成君）   議会事務局長、松浦良衛君。 

○議会事務局長（松浦良衛君）   恐れ入ります。訂正をお願いしたいと思います。 

  今日お配りしました追加日程の後ろの端にありますけれども、香美市広報委員会の推薦

についてのお名前のところで、被推薦人の爲近初男さんの住所ですが、上池の「上」とい

う字を神様の「神」にご訂正をお願いしたいと思います。恐れ入りますが、よろしくお願

いします。  

○議長（西村成君）   本臨時会の議会運営についてでありますが、去る１２月２１日

に香北町保健福祉センターで開催しました香美市議会関係の条例・規則等に関して、協議

会で協議した中で、合併時の議案については膨大な量になることが想定されるので、議案

を一括提案の上で、できれば一括採決の方法にしてほしいとの提案が旧３町村の正・副議

長の協議の中から提起されました。 

  その提案に対しまして、一定の議論の場が確保されれば議案の一括提案、一括採決にも

やむを得ない面があるのではないか等の意見があったところであります。 
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  また、先ほど議員発議で提案しまして採決をいただきましたし、議会会議規則第５５条

の発言内容の制限の規定にありますように、発言はすべて簡明にするとし、第５６条では

質疑の回数の規定で、同一議員の同一議題についての質疑は３回を超えることができない

とうたわれております。 

  したがいまして、これからの質疑につきましては、各案件ごとの発言時間は、質疑・答

弁を含めて１５分間までとし、回数は３回までとしていただきますようお願いいたします。 

  また、発言は、すべて自席のマイクのボタンを押した上で発言をお願いいたします。 

  それでは、追加日程第１４、承認第１号 専決処分事項の承認を求めることについて、

香美市の事務所の位置を定める条例ほか２２１件の条例の制定についてから、追加日程第

２７、承認第１４号 専決処分事項の承認を求めることについて、公平委員会の事務の委

託についてまでの１４件の質疑を行います。 

  追加日程第１４、承認第１号 専決処分事項の承認を求めることについて、香美市の事

務所の位置を定める条例ほか２２１件の条例の制定について。 

  本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

  ４番、大岸眞弓君。  

○４番（大岸眞弓君）   ４番、大岸です。  

  条例の５１７ページですが、香美市立保育所の設置及び管理に関する条例について１点

お尋ねしたいのですが、この香美市立佐岡保育園ですが、お聞きしたところによりますと、

ここは最近わかったことで保育園の立地場所としては、防災の関係上、非常に都合が悪く

て保育園としてももう使えないし、あと避難所のような集会所にもならないということを

お聞きしておりますが、その場所についてこのように条例でうたうということについての

整合性は、どうでしょうか。これからの香美市の条例として、それについてお尋ねします。  

○議長（西村成君）   幼保支援課長、吉村泰典君。 

○幼保支援課長（吉村泰典君）   お答えいたします。 

  この条例は、当面、今年の３月からの香美市ということで、現状を名乗っているわけで

ございます。そして、１８年度以降につきましては、その件につきましては、また協議を

したいと思います。 

  ただ、今、１８年度につきまして保育の入所申し込み、入所受付をしまして、佐岡もそ

の対象に入っておりまして、現在、３名の入所申し込みがまいっておりますが、香美市と

しましては、１８年度は１７年度に引き続き休園をしたいと考えております。 

  まだ、地元の保護者の方たちには、その旨をまだお話してございません。これからお話

をさせていただきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（西村成君）   ４番、大岸眞弓君。  

○４番（大岸眞弓君）   不適当と認められた時点というのは、昨年度かと思いますが、

昨年度というか、去年かと思うんですが、その時点からしましてもこの条例の施行する日、



- 37 - 

１８年の３月１日というのが、ここにうたわれているのが適当かどうかということです。

このようにあるから、やはり保育所扱いですので応募があったりするわけですが、応募が

あっても、そこは保育所として使えないわけですので、このように置くことはいかがなも

のかと思うわけですが、その点いかがでしょうか。  

○議長（西村成君）   幼保支援課長、吉村泰典君。 

○幼保支援課長（吉村泰典君）   そのような、防災上好ましくない場所ということは、

旧土佐山田町内にたくさんございまして、一般に公表されていないところがあると思われ

ますが、佐岡保育園についてもそれと同様に考えておりまして、しかし総合的に考えてよ

ろしくないというふうに考えております。 

  そして、新保育所プランが、旧土佐山田町の公立保育所についての新保育所プランが最

近でき上がりましたが、その中でも佐岡については、というよりトータル的な保育所立地

の見直しで削除してございます。 

  以上です。 

○議長（西村成君）   ４番、大岸眞弓君。  

○４番（大岸眞弓君）   今、課長がおっしゃるのにこういうことですか、他の保育園も

公表はしていないけれども危険な地域があるということですか。それでしたら、子どもの

生命と安全、健康といいますか、生命のかかる施設ですので、その安全の確保というのは

どのようにお考えでしょうか、その点を最後にお伺いして。 

○議長（西村成君）   幼保支援課長、吉村泰典君。 

○幼保支援課長（吉村泰典君）   保育所については、他にはそういう場所はございませ

ん。 

  １８年度は、休園にとりあえずいたしまして、その後のことは検討したいと思います。 

  以上です。 

○議長（西村成君）   ほかに質疑はありませんか。 

  １２番、笹岡 優君。 

○１２番（笹岡 優君）   まずは、１１０番、１１１番、各条例番号で、ページ数は４

３１、４４１のやなせたかし記念館「アンパンマンミュージアム」とあと「詩とメルヘン

絵本館」の関係の条例が指定管理者制度という形になっています。 

  そして、最後の端の中に指定管理者の受け皿としての２２２号条例、２２３号条例で財

団法人の関係と、９５２ページに財団法人の立ち上げが書いてあるわけですけど、もう一

つですね、セレネの場合は１８６号条例で管理委託になっているわけですね。ですから今

回ですね、やなせたかし「アンパンマンミュージアム」と「詩とメルヘン絵本館」等を指

定管理者制度にやった場合に、受け皿で財団法人をつくるわけですが、指定管理者制度と

いうのは原則公募方式になるわけですよね、公募方式。ですから今後の問題として、こう

いう問題を公募制ということで、今の受け皿のないところが競争に入ってきたときに、大

変これは社会的にまずいことになる可能性があるんじゃないかと、その危険性を持ってい
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るわけですが、その辺はよく検討してるかどうかというのをひとつお聞きしたいですが。 

  今は、財団法人ということで、つくっても受け皿にしてますけど、これから当然ですね、

受け皿をやって３年とか５年になったときに、公募制と、原則公募やという原則をどんど

ん突きつけられたときにですね、これはなかなかそれを切れることができるかという問題

が出てくると思うんです。その辺の検討はされたかどうかをお聞きしたいと思います。 

○議長（西村成君）   生涯学習課長、山崎泰広君。  

○生涯学習課長（山崎泰広君）   それでは、条例番号１１０号のやなせたかし「アンパ

ンマンミュージアム」設置並びに１１１号の「詩とメルヘン絵本館」の設置条例について、

指定管理者の検討をされたかというご質問ですが、十分に検討しております。  

  まず、その公募が原則というのは承知をしておりますが、この「アンパンマンミュージ

アム」並びに「詩とメルヘン絵本館」につきましては、公募の制度がなじまないと。これ

は、いわゆる「アンパンマンミュージアム」のいろんな権利関係が財団の方にあるという

ことで、他の公募して運営をするということは、この制度になじまないということで特定

をした受け皿といいますか、この財団に、今までもしておりましたが、管理委託を。その

まま引き続き行っていきたいというふうに考えての条例設置でございます。  

  以上です。（後に総務課長より「一般的に公募という制度だが、法的要件ではない。」と

補足説明あり。）  

○議長（西村成君）   ほかに質疑はありませんか。 

  １２番、笹岡 優君。 

○１２番（笹岡 優君）   これまでの管理の関係があるということですけど、この指定

管理者制度の法的な問題でですね、今後そういう問題が係争になってくる可能性もあるわ

けですね、公募制という。ですからこういう財産自身が、そこまで検討しているかなとい

う話なんです。公募方式等を含めて、競争相手が出てくる可能性があるわけです、指定管

理者の場合は。その場合が、それをですね行政側がなじまないからということで拒否し続

けることができるかという問題が、そこまでの検討をしてるかという話なわけです。それ

が第１点です。 

  それからもう一つ、先ほどの大岸議員との関連の関係ですが、ぜひですね条例上うたっ

ている園で休園をするということ自身、もう本来おかしいわけですので、その辺の整合性

を持たせていかないと、新市としてはちょっとまずいんじゃないかと思うわけで、早急に

見直しと検討が必要やと。 

  これ、逆川保育所もうたってますね。佐岡保育所も、既に休園しているところを、けど

条例にある場合は子どもたちの募集をしなければならなくなるわけです。ですから、そこ

ら辺の条例のやっぱり法律ですので、法としてのやっぱりあり方の問題として、やっぱり

こういう状態がそのまま残るというのは不正常な状態であるわけですので、ぜひ見直すべ

きと思いますが、その点についてもお願いします。 

○議長（西村成君）   生涯学習課長、山崎泰広君。  
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○生涯学習課長（山崎泰広君）   まず、指定管理者の公募について検討をしたかという

ご質問ですが、一般的には公募するということが総務省の方から示されているのは承知を

しておりますし、一定の関係者との検討もさせていただきました。  

  私の方では、この「アンパンマンミュージアム」並びに「詩とメルヘン絵本館」につい

て、公募の制度がなじまないということで一般的な公募、指定管理者の部分が公募でやる

ことも検討してはおりました。  

  先ほど言いましたように、権利関係で他へ公募して、他へ任すということに、この両施

設が無理があるもので、今回についてはそういった手法を取りました。  

  以上です。  

○議長（西村成君）   総務課長、鍵山仁志君。 

○総務課長（鍵山仁志君）   総務課長の鍵山です。 

  公募の件につきまして、ちょっと補足説明をさせていただきます。 

  国の方では、一般的に公募という制度でございますが、これは法的要件ではございませ

ん。かっちり、法で公募しなさいというふうなうたい方はしておりません、以上です。 

○議長（西村成君）   幼保支援課長、吉村泰典君。 

○幼保支援課長（吉村泰典君）   保育所の設置の条例で、２つ、笹岡議員の言われた中

で逆川保育所につきましては休園中でございまして、大分前になりますが地元との取り交

わしがありまして、１０名以上に園児数が戻ると、また復園するといいますか、再開する

ということになっておりまして、廃園にした場合は設置条例から削除しなければなりませ

んが、休園の場合はまだ設置条例がなければならないと考えます。 

  なお、また新保育プランでの見直しもありますので、そういうなくなる方向へいくとい

うことになると思います。 

  以上です。 

○議長（西村成君）   １２番、笹岡 優君。 

○１２番（笹岡 優君）   指定管理者制度ができてきた経過を踏まえたらですね、そこ

の辺はちょっと行政側が、今、法的要件ではないということは確かに、法的に絶対にそれ

をやらなければならないということにはなってないわけです。 

  しかし、なぜ全国でですねこういう指定管理者制度の施設としてねらっているかという

ことをぜひ考えたときにですね、やっぱり香美市での最も魅力ある「アンパンマンミュー

ジアム」を含めてですね、これが今までどおりの方向でいけるかどうかというのは、これ

はわからないわけです。ですから、そこの辺は、よく検討しておかないと、競争相手が出

てきた場合ですね、なかなかこれは太刀打ちできない場合も発生する可能性もあると、そ

ういう魅力ある施設であるというわけです。  

  そこをよく考えて対応しておかなければいけないということです。ですから、これを見

たら条例上は指定管理者でなければならないと、もう言い切ってましたねこれ、管理を。

ですからそこら辺の大変、内容的にちょっと危険性があるんじゃないですかという問題で
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すけど、よく精査していただきたいと思いますが。  

○議長（西村成君）   総務課長、鍵山仁志君。 

○総務課長（鍵山仁志君）   笹岡議員のご質問といいますか、ご意見といいますか、や

はり地方自治体によりましてはですね、それぞれ状況もございますし、規模の大小もござ

います。そういうことでありまして、法の趣旨といたしましては公募、あるいはですね直

接指定ということの説明もされております。そういうことでですね、やはり施設に応じた

指定管理を行っていくというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（西村成君）   ほかに質疑はありませんか。 

  市長職務執行者、野島民雄君。 

○市長職務執行者（野島民雄君）   笹岡議員さんがご指摘をいただきましたのはアンパ

ンマンのことでございますので、若干、私の方から詳しくご説明を申し上げた方が議員の

皆様方のご理解を得る上においていいのではなかろうかと、このようなことで特に発言を

求めさせていただいたところでございます。 

  今現在、「アンパンマンミュージアム」は財団が経営をいたしておるところでございます

が、アンパンマンのすべて、原画その他、やなせたかし氏の作品は財団に寄附をされてお

るところでございまして、したがってこれを指定管理者、別から競争で対応すると申しま

しても財団からそれを買って経営しなければならなくなるわけでございますので、どうし

ても高くつくと、こういうことで、なかなか第三者的な経営は困難になってくるのではな

いかと、このように考えまして、最も安い方法で経営をしていく、これが適当ではなかろ

うかと、こういう判断をいたしておるところでございます。  

  十分ご理解がいただけないかもしれませんですけれども、以上、「アンパンマンミュージ

アム」につきましての内容、そしてまた財団の経営につきましては、そのような関係で現

在ここに至っておるところでございますので、ご理解をいただきたいと思います。  

  以上でございます。  

○議長（西村成君）   ３番、山﨑太郎君。 

○３番（山﨑太郎君）   ６９１ページの香美市商工観光振興条例について若干お尋ね

しますが、旧土佐山田町では商工業振興条例があり、かなり内容的にも充実してた面もあ

りますけれども、この商工観光振興条例につきまして、非常に項目等精査されていたそう

ですけれども、補助金の交付、委員会等を書いているところでありまして、この足りない

部分は規則等でかなり充実されているものと思いますが、そこら辺は検討をされた中で、

いかがなものなのか、その点をお伺いします。 

○議長（西村成君）   商工観光課長、高橋千恵君。 

○商工観光課長（高橋千恵君）   商工観光課長、高橋です。 

  山﨑議員のおっしゃられましたように、商工観光課も新しく昨年設置されまして、香美

市になりましたので、ますます充実させたいと思い、商工観光振興条例と改めました。 
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  その委員会、それから補助金等は規則、それから要綱で充実させてまいっています。 

  以上です。 

○議長（西村成君）   ほかに質疑はありませんか。 

  ２０番、久保信彦君。 

○２０番（久保信彦君）   この条例番号１４６号、これは長寿計画に関することですが、

３月２４日に解任式を行うということをこの婦人から聞いたわけですが、４２名がおりま

す。５～６万円、確かにそれに払っておると思います。それで、これがやまれば解任です

から、やまるわけですけれども、民生委員に補助する者を置くとか、いろいろそういうこ

とも聞くわけですが、これはどうなりますか。 

○議長（西村成君）   健康づくり推進課長、岡本篤志君。 

○健康づくり推進課長（岡本篤志君）   健康づくり推進課長の岡本です。 

  久保議員さんのご質問にお答えいたします。 

  香美市健康長寿計画推進委員に関する条例についてのご質問ですけれど、これは一応、

香北町で行っておりました健康長寿計画の事業の一環で行っておりまして、一応、３月い

っぱいで終了する事業でございます。高齢者の見守り等を中心にする事業でございまして、

これを一応３月いっぱいで終了いたしまして、１８年度からは福祉の事業で行っておりま

す地域支え合い事業の方で行っていく所存であります。 

  香美市の社会福祉協議会を通じましてですね、地区の民生委員さんとか福祉委員さんの

力を借りて、各地区で高齢者の見守りを行っていきたいと考えております。どうか、よろ

しくお願いいたします。 

  地域支援事業です、よろしくお願いいたします。 

○議長（西村成君）   ２０番、久保信彦君。 

○２０番（久保信彦君）   別の事柄ですが、香美市残土処理場、条例番号は２０３号で

す。吉野の残土処理場ですね、これは私の見るところでは、もう残土はとてもできないと

いうように考えます。だから、これはもう廃止といいますかね、そういう方向になりはせ

んかと思いますが、どうでしょうか。 

○議長（西村成君）   香北支所長、二宮明男君。 

○香北支所長（二宮明男君）   久保議員さんのご質問にお答えをいたします。 

  吉野の残土処理場につきましては、３月いっぱいをもちまして終了いたしたいと思って

おりますので、この処理場につきまして、この条例の中に入れております。 

  以上です、よろしくお願いいたします。 

○議長（西村成君）   ほかにありませんか。 

「進行」という声あり  

○議長（西村成君）   質疑がないようですので、これで質疑を終わります。 

  次に、追加日程第１５、承認第２号 専決処分事項の承認を求めることについて、平成

１７年度香美市一般会計暫定予算。 
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  本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

  １２番、笹岡 優君。 

○１２番（笹岡 優君）   何カ所か聞きますが、まずですね今回、あの地方交付税の関

係ですが、ページ数がですね３２ページ、特交のみしか入れてませんが、これは交付税と

して普通交付税の方はですね、もう見通しがないという判断なのかどうか。 

  そして、この特交の根拠といいますか、何なのかお願いしたいと思います。 

  それから、３５ページの１１款の分担金及び負担金でですね民生費負担金、５節にあり

ます生活管理指導員派遣利用者負担金という、この中身は何なのかをお願いしたいと思い

ます。 

  それから、ちょっと飛びまして、ページ数がですね１１６ページで農林水産事業費の中

で４目林道整備費の中でですね１５節に工事請負費があります。それでですね、ここの中

に御在所線の開設工事から、その関係での繰り越しの分、それから谷相線、美良布、そし

て繰り越しの美良布・岩改線の関係もありますし、西又河野線等あるわけですが、これ、

香北分はですね約３億８,４５６万６,０００円になるわけです。これのですね、一つは補

助金と起債の内訳がわかれば、それをお願いしたいのと、それからまず、この事業のです

ね根拠は何なのかと。それから同時に場所の特定がわかりません、どういう場所なのかと

いうのが。ですからその事業の根拠として地元の要請があったのか、旧の町のそういう計

画があったのか。そして、この事業のですねやった中での進捗状況はどうなのか。まだ、

これ以外に来年度につながる事業はあるのか。このかなりの部分は全部繰越明許になって

ますね。それを含めてお聞かせ願いたいと思います。 

  そしてもう１点がですね、１２５ページの内容も同じようにあるわけですが、（１５節に）

市道の谷相線とですね中谷線という辺地対策事業の関係と大宮小学校線というのもありま

す。それから、本田上５号線というのがあるわけですが、これで１億３,５５２万４,００

０円になるわけですが、これの先ほどのような内容についての補助金と起債との関係の内

訳。それから、先ほど林道関係で言いましたが、そのもともとのこの計画の根拠は何なの

かを含めてお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（西村成君）   財政課長、前田哲雄君。  

○財政課長（前田哲雄君）   まず、３２ページの地方交付税の関係につきましてお答え

します。  

  普通交付税は、もう既に旧町村単位で組み込み済みでありますので、ここに計上してい

る４億３ ,６００万円は特交で、まだいただいてない分ということでございます。  

  根拠はということでございますけれども、一応、要望を出し、総額を出しておりますの

で、その要望額に沿って、県はまだ内示もくれておりませんけれども、昨年並に、合併し

た関係もありまして、昨年の特交並は確保できるのではないかという県の方の言葉を聞い

ておりますので、一応この額を計上させていただいております。  
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  以上です。  

○議長（西村成君）   福祉事務所長、法光院昌一君。  

○福祉事務所長（法光院昌一君）   福祉事務所長、法光院です。  

  ３５ページのお尋ねの件についてお答えします。  

  生活管理指導員派遣利用者負担金とはというご質問でございました。これは、生活管理

指導員派遣事業という事業の利用者の負担分１割を計上しております。  

  もともと、物部村、香北町には軽度生活援助員事業がございまして、土佐山田町には生

活管理指導派遣事業というものがありました。非常に似ているわけですけれども、この事

業の方に収れんをさせていただいております。  

  ほとんどのヘルパーの派遣等につきましては、介護保険で賄えるわけですけれども、介

護保険では落ちこぼれる部分もございますので、そうした点でこうした事業を挟んで事業

を実施しようとしておるわけでございます。  

  以上でございます。  

○議長（西村成君）   林政課長、小松清貴君。  

○林政課長（小松清貴君）   笹岡議員の質問にお答えをいたします。  

  御在所線開設事業、それから繰越御在所線舗装事業、繰越美良布・岩改線開設事業、繰

越西又河野線改良舗装事業、すべて香北町分でございますが、これについてお答えします。  

  この御在所線開設工事につきましては国庫補助事業でございます。その他の舗装事業、

開設工事等につきましては、過疎債対応の事業でございます。  

  場所につきましては、私もまだ現地に行っておりませんので具体的には説明できません。 

  また、進捗状況でございますが、御在所線開設工事はですね３月２０日が工期となって

おります。美良布・岩改線開設工事、平成１７年度分ですが、これは平成１８年９月３０

日が工期となっております。西又河野線改良舗装工事につきましては、平成１８年９月が

竣工予定となっております。それから、林道舗装の谷相線の舗装工事につきましては、平

成１８年５月３１日が工期となっております。  

  以上でございます。  

  あと、残りの詳細につきましては、二宮所長の方から説明をお願いいたします。  

○議長（西村成君）   香北支所長、二宮明男君。 

○香北支所長（二宮明男君）   それぞれのですね開設工事につきましては、御在所線に

つきましては地元の要望で継続事業として実施をいたしておるものでございます。 

  美良布・岩改線につきましても地元の要望でございまして、香北町美良布から岩改まで

の工事を行っております。 

  西又河野線につきましては、１８年度で終了予定でございまして、香北町の日ノ御子の

河川公園の入口からですね日ノ御子キャンプ場までの間を改良いたしておるところでござ

います。 

  以上でございます。 
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○議長（西村成君）   建設都計課長、中井 潤君。 

○建設都計課長（中井 潤君）   建設都計課の中井と申します。よろしくお願い申し上

げます。 

  笹岡議員さんの１２５ページの工事請負費についてお答えを申し上げたいと思います。 

  補助金、起債の額につきましては、詳細手元に数字を持っておりませんけども、市道谷

相線、それから市道中谷線につきましては、辺地事業で対応をしてございます。その中で

谷相線につきましては、交付金事業と辺地事業とを一緒にしておると、２つの事業を一つ

の線に導入しておるということで進めてございます。 

  それから、大宮小学校線、本田上５号線につきましては、過疎の事業で対応しておると

いうことでございます。 

  大宮小学校線につきましては、延長が３９０メートルの予定でございます。中谷線につ

きましては、改良が４０メートルで舗装が６００メートルということを予定してございま

す。谷相線の道路改良につきましては、延長が１８０メートルという予定をしてございま

す。 

  場所につきましては、ご案内をいただきましたけども、ここで説明できるほど知識がご

ざいませんので、よろしくお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（西村成君）   ３３番、宮地盾騎君。  

○３３番（宮地盾騎君）   幾つかお尋ねしたいと思います。  

  まず、６０ページ１７款繰入金、１目財政調整基金繰入金２億２ ,９００万円余り。以下、

３つくらい繰入金がございますが、それぞれの繰入金の取り崩しをした場合に、残高はど

のようになるかお尋ねをしたいと思います。  

  それともう１点、６９ページ、１９款市債でございますが、１目項総務債から災害復旧

債まで、それぞれの事業による起債を計上してございますが、この中で交付税に算入され

る起債、また算入の割合等は、どのようになっておるかお尋ねしたいと思います。  

  １６１ページ、１２款諸支出金の中の旧町村借入金返済金、２２節で補償、補てん及び

賠償金ということになっておりますが、この内容はどういうものか。  

  そして、予算総額において、この３月、１ヵ月の予算総額が４８億５ ,６００万円という

予算になっておりますが、３町村の平年の予算基礎額で約１５０億円から１４０億円程度

ではないかと思われますが、そうした中で１ヵ月の予算にしては若干背伸びし過ぎている

感がするわけですが、歳出すべてにおいて、これは緊急であったものかどうか。専決予算

ですので、これはどうにもならんとは思いますが、そういう内容による４８億円という予

算計上になったのかどうか。  

○議長（西村成君）   財政課長、前田哲雄君。  

○財政課長（前田哲雄君）   宮地議員さんのご質問にお答えします。  

  まず、６０ページの財政調整基金の残高の関係ですけれども、基金の２月２８日現在、
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これは３月１日ですけれども、２月２８日現在、財調が１６億７ ,６００万円余りありまし

たので、２億２ ,９００万円余りを引いたものがですね、その後の残高となります。  

  ふるさとづくりでありますが、ふるさとづくり基金は４億９ ,４００万円余りありますの

で１ ,７００万円引いたものが残高になるということです。  

  それから、新しいまちづくり基金でありますけれども、これが２月２８日現在では２億

６６０万円余りでしたので、満額使うと。この取り崩しによって全額使ってゼロになると

いうことになります。  

  それから、施設等整備基金繰入金でありますが、これは施設等整備基金はですね１億

３ ,０００万円余りですが、ちょっと多いですね。満額、これも取り崩しになると思います。  

  それからですね、交付税に算入される起債はどれかということですけれども、辺地、過

疎等につきましては、交付税の算入になりますし、辺地が８０の過疎が７０の算入率と思

います。  

  それから、まちづくり交付金事業債等につきましては、これは事業費補正の関係で、若

干交付税措置もあろうかと思われます。  

  それから、市町村合併推進債、この１億９ ,５６０万円も、これも交付税５０％の算入率

があります。  

  それから、現年の災害復旧事業債ですけれども、現年債は９５％の交付税の戻りがあり

ます。概要は、以上です。  

  それから、１６１ページの旧町村借入金返済金ですけれども、これは会計を一時的に締

めた時にですね歳入が足りなくて、一時借入した分がございます。その分が、最初の説明

でも言いましたように、香北分と物部分が締めるときには、ざっと一時借入がですね８ ,１

００万円と６ ,０００万円ぐらい要るであろうという予測になっておりましたので、一時借

入の分をですねここに返済金として計上させていただいております。  

  ４８億円が１カ月の予算としては多いのではないかというご質問でありましたが、これ

は支払い、それから歳入等がですね後ろへこけてきてますので、事業なんかは終わらない

とお支払いもしませんし、また事業が完了しないと補助金ももらえないと、こういう事情

もございまして、後ろに繰り込んできているということでございまして、この４８億円の

暫定予算となっております。  

○議長（西村成君）   １２番、笹岡 優君。 

○１２番（笹岡 優君）   先ほどの林道と市道の関係で、後年度の事業はどうなるかと

いう辺が、この線についてのわかれば、これで終わりなのか、それからまだやらんといか

んのかという、来年の、平成１８年度以降のですね、ちょっと平成１８年度当初予算見た

んですけど、それが載ってませんので、暫定ですので、それからどうなるのかという、そ

こをお願いしたいと思います。 

  それからもう一つ、６６ページのですね雑入の中で１３節にあります山田北部ほ場整備

負担金で、これはゴルフ場関係なわけですが、この１,０５７万１,０００円の見通し、根
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拠等をですね説明していただきたいと思います。 

  それから、１５０ページ、ちょっと全体として合わせてわからないのは、アンパンマン

美術館費でその他の財源で７ ,１５２万円というのが入っているわけですが、これは何を根

拠に入れているのかと。先ほど、宮地議員が言われた、この基金の関係が入っているのか

なと、その辺、ちょっと整合性が合わないんやないかということで、この施設等整備基金

繰入金というのは、何か特定目的の基金なのかどうかも含めて、このその他の財源の７ ,１

５２万円というのは、どこのお金を引っ張ってきているのかというのをお願いしたいと思

います。  

○議長（西村成君）   建設都計課長、中井 潤君。 

○建設都計課長（中井 潤君）   笹岡議員さんのご質問にお答えを申し上げます。 

  いただいております資料によりますと、市道谷相線道路改良工事が平成１７年度から１

９年度までということで、継続の予定ということでいただいております。大宮小学校線と

中谷線、それから本田上５号線につきましては、１８年度の要旨に載っておるだけですの

で、まだ今後継続する必要があるかどうかにつきましては、また調査をしたいというふう

に思います。 

  以上です。 

○議長（西村成君）   財政課長、前田哲雄君。  

○財政課長（前田哲雄君）   １５０ページのアンパンマン美術館のその他の財源の７ ,１

５２万円ですけれども、施設等整備基金の充当ということであります。  

  以上です。  

○議長（西村成君）   林政課長、小松清貴君。  

○林政課長（小松清貴君）   笹岡議員のご質問にお答えします。  

  美良布・岩改線開設工事ほか御在所線、西又河野線改良舗装工事、美良布・岩改線舗装

工事等は、全線１８年度へも継続して実施する予定であります。  

○議長（西村成君）   ３３番、宮地盾騎君。  

○３３番（宮地盾騎君）   先ほどの質問で、もう１点、ちょっと確認したいんですけど

も、１６１ページです。  

  この借入金返済金ということで、一時借入金を予算で返済するという方法は正しいかど

うか。その辺をもう１点、確認したいと思います。  

○議長（西村成君）   財政課長、前田哲雄君。  

○財政課長（前田哲雄君）   宮地議員さんのご質問にお答えします。  

  合併に際しまして、合併期日の時点で出納閉鎖をするので、出納整理期間というのがご

ざいません。そのために、歳入が、受け込む歳入の方が多ければ黒字で合併後の市町村に

移行していくわけでございますけれども、赤字になった場合には払わんづつということで

はなくて、もう歳出してますので、歳出した財源が一時借入で借り込んでお支払いしたよ

という形になっておりますので、ここではですね旧町村の借入金返済金という諸支出金で
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こしらえて、ここで精算するようになってます。  

  それと、これと別個に、今度は黒字の場合はどうなるのかということもありますので、

これとの関係で黒字につきましては諸収入の６７ページの歳計剰余金という節がございま

す。ここでですね旧町村で黒字だった分をここへ計上して、黒字分を歳入として引き継ぐ

と、こういう整理の仕方に、合併の際はなっているようです。  

  以上です。  

○議長（西村成君）   ３３番、宮地盾騎君。  

○３３番（宮地盾騎君）   精算したときの不足金についての返済の仕方が、補償、補て

んが正当なのか、ちょっとまだ私自身はっきりしませんが、精算であれば繰上充用金とい

う制度がある、それは使えないものかお尋ねします。  

○議長（西村成君）   財政課長、前田哲雄君。  

○財政課長（前田哲雄君）   繰上充用金につきましては、その団体が次の年度も引き続

き存在する場合には、繰上充用金という精算の方法もできようかと思いますけれども、も

う団体がなくなったわけですので、こういう精算の方法になっているようです。  

  以上です。  

○議長（西村成君）   農政課長、宮地和彦君。 

○農政課長（宮地和彦君）   笹岡議員のご質問の６６ページの１３節山田北部ほ場整備

負担金１,０５７万１,０００円についてお答えをさせていただきます。 

  これについては、平成１７年度、負担金に対しての請求を１,０５７万１,０００円して

おります。これについて、雑入で計上しております。 

○議長（西村成君）   ３４番、西山 武君。  

○３４番（西山 武君）   １１６ページの先ほど笹岡議員の質問にありました１５節の

工事請負費とか、１２５ページの工事請負費なんですけれども、特に１１５ページの林道

関係は、今のは３月の補正予算で設計しょっぱなから工事を始めるというのが３件あると

思うんです。美良布・岩改線測量設計委託と、押谷線ですか、それから影仙道線というの

が、設計委託をして工事費まで組んでいるという、各町村それぞれやりたい事業はたくさ

んあったわけですけれども、それぞれ厳しい財政事情の中で我慢するところは我慢してい

ると。たった１ヵ月の予算に設計費から工事まで繰り込むのはどうかと思うんですけれど

も、そこの点の考え方を職務執行者に答弁をお願いしたいと思います。  

  なぜ、今、１ヵ月で、補正予算ですべて組まなければいけなかったのか。 

○議長（西村成君）   市長職務執行者、野島民雄君。 

○市長職務執行者（野島民雄君）   お答えをいたします。 

  起債対応でやっておるところでございますので、その決定が遅かったために遅くなって

くると、こういう実情でございまして、毎年このような状況になってきておる。合併を直

前にいたしまして、このように突然的にやったわけではないものでございます。 

○議長（西村成君）   ほかに。 
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  ３番、山﨑太郎君。  

○３番（山﨑太郎君）   ９６ページの１５節の工事請負費、介護予防拠点施設整備工

事５ ,５３６万１ ,０００円は、どこなのか。また、中身等についてお尋ねします。  

  もう１点、１０３ページの民生費の２目扶助費、生活保護の扶助費の中の医療扶助が金

額的には少ないんですが、これほどの見込みでよろしいんでしょうか、この２点、お願い

します。  

○議長（西村成君）   福祉事務所長、法光院昌一君。  

○福祉事務所長（法光院昌一君）   福祉事務所長です、お答えいたします。  

  １点目の介護拠点施設整備事業につきましては、香北町韮生野に建設しておりまして、

現在は完成をいたしております。香北町韮生野というところに建設、完了いたしておりま

す。  

  次に、保護費の関係ですけれども、保護費につきましては、執行残の部分につきまして

は、県の保健福祉事務所と協議をしまして、残として残るものがこの金額だということで

示されております。  

  以上でございます。  

○議長（西村成君）   ほかには。 

  １１番、片岡守春君。 

○１１番（片岡守春君）   ８９ページの市長選挙の工事請負の関係ですけど、これ、市

の条例の方では市長選挙には掲示板を立てるということだけで、場所とか枚数を幾つ立て

ようかというようなことはないんですけど、どのような場所に立てるかということと、そ

れから旧の土佐山田町と物部村については、この掲示板に統一した番号を１からずっと、

何枚ということの番号を振っていただいてたんです。これは、ご承知のとおり、いつも静

かな毎日でないので、台風時期に選挙があったりとかいうときに、やっぱり掲示板の倒壊

や破損について番号さえ電話で言うたら選挙管理委員会の方で、どこの場所に設置するか

ということがわかりやすいということで、議会の中で提案して受け入れていただいてたわ

けですけど、この新しい市になっても統一番号を振ってもらいたい、その点、どういうよ

うな考えかということ。 

  それから、これは市長選挙ということになれば、今の情勢からいったら非常に、設置は

するは、すぐ撤去というような形になるんじゃないかというような予想はされるんですが、

これ、ほんとに材料というものは、資材というものは有効な活用を後々考えることはでき

んもんなのか。今までの話では、何か使い捨てというか、後は知らんでというような形に

なってるんやないかと思うんやけど、その利用をひとつ、次の市会議員選挙に使えるとこ

ろがあれば使うとかいうようなことは、行政としては考える必要はあるのかどうか、そこ

らの点。 

  それからもう１点、１３５ページ、消防の関係ですが、小型動力ポンプ付積載車を購入

するとなってるんですが、これは全く新しく購入するのか、それとも、古くなったのとか



- 49 - 

えるのかどうか。非常に、住民にとってはコンパクトに稼働できる小型車は要望されてる

と思いますけれども、そこの内容と購入した場合は、どこの部署に配置するのか、お尋ね

をします。 

○議長（西村成君）   総務課長、鍵山仁志君。 

○総務課長（鍵山仁志君）   片岡議員のご質問にお答えをいたします。 

  市長選挙のポスター掲示場の枚数ということでございますが、この条例上では枚数は決

まっておりません。これにつきましては、委員会の中で決定をしていくということになり

ます。土佐山田町であれば１７９枚、物部がちょっと記憶が定かではございませんが、約

４０枚程度ではなかろうかと。それから、香北が７０枚程度ではなかろうかという感じを

いたします。ただ、これは減数ができるという条例になっております。 

  それからですね、通し番号の関係ですが、これにつきましては、旧山田と旧物部の方は

通し番号を振っておるということで、これは統一して振るようにしたいと思います。 

  それから、次に掲示場のすぐ撤去というあれですが、１週間、告知から投票日まで１週

間ということでございますが、それ以前からですね設置をし、それからその撤去するのに

もですね、やっぱり１週間、１０日ぐらいかかりますので、かなり雨とか風にさらされま

す。今、一番安いベニヤでやっております。再利用するんであればですね、アクリル板を

使ったりとかいう考えもございます。 

  それで、結構、予算的にもございませんので薄い形の分を使っており、再利用するので

あれば、その上へペンキをかけて、それからまた印刷をするという形になりますので、結

局は買った方が安くなるのではないかというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（西村成君）   消防長、竹村 清君。  

○消防長（竹村 清君）   消防長の竹村です。  

  片岡議員さんのご質問にお答え申し上げます。  

  １３５ページの小型動力ポンプ車でございますが、これは物部の団の方に配属の予定で

ございまして、買いかえでございます。  

  以上でございます。  

○議長（西村成君）   ほかに質疑はありませんか。 

  ４番、大岸眞弓君。 

○４番（大岸眞弓君）   ３点、お尋ねします。 

  ４３ページの２目の衛生費国庫補助金の２節ですが、この循環型社会形成推進交付金と

いうのは、どんなような補助事業で、出の方のどこに生きているのかお願いしたいです。 

  それと、ページ５２、上の方にあります１９節の森の腕たち育成事業費補助金、これは

どんな事業か。 

  それと１４１ページです。教育振興費の中の需用費、１１節ですが、これの社会科副読

本印刷に２９６万円計上されておりますが、これはどんな副読本かお尋ねしたいです。そ
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れ、教育委員会に行ったら見ることができるのでしょうか、３点、お尋ねします。 

○議長（西村成君）   下水道課長、久保和昭君。 

○下水道課長（久保和昭君）   大岸議員さんのご質問にお答えします。 

  １３款国庫支出金、２項国庫補助金、２目の衛生費国庫補助金の中の２節の循環型社会

形成推進交付金でございますが、これは１７年度より新設されまして、上の１節の浄化槽

設置整備事業費補助金が１８年度に移行するものでございます。これは、香北と物部が先

駆けて移行しております。この補助金がどこに当たるかといいますと、歳出の１０５ペー

ジの４款衛生費、１項保健衛生費、３目環境衛生費の中の１９節負担金補助及び交付金の

中の合併処理浄化槽設置整備事業補助金に当たります。 

  以上でございます。 

○議長（西村成君）   教育次長兼吉井勇記念館館長、福島勇二君。 

○教育次長（福島勇二君）   １４１ページの社会科副読本につきまして、大岸議員にお

答えいたします。 

  土佐山田町の農業、それから商業、いろんな施設、そういったものを写真で紹介をした

分でございます。今月の末ぐらいには完成をすると思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（西村成君）   林政課長、小松清貴君。  

○林政課長（小松清貴君）   １１４ページ、森の腕たち育成事業費補助金ですが、これ

は山村の過疎化、木材加工の低迷で、要するにこれは森の工場づくり支援事業といいまし

て、それと間伐材搬出支援事業というのがありまして、搬出間伐に対する補助金を支出す

るものでございます。  

○議長（西村成君）   教育次長兼吉井勇記念館館長、福島勇二君。 

○教育次長（福島勇二君）   １点抜かりました。 

  でき上がりましたら、閲覧はいつでも・・・・・。 

○議長（西村成君）   ４番、大岸眞弓君。  

○４番（大岸眞弓君）   ページ５２の森の腕たち育成事業費補助金に関する間伐材の搬

出等への補助ということですが、これは今後の見通しとしては県の補助金、どういうふう

になっていきますか。ずっとついていくものと思われますか。  

○議長（西村成君）   林政課長、小松清貴君。  

○林政課長（小松清貴君）   この事業はですね、森の工場づくり支援事業関係でござい

まして、平成１６年ごろから事業体系が変わりました。そして、県補助と市の負担分とい

うことでやっておりますので、今後も継続してやっていける事業であります。  

○議長（西村成君）   ほかに。 

  ８番、森本珠城君。  

○８番（森本珠城君）   ８番、森本です。  

  １００ページ、保育園費の中の７節の賃金についてですが、パート、臨時職員の賃金と
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して２ ,４２４万２ ,０００円と上がっておりますが、これはその上の方にあります職員の

給料にほぼ匹敵するものですが、これはちょっと多いような気がするんですが、ご説明を

お願いいたします。  

  それと、もう１点、１３６ページ、消防費の中の水防費で１８節備品購入費７３９万４ ,０

００円、これがどういったものなのかをご説明願います。  

  以上です。  

○議長（西村成君）   幼保支援課長、吉村泰典君。 

○幼保支援課長（吉村泰典君）   お答えいたします。 

  １０１ページの７節の臨時職員、パートと臨時職員の金額が多いということでございま

す。今、香美市合計保育所の臨時職員、パート職員、それぞれ年間臨時職員が４６名、そ

れからパート職員が３８名ということで、かなりの金額が臨時・パート職員に頼るところ

が多いというところがございます。 

  給料に比較してということですが、トータル的には給料の方が多いんですが、ここでは、

すみません、給料は一月分、３月分のみでございまして、賃金の方が２月３月と二月分に

なっている関係で、比較して７節が大きいということになっております。 

  以上です。 

○議長（西村成君）   企画課長、濵田賢二君。 

○企画課長（濵田賢二君）   森本議員さんのご質問で、水防費の中の備品購入費ですけ

れども、２つございまして、一つは発電機整備事業、これは自主防災組織に備えつけるも

のです。もう一つは、新改分団、これは非常備ですけども、こちらの方に小型動力ポンプ

積載車を整備するようになっております。これは、両方とも電源立地対策交付金事業とし

て実施をいたします。 

  以上です。 

○議長（西村成君）   ほかに。 

  ２８番、前田泰祐君。  

○２８番（前田泰祐君）   ９６ページの４目になるかと思いますが、４目の１９節にご

ざいます、これまで福祉タクシーというのが随分、うちの方でも走っておりましたが、物

部、香北の方でも走っておるんじゃないのかと思いますが、今度、そこの補助を受けてお

った方から、これが「やまると言うた」というて、大変心配をして困ったというふうな話

がございました。  

  しかし、よく内容を見てみると制度が変わって、何か別の事業でこれの方を担うという

ふうな話もお聞きをしたわけですけれども、今回ここに通院タクシー料金助成事業の補助

金というのと、通院バスというのがございますが、これは病院へ行くときだけの補助金と

いう意味ではなかろうかと思いますが、これの通院するタクシーの料金、上限もなければ、

これは何ぼでも出すわけにはいかんわけでしょ、補助金だから、助成金だから。そこのと

ころのどういうふうなシステムで支払いというか、助成するのかということ。  
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  これを受けられる資格というのは、年齢的なこともあるでしょうから、そこのところを

お聞きしたいんですが。  

○議長（西村成君）   福祉事務所長、法光院昌一君。  

○福祉事務所長（法光院昌一君）   福祉事務所長の法光院です。お答えいたします。  

  現在、旧の３町村で、それぞれこうした応援をしてきたわけですけれども、３月中は引

き続き同じ形で応援をすると。そして、１８年度からは通院タクシー、通院バスというふ

うな事業に整理をする予定になっております。  

  これを利用される方につきましては、７０歳以上の高齢者、また障害者、条件はござい

ますけれども障害者を対象にいたしております。  

  回数は、２４回ということで、片道２４回、往復１２回というふうな内容になっており

ます。  

  タクシー、バス、両方とも２４回ずつやれるのかということのお尋ねをされた方もいる

んですけども、片方が１０回であれば残りは１４回というふうに、合わせて２４回という

ことで抑えさせていただいております。  

  それから、この制度は、タクシーを利用した場合はですね、１ ,０００円はまず引かさせ

ていただきまして、残りの金額の２分の１ということになっております。さらに、大変遠

いところからの場合も、もっと大きい金額になりますので、これは最大、助成をしまして

も３ ,０００円までということで抑えさせていただいております。  

  目的は、通院ということに限らせていただいておりますけれども、今後、利用の状況な

どを見ながら住民の皆さん方のご意見などもいただきながらですね改善を図っていきたい

というふうに考えております。  

  以上です。  

○議長（西村成君）   暫時、時間の延長をします。 

  ほかに。 

  １１番、片岡守春君。 

○１１番（片岡守春君）   ５３ページの５節公立小・中学校の耐震の関係ですけれども、

これは今までも旧土佐山田町でも、いろいろとお話されてきたんですけど、これはどこを

計画しているのかということと、これで大体全体に終わるのか。まだ、後々続いてやらな

いかん小・中学校があるのか、その点、よろしくお願いします。 

○議長（西村成君）   教育次長、福島勇二君。 

○教育次長（福島勇二君）   片岡議員のご質問にお答えいたします。 

  １６年度には、旧土佐山田町の小学校は、すべて終わりました。１７年度、今年は今、

鏡野中学校を調査をしております。その分の金額でございます。１８年度に第２次診断と、

それから補修の実施設計の金額を予算を計上しましたけれども、１校だけの第２次診断の

分だけが予算化されております。まだ以降につきましては、また補正なりで対応していた

だくようにお願いをしたいと思っております。 
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○議長（西村成君）   ほかに。 

  ２０番、久保信彦君。 

○２０番（久保信彦君）   １１９ページの節でいえば、１５節、このダム周辺環境整備

事業、これは既に決まっておるかと思います。どこなのか、お伺いしたいと思います。 

  それから、同じですけれども、同じところの１２３ページ、ここにも工事請負費として

５２８万８,０００円載ってますが、この場所をお聞きしたいと思います。 

○議長（西村成君）   企画課長、濵田賢二君。 

○企画課長（濵田賢二君）   久保議員さんのご質問に、２点、お答えいたします。 

  まず、１１９ページの分ですけども、このダム周辺環境整備事業につきましては、べふ

峡温泉施設送水管索道添架用つり金具取りかえ工事に伴う経費でございます。 

  それと、１２３ページの香北町の分ですけども、これは美良布地区環境整備工事、これ

は商店街の側溝の工事というふうに承知をしております。 

  以上です。 

○議長（西村成君）   １５番、門脇二三夫君。 

○１５番（門脇二三夫君）   １５番、門脇ですが、１１１ページ、５款の農林水産事業

費、農業費の中のですね農業振興費の中で１９節負担金、補助金及び交付金というふうに

なってます。レンタルハウス整備事業の補助金ですが、１,９３８万５,０００円、これは

対象農家数、品目、面積がわかればひとつお願いをしたいというのと、今、農産物が過去、

直近の５年間で１７％下落をしてます。そうすると、今後、そういう一つの農業生産拡大

のためには、こういった事業が必要だと、今後の見通しがもしわかればで結構ですが、お

聞かせ願えたらと思います。 

○議長（西村成君）   農政課長、宮地和彦君。 

○農政課長（宮地和彦君）   ご質問の１１１ページの農業振興費の補助金のレンタルハ

ウスの件でございますが、対象農家は５戸でございます。この金額が土佐山田町の４件と

香北町１件、４件については３月に支払予定でございます。 

  対象面積については、１００アールぐらいの数字だったと記憶しております。 

  それともう１点、今後についてはですね、農業振興の中でレンタルハウスの位置づけを

県の方と各市町村との話の中で施設減税に特化してもという話もされてます。ただ、継続

の見通しは、まだ残されておりますので。 

○議長（西村成君）   ほかに。 

  １０番、依光美代子君。 

○１０番（依光美代子君）   １０番、依光です。 

  １００ページの保育園費の中の１１節の職員給食材料費が１０３万８,０００円とあり

ます。これ、一人当たり幾ら徴収しているのか。また、それとあわせてですが、６５ペー

ジにこの分が入として雑入で保育園職員給食費個人負担金６５万２,０００円とあります。

ここで入と出を見ると３８万円ぐらいの差があるんですよね。きちんとは、なかなかいけ
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ないでしょうから、これ１ヵ月で計算すると、１年間にすると４６０万円ぐらいの財源を

投入、余分にするというような形になってるんですけれど、ちょっとお尋ねをいたします。 

○議長（西村成君）   幼保支援課長、吉村泰典君。 

○幼保支援課長（吉村泰典君）   お答えいたします。 

  １００ページの１１節職員給食材料費１人当たりの単価ですが、旧山田が一月４,６３５

円、それから旧香北は２園ございますが３,５００円、それから、旧物部３,０００円とな

っております。 

  それから、入と出が違いますのは、当初予算であれば当然、入・出がそろうわけですが、

残り３月の予算でして、いただいておるけど、まだよう買うてないというもんもあったり

すると思いますので、今の段階では、あってないと思います。 

  以上です。  

○議長（西村成君）   １０番、依光美代子君。 

○１０番（依光美代子君）   １０番、依光です。 

  そしたら今後ですけど、その３町村の価格がばらばらですよね。１８年度からは、どう

いうようにやられるおつもりでしょうか。 

○議長（西村成君）   幼保支援課長、吉村泰典君。 

○幼保支援課長（吉村泰典君）   １８年度におきましては統一しなければならないと考

えております。 

  以上です。 

○議長（西村成君）   ほかに。 

  ２８番、前田泰祐君。  

○２８番（前田泰祐君）   先ほどちょっと関連したことで、福祉事務所長さんにちょっ

とお願いと申しますか、要望しておきたいと思います。  

○議長（西村成君）   前田議員、要望ではなく、予算書に基づいてやってください。  

○２８番（前田泰祐君）   ９６ページの先ほど申しました福祉タクシーの助成金のこと

でございますが、住民が大変心配されてですね、まだ把握してないと、これはどういうこ

とに変わるのかということで大変心配しておるわけで、なくなるということが非常に念頭

にあるわけですから、そこのところがこういうようになりますよ、こういう補助金が、行

政サービスがありますよということを対象者に知らせていただきたいということでありま

すが、いかがでしょうか。  

○議長（西村成君）   福祉事務所長、法光院昌一君。  

○福祉事務所長（法光院昌一君）   制度が改正されるに当たりましては、既に土佐山田

町の中でお知らせをしてきておるわけですけれども、その点について、まだ徹底していな

いのではないかというお話でございましたので、今後、そのあたりの状況をですねいま一

度把握をして考えてまいりたいと思います。  

  大変、十分な答えになっていないかもしれませんけれども、状況を調査させていただき
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たいと思います。  

○議長（西村成君）   ほかに。 

  １２番、笹岡 優君。 

○１２番（笹岡 優君）   ３６ページの使用料及び手数料の款で目が５番の商工使用料

の中で別府森林総合利用施設使用料で９１１万５,０００円という金額が、１１９ページで

ですね１３節委託料で同額が委託料で支払われると。そして、この下にですねべふ関係の

温泉関係の、いろんな工事費等が委託料から含めて工事費請負費があるわけですが、今後

もですねこういう形になっていくのか、会計処理上の、ということのわけです。 

  べふ温泉は指定管理者になったわけですよね。指定管理者になった場合はですね、すべ

て本来、指定管理者そのものの経営にゆだねていくわけですが、こういう使用料そのもの

が１回、市のお金に入って、またそれから委託料で出ていくというやり方の会計処理をす

るのか、その辺はどうでしょうか。 

  それと同時に、べふ温泉、この関連の、ずっといろんな事業をやりますが、これで本年

度だけで終わるのかどうか。また、平成１８年度にもあるのかどうかもお願いします。 

○議長（西村成君）   物部支所長、萩野泰三君。  

○物部支所長（萩野泰三君）   物部支所長の萩野でございます。お答えいたします。  

  ただいまのご質問ですが、条例上ですね、べふ温泉の料金については使用料で計上して

ございます。ということは、村の施設の条例で使用料で計上してございますので、一たん

料金等は市の方に入れていただいて、それから委託料で支払うということにしております。 

  それから、施設整備等につきましては、本年度計上してございます以外に台風等による

被害等、修繕等がなければ今後の計画は予定しておりません。 

  以上です。 

○議長（西村成君）   ほかに。 

  ２番、山﨑眞幹君。 

○２番（山﨑眞幹君）   幾つかお尋ねをします。 

  まず、５２ページの商工費県補助金の中での体験型観光推進事業補助金、これはどうい

う事業をやる予定なのか。 

  次にですね、７４ページ、備品購入費のところで市旗の下にタイムレコーダーがありま

すが、これは買いかえなのか、新しく買って、どこかに、今までなかったところに置くつ

もりなのかお尋ねをしたいと思います。 

  そして、１１３ページ、開発センターの中で備品購入費、音響機器とありますけれども、

これはどういう機器を購入予定なのかをお尋ねをしたいと思います。 

○議長（西村成君）   総務課長、鍵山仁志君。 

○総務課長（鍵山仁志君）   総務課長の鍵山です。 

  ７４ページのタイムレコーダーでございますが、これにつきましては、もともと土佐山

田町におきましては保育所が導入されてなかった。それから、物部村は本所も含めて導入
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されてなかったということで、組合との話し合いをさせていただきまして、３月１日から

全市、保育所も含めて、学校の教育現場は除きまして導入するということで、合計１２台。

山田の保育園８園とですね物部の方に４台ということで導入をいたしました。 

  以上です。 

○議長（西村成君）   商工観光課長、高橋千恵君。 

○商工観光課長（高橋千恵君）   商工観光課長、高橋です。 

  奥物部体験型観光事業の件についてお答えいたします。 

  物部村で事業を行っておりまして、３００万円ですが、体験型観光指導者の育成、並び

に体験型観光プログラムの作成、観光客受け入れのためのモニターツアー、体験型観光プ

ログラム紹介パンフレット等の製作にこの事業が使われています。 

  １７年５月１８日から１８年３月末日をもっての事業で補助事業となっています。 

  以上です。 

○議長（西村成君）   農政課長、宮地和彦君。 

○農政課長（宮地和彦君）   農政課長の宮地でございます。 

  １１３ページ、開発センター費の備品購入費でございますが、この音響機器については、

今、ご存じでしょうか、教育委員会に入ってる開発センターの、ホールの方の音響施設が

もう３０年ぐらいたってます。老朽化によって、もう修理もできてますので、備品購入で

きておりますので、もう支払いは間もなく行います。 

○議長（西村成君）   ほかに質疑はありませんか。 

  ２０番、久保信彦君。 

○２０番（久保信彦君）   １０３ページの一番上で生活保護総務費です。これは、３０

０万円弱組んでおりますが、例えば年齢にもよろうかと思いますけれども、夫婦と子ども

２人、収入がないものとして幾らになるのか、この点、お伺いします。 

○議長（西村成君）   福祉事務所長、法光院昌一君。  

○福祉事務所長（法光院昌一君）   扶助費についてでございますけれども、大変申しわ

けないんですけれども、今、始まったばかりでございまして、そうした標準的なものと、

こういうお話ですけれども、まだ十分承知ができてないような状況です。これにつきまし

ては、時間がいただけますなら後ほどでも報告をさせていただきますけれども。  

○２０番（久保信彦君）   後で構いません。 

○議長（西村成君）   ほかにありませんか。 

「なし」という声あり  

○議長（西村成君）   質疑がないようですので、これで質疑を終わります。 

  追加日程第１６、承認第３号 専決処分事項の承認を求めることについて、平成１７年

度香美市住宅新築資金等貸付事業特別会計暫定予算。 

  本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

  １２番、笹岡 優君。 
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○１２番（笹岡 優君）   ９ページのですね、これはどういう処理が一番いいのかわか

りませんが、繰入金が一般会計との関係で、一般会計の繰り入れは２,３０２万６,０００

円になっているわけです。ところが、ここの金額は２,２３２万６,０００円になっている

と、７０万円で、これは多分、歳計剰余金の取り扱いの金額がずれてると思うんですけど、

その辺の整合性は、どうしてかなというのが第１点です。 

  あともう一つはですね、１２ページの１３節の委託料で弁護士の委託料を１３０万円組

んでますが、これはどういう内容なのか。下にですね任意競売から含めて支払催促等いろ

いろあるわけですので、法的措置を計画してると思いますが、その１３０万円の内訳がわ

かればお願いします。 

  承認２の１３１ページの新築資金の繰入金がですね２,３０２万６,０００円になってる。

ところが、９ページの中では２,２３２万６,０００円と、その数字の違いは歳計剰余金の

扱いやと思うんですけど、ですから、そこの辺がどうなのかということです。 

○議長（西村成君）   収納管理課住宅新築資金担当参事、奥宮政水君。 

○住宅新築資金担当参事（奥宮政水君）   歳計剰余金の取り扱いの関係と思います。も

う一度、確認をさせていただきます。 

  それから、この弁護士費用なんですが、もう既に弁護士へ委託する訴訟につきまして、

まだ訴訟はしておりませんが、弁護士に委託をしております。一応、一定金額ではなくて

回収金額によるパーセントでいく関係がありますので、今予定している件数は３件（後に

「５件」と訂正発言あり）でございます。 

○議長（西村成君）   １２番、笹岡 優君。 

○１２番（笹岡 優君）   次にある簡易水道の関係で、歳計剰余金は入れてないんです

よね。だから、その辺の整合性がどっちが正しいのかという。だから、本来なら歳計剰余

金というのは、その特別会計上の剰余金やけど、一般会計から繰り入れという扱いはおか

しいと思うわけで、だからその辺の一般会計は７０万円違うという、この会計上の処理は

どうしたのかという、財政課長が答えるべきなのか、ぜひその辺は精査して、調整してい

たらいいと思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（西村成君）   財政課長、前田哲雄君。 

○財政課長（前田哲雄君）   繰り入れ、繰り出しは基本的に合致するというのが基本的

な考えやと自分も考えておりますけれども、今回どうしてそうなっているのか、ちょっと

自分もわかりませんので、精査してみたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（西村成君）   ほかにありませんか。 

「なし」という声あり  

○議長（西村成君）   質疑がないようですので、これで質疑を終わります。 

  次に、追加日程第１７、承認第４号 専決処分事項の承認を求めることについて、平成

１７年度香美市簡易水道事業特別会計暫定予算。 

  本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 
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  １２番、笹岡 優君。 

○１２番（笹岡 優君）   １７ページの特別環境公共下水道からの配水管布設工事、布

設替の工事が３,０００万円のお金が入ってきてるわけですが、その関係で、ちょっとその

中身をお願いしたいのと。 

  ちょっと私たちも初めてですので、五王堂簡水と大栃簡水の内容についてもお願いした

いと思います。 

○議長（西村成君）   水道課長、佐々木寿幸君。 

○水道課長（佐々木寿幸君）   まず、１７ページの特環公共下水道に伴う配水管布設替

工事からご説明いたします。これは、旧香北町分の下水道工事による補償という形です。

主たる工事といたしまして、設計約３００万円、工事２,４００万円程度、合計２,７００

万円プラス事務費、その他の工事費になります。 

  主たる工事としましては、配水管、パイ１００ミリメートル。補助対象の管が１,０７５．

５メートル。起債単独管が３１０．７メートル、合計１,３８６．２メートルの布設がえで

ございます。 

  場所につきましては、国道１９５号南側で「アンパンマンミュージアム」より東側の地

区の公共下水道に伴う布設替工事です。 

  続きまして、五王堂簡易水道基幹改良工事、五王堂と申しますのは、大栃より左の方へ

入っていったところ、約２０分程度入っていったところでございますが、五王堂、こちら

の事業につきましては国庫補助事業と起債事業を含めて事業としております。この中身に

つきましては、送水管、ポリエチレンパイプＷＥＴ管といいますけど、ポリエチレンパイ

プでパイ５０ミリ、直径５センチの管が５７０メートル、パイ７５が３２メートル。ろ過

施設、２．５トンのろ過施設が１基、及び附帯工からなっております。 

  また、この補助対象につきましては、国庫補助事業でございまして、３分の１が国庫補

助対象となっております。残り、補助残につきましては、簡水債及び過疎債、それを充当

しての事業となっております。 

  次に、大栃簡易水道配水管移設工事でございますが、場所につきましては国道１９５号

で大栃の手前に小さいトンネルがございますけれども、その手前の辺だとご理解ください。

こちらにつきましては鋼管、鉄の管でございますが、パイ７５及びパイ５０の配水管、い

わゆる各家庭へ配る管でございます。こちらの方、２６４．４メートルの施工をしており

ます。 

  以上です。 

○議長（西村成君）   ほかに質疑はありませんか。 

「なし」という声あり  

○議長（西村成君）   質疑がないようですので、これで質疑を終わります。 

  次に、追加日程第１８、承認第５号 専決処分事項の承認を求めることについて、平成

１７年度香美市公共下水道事業特別会計暫定予算。 
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  本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

  １２番、笹岡 優君。 

○１２番（笹岡 優君）   １８ページの２２節に３,４６３万２,０００円で市上水道移

設補償費というのを組んでますけど、その中身を、それから水道事業会計との絡みの処理

はどうなるのか。 

○議長（西村成君）   下水道課長、久保和昭君。 

○下水道課長（久保和昭君）   下水道課長、久保です。 

  笹岡議員さんのご質問にお答えします。 

  １８ページの２２節の市上水道移設補償費でございますが、これは土佐山田町の下水道

の工事にかかわります水道の切り増し工事に対します補償費で、上水道会計へ支払います。 

○議長（西村成君）   ほかにありませんか。 

「なし」という声あり  

○議長（西村成君）   質疑がないようですので、これで質疑を終わります。 

  追加日程第１９、承認第６号 専決処分事項の承認を求めることについて、平成１７年

度香美市特定環境保全公共下水道事業特別会計暫定予算。 

  本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

  ３番、山﨑太郎君。 

○３番（山﨑太郎君）   １５ページの下水道総務費の下水道加入促進奨励金というお

金の支出を伺います。 

○議長（西村成君）   下水道課長、久保和昭君。 

○下水道課長（久保和昭君）   下水道課長、久保でございます。 

  山﨑議員さんのご質問にお答えします。 

  １５ページの８節報償費、下水道加入促進奨励金でございますが、これは旧香北町の１

７年度工事が完成しまして、３月１日に供用開始しました。１年目ですと、香北町は報償

金を５万円支払うようになっております。２年目は、ちなみに４万円、３年目が３万円と

いうふうになっておりまして、１年目の５万円の１０戸を想定しております。 

  以上です。 

○議長（西村成君）   ほかに。 

  ２番、山﨑眞幹君。 

○２番（山﨑眞幹君）   １３節の委託料で水質検査委託料が２１６万円という、随分か

かるなという、これは毎年かかるのか、それとも何か特別な事情があってそうなのか。 

○議長（西村成君）   下水道課長、久保和昭君。 

○下水道課長（久保和昭君）   下水道課長、久保です。 

  山﨑議員さんのご質問にお答えします。 

  １５ページ、１３節委託料の中の水質検査委託料でございますが、これは太郎丸にござ

います美良布クリーンセンターの流入と流出の水質検査を年間通して１ヵ月に２回してお
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ります。その２回分の総支払分が２１６万９,０００円でございます。支払分のみです。 

  以上です。 

○議長（西村成君）   ほかに質疑はありませんか。 

  １２番、笹岡 優君。 

○１２番（笹岡 優君）   １点だけ、ちょっと教えていただきたいんですが、国庫補助

金がですね、１２ページは６,４００万円になっておるわけですが、この事業の関係での内

訳で１６ページでは国庫支出金の場合は３,０６３万９,０００円になってるわけです。そ

の数字的な違いは何なのかということです。 

  特定財源のところのですね金額が歳入の方の金額と合わないわけですけど、それはどう

してかなというのが。 

○議長（西村成君）   下水道課長、久保和昭君。 

○下水道課長（久保和昭君）   下水道課長、久保でございます。 

  笹岡議員さんのご質問にお答えします。 

  国庫補助金の特定財源の収入の欄と歳出の欄の特定財源が違うというご質問でございま

すが、歳入は年間通しての補助金の申請額でありまして、歳出に計上している額は、この

歳出に伴う国庫支出額でありますので、その差は出てくると思います。 

  以上です。 

○議長（西村成君）   ３４番、西山 武君。 

○３４番（西山 武君）   １５ページの先ほど答弁のありました下水道加入促進奨励金

ですが、来年度以降はどうなのか、お願いします。 

○議長（西村成君）   下水道課長、久保和昭君。 

○下水道課長（久保和昭君）   下水道課長、久保です。 

  西山議員さんのご質問にお答えします。 

  来年度以降の下水道加入促進奨励金という、来年以降はどうなるかというご質問でござ

いますが、条例にうたっておりますとおり、供用開始後１年目は５万円、２年目は４万円、

３年目が３万円というふうになっておりまして、下水道はご存じのとおり３年以内に加入

しなくてはならないわけでございますので、来年以降も続きます。 

○議長（西村成君）   ３４番、西山 武君。 

○３４番（西山 武君）   それは香美市全域ですか。 

○議長（西村成君）   下水道課長、久保和昭君。 

○下水道課長（久保和昭君）   それは、旧香北町が施工しております特定環境保全公共

下水道事業のみです。 

  以上です。 

○議長（西村成君）   ３３番、宮地盾騎君。  

○３３番（宮地盾騎君）   今の１５ページの報償費の５０万円ですけれども、１８年度

も引き続き継続されるということでございますが、現在、旧の山田町におきましても公共
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下水道の工事をし、下水道への加入が非常に進捗率も悪いという状況の中で貸付金等の政

策もしておりますけれども、その方でも進捗の状況がよろしくないということであります

ので、こういう奨励金制度等をするのであれば、同じ下水道の中で統一した奨励金を出し、

促進をする必要がありはしないかと思いますが、その辺はどうでしょうか。 

○議長（西村成君）   下水道課長、久保和昭君。 

○下水道課長（久保和昭君）   下水道課長、久保です。ご質問にお答えします。 

  公共下水道につきましては、旧土佐山田町で施工しております事業でございまして、そ

れの加入負担金につきましては、前納報償金制度がございまして、２０％の前納報償金を

出すということになっておりまして、今、特定環境保全事業、旧香北町分につきましては、

５万円、４万円、３万円というくくりで分けております。 

  将来についても、これでいきたいと考えております。 

○議長（西村成君）   ３４番、西山 武君。 

○３４番（西山 武君）   それは、ちょっとおかしいと思うんですよ。やはり、市にな

れば、今はそうあっても将来は同じ基準にしていくように考えるべきじゃないかと思うん

ですけども、将来も担当課長がそういう方向でいくということを断言するというのは、お

かしいと思います。 

○議長（西村成君）   下水道課長、久保和昭君。 

○下水道課長（久保和昭君）   ご質問にお答えします。 

  それぞれ事業が違いまして、公共下水道は負担金にしましても都市計画法の７５条の負

担金であり、特定環境公共下水道につきましては、地方自治法の２２４条という、受益者

分担金でございまして、規模そのものも違いまして、今後につきましては先ほどの答弁を

撤回しまして検討させていただきます。その辺は、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（西村成君）   ほかにありませんか。 

「なし」という声あり  

○議長（西村成君）   ほかに質疑がないようでありますので、これで質疑を終わりま

す。 

  追加日程第２０、承認第７号 専決処分事項の承認を求めることについて、平成１７年

度香美市老人保健特別会計暫定予算。 

  本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

「なし」という声あり  

○議長（西村成君）   質疑がないようですので、これで質疑を終わります。 

  追加日程第２１、承認第８号 専決処分事項の承認を求めることについて、平成１７年

度香美市国民健康保険特別会計暫定予算（事業勘定） 

  本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

  ４番、大岸眞弓君。  

○４番（大岸眞弓君）   １点だけお尋ねしたいのですが、歳入のところの表でもお聞き
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しますけれども、７款財産収入ですが、これは財産運用収入１０万円となっておりますが、

どういう財産を運用して収入に至ったのか、それを１点だけお聞きします。４ページです。

歳入の表のところでお伺いしました。 

○議長（西村成君）   保険課長、岡本明弘君。 

○保険課長（岡本明弘君）   ご質問にお答えします。 

  基金の利息だと思うんですけども。 

○議長（西村成君）   ほかにありませんか。 

  １２番、笹岡 優君。 

○１２番（笹岡 優君）   １３ページの国庫補助金のところで財政調整交付金のパーセ

ンテージがわかれば、大体何％、加味はしているのか。この、香美市としての、あるいは

出ればお願いします。 

  それから、１８ページの４節の財政安定化支援事業繰入金の、これの県が示す交付税１

００％の金額が何ぼになるのか、わかれば、総額でお願いします。 

  それから、あと１９ページの財政調整基金繰り入れをやってますが、これを繰り入れた

場合の後の残高をお願いしたいと思います。 

  とりあえず、それ、お願いします。 

○議長（西村成君）   保険課長、岡本明弘君。 

○保険課長（岡本明弘君）   お答えします。 

  財政調整交付金のパーセントについては、ちょっとまだわかりません、申しわけありま

せん。 

  それと、次に基盤安定繰入金ですけれども、３町村合わせて約９,５００万円くらい、も

とのお金が９,５００万円くらい。それで、割り戻しをした場合には約１億１,０００万円

くらいになるのではないかと思っております。 

  それから、基金ですけれども、基金の残はまだちょっとわかりませんけれども、６億円

から７億円くらいが１７年度末で、残りはしないだろうかと考えております。 

  以上です。 

○議長（西村成君）   ほかにありませんか。 

「なし」という声あり  

○議長（西村成君）   質疑がないようですので、これで質疑を終わります。 

  追加日程第２２、承認第９号 専決処分事項の承認を求めることについて、平成１７年

度香美市介護保険特別会計暫定予算（保険事業勘定）。 

  本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

  １２番、笹岡 優君。 

○１２番（笹岡 優君）   これもですね調整交付金がわかれば、大体、山田の場合は７％

ぐらいだったと思いますが、どれくらいかなというのがお願いしたいのと。 

  それからですね、１７ページのですね雑入で２,４４０万円の中身は何なのかと。 
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○議長（西村成君）   保険課長、岡本明弘君。 

○保険課長（岡本明弘君）   笹岡議員の質問にお答えします。 

  大体、旧土佐山田町が７％ちょっとですので、ちょっとわかりませんけども８％から９％

ぐらいを、ちょっと多いかもしれませんけど一応見込んではおります。 

  それと、１７ページの雑入ですが、旧香北分が交付金等が多く先に入ってきたために黒

字になった分です。香北町分の黒字になった分が約１,５００万。それと１６年度分の国と

県の償還金が５７０万ぐらいです。ちょっと金額は多くなっておりますが、香北町分の見

込み違いでちょっと金額が多くはなっております。 

  以上です。 

○議長（西村成君）   ほかにありませんか。 

「なし」という声あり  

○議長（西村成君）   質疑がないようですので、これで質疑を終わります。 

  暫時、休憩をいたします。 

（午後 ４時４２分 休憩）  

（午後 ４時５５分 再開）  

○議長（西村成君）   正場に復します。 

  会議に入る前に訂正の発言が出ておりますので、許可いたします。 

  収納管理課住宅新築資金担当参事、奥宮政水君。 

○住宅新築資金担当参事（奥宮政水君）   収納管理課住宅新築資金担当参事の奥宮です。 

  先ほど、笹岡議員さんへの答弁の中で弁護士の委託なんですが、「３件」を「５件」と訂

正させていただきます。 

  ３件につきましては、まだ訴訟はしておりませんが準備段階でございます。これはその

ままですが、あと２件、残債務の一括償還を求める支払督促を既に申し立てております。

この件につきましては、債務者からも一括償還に対する異議申し立てがございまして、高

知地方裁判所での通常訴訟に先日移行しました。議会の方で、この件につきましては後日

報告させていただきます。 

  以上でございます。 

○議長（西村成君）   議会事務局長、松浦良衛君。 

○議会事務局長（松浦良衛君）   申しわけございません。議会運営委員会の委員名簿を

お配りをいたしましたが、追加で。笹岡議員の議席番号が「１０番」となっておりますが、

これは「１２番」に訂正をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（西村成君）   これより、議事に入ります。 

  追加日程第２３、承認第１０号 専決処分事項の承認を求めることについて、平成１７

年度香美市水道事業会計暫定予算。 

  本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

  １２番、笹岡 優君。 
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○１２番（笹岡 優君）   先ほどのですね下水道の関係で市上水道の移設補償費が３,４

６３万２,０００円ありましたが、この水道事業会計との関係での整合性はどうなるのかな

という点をお聞かせ願いたいと思います。 

  今回、９ページにある一般他会計からの負担金では７５４万３,０００円しか入ってませ

んので、その辺の整合性をですねお願いしたいと思います。 

○議長（西村成君）   水道課長、佐々木寿幸君。 

○水道課長（佐々木寿幸君）   笹岡議員のご質問にお答えさせていただきます。 

  承認５－１８にございました３,４６３万２,０００円、上水道事業に対する補償につき

ましては、工事が１月末に完了しておりまして、２月に水道課としての請求を行っており

ます。これにつきましては、旧土佐山田町分の２月末の打ち切り精算の時点で未収金とし

ての処理を行っておりますので、今回の暫定予算には計上しておりません。 

  以上です。 

○議長（西村成君）   ほかにありませんか。 

「なし」という声あり  

○議長（西村成君）   ほかに質疑がないようですから、これで質疑を終わります。 

  追加日程第２４、承認第１１号 専決処分事項の承認を求めることについて、平成１７

年度香美市工業用水道事業会計暫定予算。 

  本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

  ２０番、久保信彦君。 

○２０番（久保信彦君）   今、加入しておるのは１件と思いますけれども、今後、どれ

くらい加入の予想をですね見込んでいますか。 

○議長（西村成君）   水道課長、佐々木寿幸君。 

○水道課長（佐々木寿幸君）   現在のところでございますけれども、現在、企業が１企

業、現在建設中でございまして、４月には供用開始にかける予定でございます。 

  そのほか、せんだって新聞にも載っておりましたけれども、あと１事業者が入ってくる

という予定でございまして、現在のところ２業者がほぼ確定というふうな形になっており

ます。 

  以上です。 

○議長（西村成君）   ほかに質疑はありませんか。 

「なし」という声あり  

○議長（西村成君）   ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。 

  追加日程第２５、承認第１２号 専決処分事項の承認を求めることについて、町の区域

の新設及び字の名称の変更について。 

  本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

「進行」という声あり  

○議長（西村成君）   質疑がないようですので、これで質疑を終わります。 
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  追加日程第２６、承認第１３号 専決処分事項の承認を求めることについて、香美市指

定金融機関の指定について。 

  本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

  １２番、笹岡 優君。 

○１２番（笹岡 優君）   指定金融機関の場合の今後の通帳関係です。土佐山田町の場

合はですね、四国銀行ですべて歳入、入ってくるものを含めて一本の通帳でやってたわけ

ですが、今後はどうなるのかどうか。 

  結局、これまで指定金融機関であった、同じ四国銀行であったと思うんですけど、そう

なってきた場合、３冊の通帳がありますよね。そういうのを含めて、すべて入も出も全部

一本の通帳として口座で管理するのかどうか、その辺はどうなっているのかを含めてです

ねお願いしたいです。 

○議長（西村成君）   総務課長、鍵山仁志君。 

○総務課長（鍵山仁志君）   その件につきましては、収入役職務代理という形で、今、

指定をして切りかえております。一本です。 

  以上です。 

○議長（西村成君）   ほかに質疑ありませんか。 

「なし」という声あり  

○議長（西村成君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  追加日程第２７、承認第１４号 専決処分事項の承認を求めることについて、公平委員

会の事務の委託について。 

  本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

  １２番、笹岡 優君。 

○１２番（笹岡 優君）   旧３町村の公平委員会に調停等を申し立てた実績はあるのか

どうか、ありましたら。 

○議長（西村成君）   総務課長、鍵山仁志君。 

○総務課長（鍵山仁志君）   総務課長の鍵山です。 

  実績についてはですね、ちょっと把握はしておりません。旧土佐山田町で平成１７年度

に不服の申し出をしておりますが、それが受理されたかどうかは確認をしてない、まだ報

告があっておりません。 

  以上です。 

○議長（西村成君）   ほかに質疑ありませんか。 

「なし」という声あり  

○議長（西村成君）   質疑がないようですので、これで質疑を終わります。 

  これから、討論を行います。討論はありませんか。 

「なし」という声あり  

○議長（西村成君）   討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
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  お諮りします。 

  これから、承認第１号 専決処分事項の承認を求めることについて、香美市の事務所の

位置を定める条例ほか２２１件の条例の制定についてから、承認第１４号 専決処分事項

の承認を求めることについて、公平委員会の事務の委託についてまでの１４件は、専決処

分の承認案件でありますので、一括採決にしたいと思いますが、これにご異議ありません

か。 

「異議なし」という声あり  

○議長（西村成君）   異議なしと認めます。 

  したがって、承認第１号から承認第１４号までは、一括採決といたします。 

  承認第１号 専決処分事項の承認を求めることについて、香美市の事務所の位置を定め

る条例ほか２２１件の条例の制定についてから、承認第１４号 専決処分事項の承認を求

めることについて、公平委員会の事務の委託についてまでの１４件について、原案のとお

り承認することにご異議ありませんか。 

「異議なし」という声あり  

○議長（西村成君）   異議なしと認めます。 

  したがって、承認第１号から承認第１４号までは、原案のとおり承認されました。 

  次に、追加日程第２８、香南清掃組合議会議員の選挙についてを議題とします。 

  このことについては、このたびの香美市及び香南市の合併に伴い、香南清掃組合議会議

員として、本市の議会から２人の議員を選任する必要が生じました。 

  香南清掃組合規約第５条第１項第２号の規定では、組合の議員は組合を組織する自治体

で南国市以外の市の市長、議長及び議会選出の者１人とされておりますので、選挙される

議員は議長を除く１人であります。 

  お諮りします。 

  選挙の方法は、指名推選か投票のいずれにより行いますか。 

「指名推選」という声あり  

○議長（西村成君）   ただいま、議員選挙は指名推選でとの発言がありましたので、

選挙の方法は指名推選で行うことにいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

「異議なし」という声あり  

○議長（西村成君）   異議なしと認めます。 

  お諮りします。 

  選挙の方法については、地方自治法第１１８条第１項の規定により、指名推選に決定い

たしましたが、指名の方法については、議長が指名することにしたいと思いますが、これ

にご異議ありませんか。 

「異議なし」という声あり  

○議長（西村成君）   それでは、香南清掃組合議会議員に、山本芳男君を指名いたし

ます。 
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  お諮りします。 

  ただいま議長が指名しました山本芳男君を香南清掃組合議会議員の当選人と定めること

にご異議ありませんか。 

「異議なし」という声あり  

○議長（西村成君）   異議なしと認めます。 

  したがって、ただいま指名しました山本芳男君が香南清掃組合議会議員に当選されまし

た。 

  ただいま、香南清掃組合議会議員に当選されました山本芳男君が議場におられますので、

会議規則第３２条第２項の規定により、当選を告知します。 

  次に、追加日程第２９、香南香美衛生組合議会議員の選挙についてを議題とします。 

  このことについては、このたびの香美市及び香南市の合併に伴い、香南香美衛生組合議

会議員として、本市の議会から３人の議員を選任する必要が生じました。 

  香南香美衛生組合規約第５条第１項の規定では、組合の議員は組合を組織する関係市の

助役、議会の議長及び議会により選任された議会議員それぞれ２人をもって組織するとさ

れておりますので、選挙される議員は議長を除く２人であります。 

  お諮りします。 

  選挙の方法は、指名推選か投票のいずれかにより行いますか。 

「指名推選」という声あり  

○議長（西村成君）   ただいま、議員選挙は指名推選でとの発言がありましたので、

選挙の方法は指名推選で行うことにいたします。 

  お諮りします。 

  選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定によって、指名推選にした

いと思います。これにご異議ありませんか。 

「異議なし」という声あり  

○議長（西村成君）   異議なしと認めます。 

  したがって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定をいたしました。 

  お諮りします。 

  指名の方法については、議長が指名することにしたいと思いますが、これにご異議あり

ませんか。 

「異議なし」という声あり  

○議長（西村成君）   異議なしと認めます。 

  したがって、議長が指名することに決定しました。 

  香南香美衛生組合議会議員は、山本芳男君、教育厚生副委員長である秋友偉嗣君、この

２名を香南香美衛生組合議会議員の当選人と定めることにご異議ありませんか。 

「異議なし」という声あり  

○議長（西村成君）   異議なしと認めます。 
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  したがって、ただいま指名いたしました山本芳男君と秋友偉嗣君が、香南香美衛生組合

議会議員に当選されました。 

  ただいま、香南香美衛生組合議会議員に当選されました山本芳男君と秋友偉嗣が議場に

おられますので、会議規則第３２条第２項の規定により、当選を告知します。 

  次に、追加日程第３０、香南斎場組合議会議員の選挙についてを議題とします。 

  このことについては、このたびの香美市及び香南市の合併に伴い、香南斎場組合議会議

員として、本市の議会から２人の議員を選任する必要が生じました。 

  香南斎場組合規約第５条第２項の規定では、組合の議員は組合を組織する関係市の議会

において選任された議員２人をもって充てるとされておりますので、選挙される議員は２

人であります。 

  お諮りします。 

  選挙の方法は、指名推選か投票のいずれかにより行いますか。 

「指名推選」という声あり  

○議長（西村成君）   ただいま、議員選挙は指名推選でとの発言がありましたので、

選挙の方法は指名推選で行うことにいたします。 

  お諮りします。 

  選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定によって、指名推選にした

いと思いますが、これにご異議ありませんか。 

「異議なし」という声あり  

○議長（西村成君）   異議なしと認めます。 

  したがって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定をいたしました。 

  お諮りします。 

  指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

「異議なし」という声あり  

○議長（西村成君）   異議なしと認めます。 

  したがって、議長が決定することに決定しました。 

  香南斎場組合議会議員は、山本芳男君と議長の私、西村成を指名いたします。 

  お諮りします。 

  ただいま議長が指名しました山本芳男君と西村成君を香南斎場組合議会議員の当選人

と定めることにご異議ありませんか。 

「異議なし」という声あり  

○議長（西村成君）   異議なしと認めます。 

  したがって、ただいま指名しました山本芳男君と西村成君が、香南斎場組合議会議員

に当選されました。 

  ただいま、香南斎場組合議会議員に当選されました山本芳男君と西村成君が議場にお
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られますので、会議規則第３２条第２項の規定により、当選を告知します。 

  次に、追加日程第３１、香南香美老人ホーム組合議会議員の選挙についてを議題としま

す。 

  このことについては、このたびの香美市及び香南市の合併に伴い、香南香美老人ホーム

組合議会議員として、本市の議会から３人の議員を選任する必要が生じました。 

  香南香美老人ホーム組合規約第５条第１項の規定では、組合の議員は組合を組織する組

合市の助役、議会の議長及び議会により選任された議会議員それぞれ２人をもって充てる

とされておりますので、選挙される議員は議長を除く２人であります。 

  お諮りします。 

  選挙の方法は、指名推選か投票のいずれにより行いますか。 

「指名推選」という声あり  

○議長（西村成君）   ただいま、議員選挙は指名推選でとの発言がありましたので、

選挙の方法は指名推選で行うことといたします。 

  お諮りします。 

  選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定によって、指名推選にした

いと思います。これにご異議ありませんか。 

「異議なし」という声あり  

○議長（西村成君）   異議なしと認めます。 

  したがって、選挙の方法は、指名推選で行うことに決定しました。 

  お諮りします。 

  指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

「異議なし」という声あり  

○議長（西村成君）   異議なしと認めます。 

  したがって、議長が決定することに決定しました。 

  香南香美老人ホーム組合議会議員は、山本芳男君、石川彰宏君を指名します。 

  お諮りします。 

  ただいま議長が指名しました山本芳男君と石川彰宏君を香南香美老人ホーム組合議会議

員の当選人と定めることにご異議ありませんか。 

「異議なし」という声あり  

○議長（西村成君）   異議なしと認めます。 

  したがって、ただいま指名いたしました山本芳男君と石川彰宏君が、香南香美老人ホー

ム組合議会議員に当選されました。 

  ただいま、香南香美老人ホーム組合議会議員に当選されました山本芳男君と石川彰宏君

が議場におられますので、会議規則第３２条第２項の規定により、当選を告知します。 

  次に、追加日程第３２、推薦第１号 香美市農業委員会委員の推薦についてから、追加
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日程第３２、推薦第４号 香美市農業委員会委員の推薦についてを一括議題とします。 

  お諮りします。 

  議会推薦の農業委員会委員については、農業委員会等に関する法律第１２条第１項第２

号の規定で学識経験者を有する者４人以内とうたわれておりますので、４人としたいと思

います。 

  これにご異議ありませんか。 

「異議なし」という声あり  

○議長（西村成君）   異議なしと認めます。 

  したがって、議会推薦の農業委員会委員は、４人とすることに決定しました。 

  お諮りします。 

  推薦第１号から推薦第４号までは人事案件でありますので、香美市議会運営申し合わせ

事項第４項第２号の規定により、質疑・討論を省略したいと思いますが、これにご異議あ

りませんか。 

「異議なし」という声あり  

○議長（西村成君）   異議なしと認めます。 

  したがって、議会運営委員会申し合わせ事項の規定により、質疑・討論を省略すること

に決定しました。 

  それでは、推薦第１号から推薦第４号 香美市農業委員会委員の推薦についてを採決を

いたします。 

  推薦予定者の坂本 節君、森安 正君、原 心一君の３氏が議場におられますので、地

方自治法第１１７条の規定により、退席を求めます。 

（原 心一君、坂本 節君、森安 正君、退席）  

○議長（西村成君）   まず、推薦第１号 農業委員会等に関する法律第１２条第１項

第２号の規定による議会推薦の農業委員会委員に香美市物部町仙頭１３５１番地 坂本 

節君を推薦することに賛成の方は、起立を願います。 

（賛成者起立）  

○議長（西村成君）   ありがとうございます。 

  全員賛成であります。 

  したがって、坂本 節君を推薦することに決定いたしました。 

  次に、推薦第２号、同じく議会推薦の農業委員会委員に香美市香北町清爪１０番地の１ 

森安 正君を推薦することに賛成の方は、起立を願います。 

（賛成者起立）  

○議長（西村成君）   ありがとうございました。 

  全員賛成であります。 

  したがって、森安 正君を推薦することに決定いたしました。 

  次に、推薦第３号、同じく議会推薦の農業委員会委員に香美市土佐山田町１６８３番地
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の２ 原 心一君を推薦することに賛成の方は、起立を願います。 

（賛成者起立）  

○議長（西村成君）   ありがとうございました。 

  全員賛成であります。 

  したがって、原 心一君を推薦することに決定いたしました。 

  それでは、３人の農業委員会委員の被推薦者の諸君は、入場してください。 

（原 心一君、坂本 節君、森安 正君、着席）  

○議長（西村成君）   坂本 節君、森安 正君、原 心一君にお知らせいたします。 

  諸君を議会推薦の香美市農業委員会委員に推薦することに決定をいたしました。よろし

くお願いいたします。 

  次に、推薦第４号 農業委員会等に関する法律第１２条第１項第２号の規定による議会

推薦の農業委員会委員に香美市香北町西川乙２３４７番地、宗石和彦君を推薦することに

賛成の方は、起立を願います。 

（賛成者起立）  

○議長（西村成君）   ありがとうございます。 

  全員賛成であります。 

  したがって、宗石和彦君を推薦することに決定をいたしました。 

  追加日程第３３、推薦第５号 香美市広報委員会の議会広報部会委員の推薦についてを

議題とします。 

  お諮りします。 

  議会推薦の広報部会委員については、昨年９月の定例会で各町村から２人ずつの委員を

選任していただき、過日、２月８日に開催しました３町村合同の議員協議会の際にも協議、

確認をいただきましたように、議会独自で議会だよりを編集・発行することにしました。 

  そこで、条例第１５号として香美市広報委員会設置条例が制定され、その一分野として

香美市議会広報に関する事務を掌握するため議会部会の編集委員を推薦する必要がありま

す。 

  お諮りします。 

  推薦第５号は人事案件でありますので、香美市議会運営申し合わせ事項第４項第２号の

規定により、質疑・討論を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

「異議なし」という声あり  

○議長（西村成君）   異議なしと認めます。 

  したがって、議会運営申し合わせ事項の規定により、質疑・討論を省略することに決定

しました。 

  それでは、推薦第５号 香美市広報委員会の議会広報部会委員の推薦についてを採決い

たします。 

  ここで、被推薦者の岡村優一君、島岡信彦君、爲近初男君、小松紀夫君、利根健二君、
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森本珠城君の６氏が議場におられますので、地方自治法第１１７条の規定により退席を求

めます。 

（岡村優一君、島岡信彦君、爲近初男君、小松紀夫君、利根健二君、森本珠城君 退席） 

○議長（西村成君）   推薦第５号 香美市広報委員会設置条例の規定に基づく香美市

議会広報を掌握する議会部会の委員にお手元に配付してあります名簿に記載のように、香

美市香北町西川甲１４８９番地１ 岡村優一君、香美市土佐山田町宝町１丁目４番１号 

島岡信彦君、香美市物部町神池１９４７番地 爲近初男君、香美市香北町美良布１４４４

番地６ 小松紀夫君、香美市土佐山田町西本町３丁目１番２４号 利根健二君、香美市物

部町柳瀬１３０１番地 森本珠城君を推薦することにご異議ありませんか。 

「異議なし」という声あり  

○議長（西村成君）   異議なしと認めます。 

  したがって、そのように決定いたしました。 

  ６人の議会部会の議員の諸君は、入場してください。 

（岡村優一君、島岡信彦君、爲近初男君、小松紀夫君、利根健二君、森本珠城君 着席） 

○議長（西村成君）   岡村優一君、島岡信彦君、爲近初男君、小松紀夫君、利根健二

君、森本珠城君にお知らせします。 

  諸君を広報委員会の議会部会の委員に推薦することに決定をいたしましたので、よろし

くお願いいたします。 

  以上で、今議会に付された事件はすべて議了いたしました。 

  閉会に当たり、一言ごあいさつを申し上げます。 

（１１番、片岡守春君が挙手をする） 

○議長（西村成君）   議事進行？ 

○１１番（片岡守春君）   議事進行。 

○議長（西村成君）   はい。 

○１１番（片岡守春君）   今組合議員の選挙について、一人の人が幾つも役職持ったん

じゃが、これは旧土佐山町の議会の中でも非常にこの組合に出る人が年末とか年度末とか、

そういうときにはダブって、会議でもね、もうかけ持ちになるということが議会の中でも

訴えられた経過がありますけど、これは何ですか、今後こういうことの心配としては議長

さんの方はないんですか。お尋ねしますけど。 

○議長（西村成君）   議決をされたことでありますけど、せっかくのご意見ですので。

この我々の議会は９月２３日まででありますので、その後については新しい議会で選出さ

れた方に選任された方に決めていただかないとですね、これからのことを我々で決めるわ

けにはいきませんので、今回についてはこういった方向でご承認賜りましたので、その方

向でやっていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

平成１８年第１回香美市議会臨時会の閉会に当たり、一言ごあいさつを申し上げます。 
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  本日の臨時会は、香美市となって初めての議会でございまして、また１日間という限ら

れた時間でございました。皆さん方、議員各位のご協力により、議会の組織の決定や議員

発議による議会の会議規則の制定等についてご決定を賜りました。 

  また、市長職務執行者より提出されました専決処分事項１４件につきましても、原案ど

おり承認をされました。 

  議会運営に格段のご協力を賜りまして、スムーズな運営ができ、ここに閉会できますこ

とを厚くお礼を申し上げます。 

  議員各位に心から感謝を申し上げ、閉会のごあいさつといたします。 

  なお、９日より定例会がありますので、ご出席賜りますようにお願いを申し上げまして、

言葉は足りませんけれども、閉会に当たりごあいさつといたします。 

  ここで、市長職務執行者 野島民雄氏からごあいさつがあります。 

  香美市長職務執行者、野島民雄君。 

○市長職務執行者（野島民雄君）   ごあいさつを申し上げます。 

  執行部の方からご提案を申し上げました、それぞれの承認議案、原案のとおりお認めを

いただきましたことに対しまして、まず心から感謝を申し上げたいと存じます。 

  今後、執行に当たりましては、全職員とともに、忠実にこれを遂行いたしまして、皆様

方のご期待に添えるように努力をしなければならないと、このように考えておるところで

ございます。 

  議員各位におかれましても、なお今後ともご協力のほどをお願いを申し上げまして、大

変簡単でございますけれど、一言申し添えましてごあいさつにかえさせていただきます。 

  お疲れのことであろうかと思います。ありがとうございました。 

○議長（西村成君）   これをもって平成１８年第１回香美市議会臨時議会を閉会いた

します。 

 

 

（午後 ５時２７分 閉会）  

 

 

 

地方自治法第１２３条第２項の規定による署名者  

 

 

                    議    長 

 

 

                    臨時議長 
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香美市議会会議規則 

 

目次 

 第１章 会議 

  第１節 総則（第１条―第 13 条） 

  第２節 議案及び動議（第 14 条―第 19 条） 

  第３節 議事日程（第 20 条―第 24 条） 

  第４節 選挙（第 25 条―第 33 条） 

  第５節 議事（第 34 条―第 48 条） 

  第６節 秘密会（第 49 条・第 50 条） 

  第７節 発言（第 51 条―第 66 条） 

  第８節 表決（第 67 条―第 77 条） 

  第９節 会議録（第 78 条―第 83 条） 

 第２章 委員会 

第１節 総則（第84条―第88条） 

  第２節 審査（第 89 条―第 105 条） 

  第３節 秘密会（第 106 条・第 107 条） 

  第４節 発言（第 108 条―第 119 条） 

  第５節 委員長及び副委員長の互選（第 120 条・第 121 条） 

  第６節 表決（第 122 条―第 132 条） 

 第３章 請願（第 133 条―第 140 条） 

 第４章 辞職及び資格の決定（第 141 条―第 145 条） 

 第５章 規律（第 146 条―第 154 条） 

 第６章 懲罰（第 155 条―第 161 条） 

 第７章 議員の派遣（第 162 条） 

 第８章 補則（第 163 条） 

 附則 

 

   第１章 会議 

    第１節 総則 

 （参集） 

第１条 議員は、招集の当日開議定刻前に議場に参集し、その旨を議長に通告しなければな

らない。 

 （欠席の届出） 

第２条 議員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに

議長に届け出なければならない。 



 （宿所又は連絡所の届出） 

第３条 議員は、別に宿所又は連絡所を定めたときは、議長に届け出なければならない。こ

れを変更したときも、また同様とする。 

 （議席） 

第４条 議員の議席は、一般選挙後最初の会議において、議長が定める。 

２ 一般選挙後新たに選挙された議員の議席は、議長が定める。 

３ 議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮って議席を変更するこ

とができる。 

４ 議席には、番号及び氏名標を付ける。 

 （会期） 

第５条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。 

２ 会期は、招集された日から起算する。 

 （会期の延長） 

第６条 会期は、議会の議決で延長することができる。 

 （会期中の閉会） 

第７条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会するこ

とができる。 

 （議会の開閉） 

第８条 議会の開閉は、議長が宣告する。 

 （会議時間） 

第９条 会議時間は、午前９時から午後４時までとする。 

２ 議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。ただし、出席

議員３人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。 

３ 会議の開始は、議長の定める方法で報ずる。 

 （休会） 

第１０条 市の休日は、休会とする。 

２ 議会は、議事の都合その他必要があるときは、議決で休会とすることができる。 

３ 議長が、特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。 

４ 議長は、地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という｡）第114条（議員の請求

による開議）第１項の規定による請求があった場合のほか、議会の議決があったときは、

休会の日でも会議を開かなければならない。 

 （会議の開閉） 

第１１条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。 

２ 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も、

議事について発言することができない。 

 （定足数に関する措置） 



第１２条 議長は、開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないとき

は、延会を宣告することができる。 

２ 議長は、会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議員の退席を制止し、

又は議場外の議員に出席を求めることができる。 

３ 議長は、会議中定足数を欠くに至ったときは、休憩又は延会を宣告をする。 

 （出席催告） 

第１３条 法第113条の規定による出席催告の方法は、議場の設けられている施設内に現在す

る議員又は議員の住所（別に宿所又は連絡所の届出をした者については、当該届出の宿所

又は連絡所）に文書又は口頭をもって行う。 

    第２節 議案及び動議 

 （議案の提出） 

第１４条 議員が議案を提出するときは、案を備え、理由を付け、法第112条第２項の規定に

よるものについては所定の賛成者とともに連署し、議長に提出しなければならない。 

２ 前項に規定するもの以外のものについては、案を備え、理由を付け、賛成者３人以上（発

議者を含む。）とともに連署し、議長に提出しなければならない。 

 （一事不再議） 

第１５条 議会で議決された事件については、同一会期中は、再び提出することができない。 

 （動議成立に必要な賛成者の数） 

第１６条 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に３人以

上（発議者を含む。）の賛成者がなければ議題とすることができない。 

 （修正の動議） 

第１７条 修正の動議は、その案を備え、法第115条の２の規定によるものについては所定の

発議者が連署し、議長に提出しなければならない。 

２ 前項に規定するもの以外のものについては、案を備え、賛成者３人以上（発議者を含む。）

が連署して、議長に提出しなければならない。 

 （先決動議の表決の順序） 

第１８条 議長は、他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、

表決の順序を定める。ただし、出席議員３人以上から異議があるときは、討論を用いない

で会議に諮って決める。 

 （事件の撤回又は訂正及び動議の撤回） 

第１９条 提出者が、事件を撤回し又は訂正し及び動議を撤回するときは、議長の許可を得

なければならない。ただし、会議の議題となった事件の撤回又は訂正及び動議の撤回につ

いては、議会の承認を得なければならない。 

２ 議員が提出した事件及び動議につき前項の承認を求めようとするときは、提出者から請

求しなければならない。 

    第３節 議事日程 



 （日程の作成及び配布） 

第２０条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定

め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配

布に代えることができる。 

 （日程の順序変更及び追加） 

第２１条 議長は、必要があると認めたとき又は議員から動議が提出されたときは、討論を

用いないで会議に諮って、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができ

る。 

 （議事日程のない会議の通知） 

第２２条 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時のみを議員に通知して会議を開

くことができる。 

２ 前項の場合、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。 

 （延会の場合の議事日程） 

第２３条 議長は、議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき、又はその議

事が終了しなかったときは、更にその日程を定めなければならない。 

 （日程の終了及び延会） 

第２４条 議長は、議事日程に記載した事件の議事を終了したときは、散会を宣告する。 

２ 議長は、議事日程に記載した事件の議事が終了しない場合でも、議長が必要があると認

めるとき又は議員から動議が提出されたときは、討論を用いないで会議に諮って延会する

ことができる。 

    第４節 選挙 

 （選挙の宣告） 

第２５条 議長は、議会において選挙を行うときは、その旨を宣告する。 

 （不在議員） 

第２６条 選挙を行う宣告の際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。 

 （議場の出入口閉鎖） 

第２７条 議長は、投票による選挙を行うときは、第25条（選挙の宣告）の規定による宣告

の後、職員をして議場の出入口を閉鎖させ、出席議員数を報告する。 

 （投票用紙の配布及び投票箱の点検） 

第２８条 議長は、投票を行うときは、職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後、

配布漏れの有無を確かめなければならない。 

２ 議長は、職員をして投票箱を点検させなければならない。 

 （投票） 

第２９条 議員は、職員の点呼に応じて、順次、投票用紙を備え付けの投票箱に投入する。 

 （投票の終了） 

第３０条 議長は、投票が終了したと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了



を宣告する。その宣告があった後は、投票することができない。 

 （開票及び投票の効力） 

第３１条 議長は、開票を宣告した後、２人以上の立会人とともに投票を点検しなければな

らない。 

２ 前項の立会人は、議長が、議員の中から指名する。 

３ 投票の効力は、立会人の意見を聴いて議長が決定する。 

 （選挙結果の報告） 

第３２条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。 

２ 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。 

 （選挙関係書類の保存） 

第３３条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期の間、関係書類とともにこ

れを保存しなければならない。 

    第５節 議事 

 （議題の宣告） 

第３４条 議長は、会議に付する事件を議題とするときは、その旨を宣告する。 

 （一括議題） 

第３５条 議長は、必要があると認めるときは、２件以上の事件を一括して議題とすること

ができる。ただし、出席議員３人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮

って決める。 

 （議案等の朗読） 

第３６条 議長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員をして朗読させる。 

 （議案等の説明、質疑及び委員会付託） 

第３７条 会議に付する事件は、第136条（請願の委員会付託）に規定する場合を除き、会議

において提出者の説明を聴き、議員の質疑があるときは質疑の後、議長が所管の常任委員

会又は議会運営委員会に付託する。ただし、常任委員会に係る事件は、議会の議決で特別

委員会に付託することができる。 

２ 提出者の説明又は委員会の付託は、討論を用いないで会議に諮って省略することができ

る。 

 （付託事件を議題とする時期） 

第３８条 委員会に付託した事件は、その審査又は調査の終了をまって議題とする。 

 （委員長の報告及び少数意見の報告） 

第３９条 委員会が審査又は調査した事件が議題となったときは、委員長がその経過及び結

果を報告し、ついで少数意見者が少数意見の報告をする。 

２ 少数意見が２個以上あるときの報告の順序は、議長が決定する。 

３ 第１項の規定による報告は、討論を用いないで会議に諮って省略することができる。 

４ 委員長の報告及び少数意見者の報告には、自己の意見を加えてはならない。 



 （修正案の説明） 

第４０条 議長は、修正案が提出された場合、委員長の報告及び少数意見者の報告が終了し

たとき又は委員会の付託を省略したときは、修正案の説明をさせる。 

 （委員長の報告等に対する質疑） 

第４１条 議員は、委員長及び少数意見を報告した議員に対し、質疑をすることができる。 

２ 議員は、修正案の提出者及び説明のための出席者に対し、質疑をすることができる。 

 （討論及び表決） 

第４２条 議長は、前条の質疑が終了したときは討論に付し、その終結の後、表決に付する。 

 （議決事件の字句及び数字等の整理） 

第４３条 議会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を必要とするときは議

長に委任することができる。 

 （委員会の審査又は調査の期限） 

第４４条 議会は、必要があると認めるときは、委員会に付託した事件の審査又は調査につ

き期限を付けることができる。ただし、委員会は、期限の延期を議会に求めることができ

る。 

２ 前項の期限までに審査又は調査を終わらなかったときは、その事件は、第３８条（付託

事件を議題とする時期）の規定にかかわらず、会議において審議することができる。 

 （委員会の中間報告） 

第４５条 議会は、委員会の審査又は調査中の事件について、特に必要があると認めるとき

は、中間報告を求めることができる。 

２ 委員会は、その審査又は調査中の事件について、特に必要があると認めるときは、議会

の承認を得て、中間報告をすることができる。 

 （再付託） 

第４６条 議会は、委員会の審査又は調査を経て報告された事件について、なお審査又は調

査の必要があると認めるときは、更にその事件を同一の委員会又は他の委員会に付託する

ことができる。 

 （議事の継続） 

第４７条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件

が議題となったときは、前の議事を継続する。 

 （除斥議員の傍聴禁止） 

第４８条 除斥されている議員は、議会を傍聴することができない。 

    第６節 秘密会 

 （指定者以外の退場） 

第４９条 議長は、秘密会を開く議決があったときは、傍聴人及び議長の指定する者以外の

者を議場の外に退去させなければならない。 

 （秘密の保持） 



第５０条 秘密会の議事の記録は、公表しない。 

２ 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。 

    第７節 発言 

 （発言の許可等） 

第５１条 発言は、すべて議長の許可を得た後、登壇してしなければならない。ただし、発

言が簡易な場合その他特に議長が許可したときは、議席で発言することができる。 

２ 議長は、議席で発言する議員を登壇させることができる。 

 （発言の要求） 

第５２条 会議において発言しようとする者は、挙手又は起立して「議長」と呼び、自己の

議席番号を告げ、議長の許可を求めなければならない。 

２ 議長は、２人以上が挙手又は起立して発言を求めたときは、先に挙手又は起立したと認

める者から指名して発言させる。 

 （討論の方法） 

第５３条 議長は、討論については、最初に反対者を発言させ、次に賛成者を発言させ、賛

成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。 

 （議長の発言及び討論） 

第５４条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終了した

後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終了

するまでは、議長席に復することができない。 

 （発言内容の制限） 

第５５条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり又はその範囲を越えてはな

らない。 

２ 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わない場合は発言

を禁止することができる。 

３ 議員は、質疑に当たっては、自己の意見を述べることができない。 

 （質疑の回数） 

第５６条 質疑は、同一議員につき、同一の議題について３回を超えることができない。た

だし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。 

 （発言時間の制限） 

第５７条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができ

る。 

２ 議長の定めた時間の制限について、出席議員３人以上から異議があるときは、議長は、

討論を用いないで会議に諮って決める。 

 （議事進行に関する発言） 

第５８条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要が

あるものでなければならない。 



２ 議長は、議事進行に関する発言がその趣旨に反すると認めるときは、直ちに制止しなけ

ればならない。 

 （発言の継続） 

第５９条 延会、中止又は休憩のため発言が終了しなかった議員は、更にその議事を始めた

ときは、前の発言を続けることができる。 

 （質疑又は討論の終結） 

第６０条 議長は、質疑又は討論が終了したときは、その終結を宣告する。 

２ 議員は、質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、質疑又は討論終結の動議を

提出することができる。 

３ 議長は、質疑又は討論終結の動議については、討論を用いないで会議に諮って決める。 

 （選挙及び表決時の発言制限） 

第６１条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及

び表決の方法についての発言は、この限りでない。 

 （一般質問） 

第６２条 議員は、市の一般事務について、議長の許可を得て質問することができる。 

２ 質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。 

３ 質問の順序は、議長が定める。 

４ 質問の通告をした者が欠席したとき、又は質問の順序に当たっても質問しないとき、若

しくは議場に現在しないときは、通告は、その効力を失う。 

 （緊急質問等） 

第６３条 質問が緊急を要するときその他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規

定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。 

２ 議長は、前項の同意については、討論を用いないで会議に諮らなければならない。 

３ 議長は、第１項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、直ちに制止しなければなら

ない。 

 （準用規定） 

第６４条 質問については、第56条（質疑の回数）及び第60条（質疑又は討論の終結）第１

項の規定を準用する。 

 （発言の取消し又は訂正） 

第６５条 発言した議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て自己の発言を取り消し、

又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限

るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。 

 （答弁書の配布） 

第６６条 市長その他の関係機関が、質疑及び質問に対し、直ちに答弁しがたい場合におい

て答弁書を提出したときは、議長は、その写を議員に配布する。ただし、やむを得ないと

きは、朗読をもって配布にかえることができる。 



    第８節 表決 

 （表決問題の宣告） 

第６７条 議長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。 

 （不在議員） 

第６８条 表決の際、議場にいない議員は、表決に加わることができない。 

 （条件の禁止） 

第６９条 表決には、条件を付けることができない。 

 （挙手又は起立による表決） 

第７０条 議長は、表決を採ろうとするときは、問題を可とする者を挙手又は起立させ、挙

手又は起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。 

２ 議長が挙手又は起立者の多少を認定しがたいとき、又は議長の宣告に対して出席議員３

人以上から異議があるときは、議長は、記名又は無記名の投票で表決を採らなければなら

ない。 

 （投票による表決） 

第７１条 議長が必要があると認めるとき、又は出席議員３人以上から要求があるときは、

記名又は無記名の投票で表決を採る。 

２ 議長は、同時に前項の記名投票と無記名投票の要求があるときは、いずれの方法による

かを無記名投票で決める。 

 （記名投票） 

第７２条 記名投票を行う場合には、自己の氏名を併記し、問題を可とする議員は賛成と、

問題を否とする議員は反対と投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。 

 （無記名投票） 

第７３条 無記名投票を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、問題を否とする者は反

対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。 

２ 無記名投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、

否とみなす。 

 （選挙規定の準用） 

第７４条 記名又は無記名の投票を行う場合には、第27条（議場の出入口閉鎖）、第28条（投

票用紙の配布及び投票箱の点検）、第29条（投票）、第30条（投票の終了）、第31条（開票及

び投票の効力）、第32条（選挙結果の報告）第１項及び第33条（選挙関係書類の保存）の規

定を準用する。 

 （表決の訂正） 

第７５条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。 

 （簡易表決） 

第７６条 議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。議長は、異議がな

いと認めるときは、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対して、出席議員３人以



上から異議があるときは、議長は、挙手又は起立の方法で表決を採らなければならない。 

 （表決の順序） 

第７７条 議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決を採らなければならない。 

２ 同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を

定める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決を採る。ただし、表決の順序につ

いて出席議員３人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決

める。 

３ 議長は、修正案がすべて否決されたときは、原案について表決を採る。 

    第９節 会議録 

 （会議録の記載事項） 

第７８条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。 

(１) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時 

(２) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時 

(３) 出席及び欠席議員の氏名 

(４) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

(５) 説明のため出席した者の職氏名 

(６) 議事日程 

(７) 議長の諸報告 

(８) 議員の異動並びに議席の指定及び変更 

(９) 委員会の報告書及び少数意見報告書 

(10) 会議に付した事件 

(11) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項 

(12) 選挙の経過 

(13) 議事の経過 

(14) 記名投票における賛否の氏名 

(15) その他議長又は議会において必要と認めた事項 

２ 議事は、議長の定める方法により記録する。 

 （会議録の配布） 

第７９条 会議録は、関係者に配布することができる。 

 （会議録の公開） 

第８０条 会議録の公開は、香美市情報公開条例（平成18年香美市条例第13号）による。 

 （会議録に掲載しない事項） 

第８１条 前条の会議録には、秘密会の議事並びに議長が取消しを命じた発言及び第65条（発

言の取消し又は訂正）の規定により取り消した発言は、掲載しない。 

 （会議録署名議員） 

第８２条 会議録に署名する議員は、２人とし、議長が会議において指名する。 



 （会議録の保存年限） 

第８３条 会議録の保存年限は、永年とする。 

 

   第２章 委員会 

    第１節 総則 

 （議長への通知） 

第８４条 委員会を招集しようとするときは、委員長は、開会の日時、場所、事件等をあら

かじめ議長に通知しなければならない。 

 （欠席の届出） 

第８５条 委員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻まで

に委員長に届け出なければならない。 

 （会議中の委員会の禁止） 

第８６条 委員会は、議会の会議中は、開くことができない。 

 （会議の開閉） 

第８７条 開議、散会、中止又は休憩は、委員長が宣告する。 

２ 委員長が開議を宣告する前又は散会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も、議事

について発言することができない。 

 （定足数に関する措置） 

第８８条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に達しないときは、委員

長は散会を宣告することができる。 

２ 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、委員長は委員の退席を制止し、

又は会議室外の委員に出席を求めることができる。 

３ 会議中定足数を欠くに至ったときは、委員長は、休憩又は散会を宣告する。 

    第２節 審査 

 （議題の宣告） 

第８９条 会議に付する事件を議題とするときは、委員長は、その旨を宣告する。 

 （一括議題） 

第９０条 委員長は、必要があると認めるときは、２件以上の事件を一括して議題とするこ

とができる。ただし、出席委員から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決

める。 

 （議案等の朗読） 

第９１条 委員長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員をして朗読させ

る。 

 （審査順序） 

第９２ 委員会における事件の審査は、提出者の説明及び委員の質疑の後、修正案の説明及

びこれに対する質疑、討論、表決の順序によって行うを例とする。 



 （先決動議の表決順序） 

第９３条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、委員長

が表決の順序を決める。ただし、出席委員から異議があるときは、討論を用いないで会議

に諮って決める。 

 （動議の撤回） 

第９４条 提出者が会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、委員会の承認を要

する。 

 （委員の議案修正） 

第９５条 委員が修正案を発議しようとするときは、その案をあらかじめ委員長に提出しな

ければならない。 

 （分科会又は小委員会） 

第９６条 委員会は、審査又は調査のため必要があると認めるときは、分科会又は小委員会

を設けることができる。 

 （連合審査会） 

第９７条 委員会は、審査又は調査のため必要があると認めるときは、他の委員会と協議し

て連合審査会を開くことができる。 

 （証人出頭又は記録提出の要求） 

第９８条 委員会は、法第100条の規定による調査を委託された場合において、証人の出頭又

は記録の提出を求めようとするときは、議長に申し出なければならない。 

 （所管事務等の調査） 

第９９条 常任委員会は、その所管に属する事務について調査しようとするときは、その事

項、目的、方法及び期間等をあらかじめ議長に通知しなければならない。 

２ 議会運営委員会が、法第109条の２第３項に規定する調査をしようとするときは、前項の

規定を準用する。 

 （委員の派遣） 

第１００条 委員会は、審査又は調査のため委員を派遣しようとするときは、その日時、場

所、目的及び経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し、あらかじめ承認を得なけ

ればならない。 

 （議事の継続） 

第１０１条 会議が中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事

件が議題となったときは、前の議事を継続する。 

 （少数意見の留保） 

第１０２条 委員は、委員会において少数で廃棄された意見で他に出席委員１人以上の賛成

があるものは、これを少数意見として留保することができる。 

２ 前項の規定により少数意見を留保した議員が、その意見を議会に報告しようとする場合

においては、簡明な少数意見報告書を作り、委員会の報告書が提出されるまでに、委員長



を経て議長に提出しなければならない。 

（議決事件の字句及び数字等の整理） 

第１０３条 委員会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を必要とするとき

は、これを委員長に委任することができる。 

 （委員会報告書） 

第１０４条 委員会は、事件の審査又は調査を終了したときは、報告書を作り、委員長から

議長に提出しなければならない。 

 （閉会中の継続審査） 

第１０５条 委員会は、閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があると認めるときは、

その理由を付け、議長に申し出なければならない。 

    第３節 秘密会 

 （指定者以外の者の退場） 

第１０６条 秘密会を開く議決があったときは、委員長は、傍聴人及び委員長の指定する者

以外の者を会議室の外に退去させなければならない。 

 （秘密の保持） 

第１０７条 秘密会の議事の記録は公表しない。 

２ 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。 

    第４節 発言 

 （発言の許可） 

第１０８条 委員は、すべて委員長の許可を得た後でなければ発言することができない。 

 （委員の発言） 

第１０９条 委員は、議題について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。ただし、

委員会において別に発言の方法を決めたときは、この限りでない。 

 （発言内容の制限） 

第１１０条 発言はすべて、簡明にするものとして、議題外にわたり又はその範囲を超えて

はならない。 

２ 委員長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は、発

言を禁止することができる。 

 （委員外議員の発言） 

第１１１条 委員会は、審査又は調査中の事件について、必要があると認めるときは、委員

でない議員に対し、その出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。 

２ 委員会は、委員でない議員から発言の申出があったときは、その許否を決める。 

 （委員長の発言） 

第１１２条 委員長が、委員として発言しようとするときは、委員席に着き発言し、発言が

終了した後、委員長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の

表決が終了するまでは、委員長席に復することができない。 



 （発言時間の制限） 

第１１３条 委員長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することが

できる。 

２ 委員長の定めた時間の制限について、出席委員から異議があるときは、委員長は、討論

を用いないで会議に諮って決める。 

 （議事進行に関する発言） 

第１１４条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要

があるものでなければならない。 

２ 委員長は、議事進行に関する発言がその趣旨に反すると認めるときは、直ちに制止しな

ければならない。 

 （発言の継続） 

第１１５条 会議の中止又は休憩のため発言が終了しなかった委員は、更にその議事を始め

たときは、前の発言を続けることができる。 

 （質疑又は討論の終結） 

第１１６条 委員長は、質疑又は討論が終了したときは、その終結を宣告する。 

２ 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、委員は、質疑又は討論終結の動議を

提出することができる。 

３ 委員長は、質疑又は討論終結の動議については、討論を用いないで会議に諮って決める。 

 （選挙及び表決時の発言制限） 

第１１７条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙

及び表決の方法についての発言は、この限りでない。 

 （発言の取消し又は訂正） 

第１１８条 発言した委員は、委員会の許可を得て発言を取り消し又は委員長の許可を得て

発言の訂正をすることができる。 

 （答弁書の朗読） 

第１１９条 市長その他の関係機関が、質疑に対し、直ちに答弁しがたい場合において答弁

書を提出したときは、委員長は、職員をして朗読させる。 

    第５節 委員長及び副委員長の互選 

 （互選の方法） 

第１２０条 委員長及び副委員長の互選は、それぞれ単記無記名投票で行う。 

２ 有効投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じときは、くじで定め

る。 

３ 前項の当選人は、有効投票の総数の４分の１以上の得票がなければならない。 

４ 第１項の投票を行う場合には、委員長の職務を行っている者も、投票することができる。 

５ 委員会は、委員のうちに異議を有する者がないときは、第１項の互選につき、指名推選

の方法を用いることができる。 



６ 指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人をもって、当選人と定めるべきかど

うかを委員会に諮り委員の全員の同意があった者をもって、当選人とする。 

 （選挙規定の準用） 

第１２１条 前条に定めるもののほか、委員長及び副委員長の互選の方法については第１章

第４節の規定を準用する。 

    第６節 表決 

 （表決問題の宣告） 

第１２２条 委員長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する問題を宣告する。 

 （不在委員） 

第１２３条 表決の際会議室にいない委員は、表決に加わることができない。 

 （条件の禁止） 

第１２４条 表決には、条件を付けることができない。 

 （挙手又は起立による表決） 

第１２５条 委員長が表決を採ろうとするときは、問題を可とする者を挙手又は起立させ、

挙手又は起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。 

２ 委員長が挙手又は起立者の多少を認定しがたいとき、又は委員長の宣告に対して出席委

員から異議があるときは、委員長は、記名又は無記名の投票で表決を採らなければならな

い。 

 （投票による表決） 

第１２６条 委員長が必要があると認めるとき、又は出席委員から要求があるときは、記名

又は無記名の投票で表決を採る。 

２ 同時に前項の記名投票と無記名投票の要求があるときは、委員長は、いずれの方法によ

るかを無記名投票で決める。 

 （記名投票） 

第１２７条 記名投票を行う場合には、自己の氏名を併記し、問題を可とする議員は賛成と、

問題を否とする議員は反対と投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。 

 （無記名投票） 

第１２８条 無記名投票を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、問題を否とする者は

反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。 

２ 無記名投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、

否とみなす。 

 （選挙規定の準用） 

第１２９条 記名投票、又は無記名投票を行う場合には、第28条（投票用紙の配布及び投票

箱の点検）、第29条（投票）、第30条（投票の終了）、第31条（開票及び投票の効力）及び第

32条（選挙結果の報告）第１項の規定を準用する。 

 （表決の訂正） 



第１３０条 委員は、自己の表決の訂正を求めることができない。 

 （簡易表決） 

第１３１条 委員長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。異議がないと

認めるときは、委員長は、可決の旨を宣告する。ただし、委員長の宣告に対して、出席委

員から異議があるときは、委員長は、挙手又は起立の方法で表決を採らなければならない。 

 （表決の順序） 

第１３２条 同一の議題について、委員から数個の修正案が提出されたときは、委員長が表

決の順序を決める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決を採る。ただし、表決

の順序について出席委員から異議があるときは、委員長は、討論を用いないで会議に諮っ

て決める。 

２ 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決を採る。 

 

   第３章 請願 

 （請願書の記載事項等） 

第１３３条 請願書には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名

（法人の場合にはその名称及び代表者の氏名）を記載し、請願者が押印をしなければなら

ない。 

２ 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印をしなければならない。 

３ 請願書の提出は、平穏になされなければならない。 

４ 請願者が請願書（会議の議題になったものを除く。）を撤回しようとするときは、議長の

承認を得なければならない。 

 （請願文書表の作成及び配布） 

第１３４条 議長は、請願文書表を作成し、議員に配布する。 

２ 請願文書表には、請願書の受理番号、請願者の住所及び氏名、請願の要旨、紹介議員の

氏名並びに受理年月日を記載する。 

３ 請願者数人連署のものは請願者某ほか何人と記載し、同一議員の紹介による数件の内容

同一のものは、請願者某ほか何人と記載するほか、その件数を記載する。 

 （請願の委員会付託） 

第１３５条 議長は、請願文書表の配布とともに、請願を所管の常任委員会又は議会運営委

員会に付託する。ただし、議長において常任委員会又は議会運営委員会に付託する必要が

ないと認めるときは、この限りではない。 

２ 前項の規定にかかわらず、議長が特に必要があると認めるときは、常任委員会に係る請

願は、議会の議決で、特別委員会に付託することができる。 

３ 請願の内容が２以上の委員会の所管に属する場合は、２以上の請願が提出されたものと

みなす。 

 （紹介議員の委員会出席） 



第１３６条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、紹介議員の説明を求めるこ

とができる。 

２ 紹介議員は、前項の求めがあったときは、これに応じなければならない。 

（紹介議員の取消し） 

第１３７条 議会に提出した請願について、これを紹介した議員がその紹介の取消しをする

ときは、議長の許可を得なければならない。ただし、会議の議題となった請願に対する紹

介の取消しについては、議会の承認を得なければならない。 

 （請願の審査報告） 

第１３８条 委員会は、請願について審査の結果を次の区分により意見を付け、議長に報告

しなければならない。 

(１) 採択すべきもの 

(２) 不採択とすべきもの 

２ 採択すべきものと決定した請願で、市長その他の関係執行機関に送付することを適当と

認めるもの並びに、その処理の経過及び結果の報告を請求することを適当と認めるものに

ついては、その旨を付記しなければならない。 

 （請願の送付並びに処理の経過及び結果報告の請求） 

第１３９条 議長は、議会の採択した請願で、市長その他の関係機関に送付しなければなら

ないものはこれを送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求することに決したものに

ついてはこれを請求しなければならない。 

 （陳情書の処理） 

第１４０条 議長は、陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、

請願書の例により処理するものとする。 

 

   第４章 辞職及び資格の決定 

 （議長及び副議長の辞職） 

第１４１条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議

長に、辞表を提出しなければならない。 

２ 前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議に諮ってその許否を決定する。 

３ 議長は、閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、その旨を次の議会に報告しなければ

ならない。 

 （議員の辞職） 

第１４２条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。 

２ 前条第２項及び第３項の規定は、議員の辞職について、準用する。 

 （資格決定の要求） 

第１４３条 法第127条第１項の規定による、議員の被選挙権の有無又は法第92条の２の規定

に該当するかどうかについて、議会の決定を求めようとする議員は、要求の理由を記載し



た要求書を証拠書類とともに議長に提出しなければならない。 

 （資格決定の審査） 

第１４４条 議会は、前条の要求については、第37条（議案等の説明、質疑及び委員会付託）

第２項の規定にかかわらず、委員会の付託を省略して決定することができない。 

 （決定書の交付） 

第１４５条 議長は、議会が議員の被選挙権の有無又は法第92条の２の規定に該当するかど

うかについての法第127条第１項の規定による決定をしたときは、その決定書を決定を求め

た議員及び決定を求められた議員に交付しなければならない。 

 

   第５章 規律 

 （品位の尊重） 

第１４６条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。 

 （携帯品） 

第１４７条 議場又は委員会の会議室に入る者は、帽子、外とう、襟巻、つえ、写真機及び

録音機の類を着用し、又は携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長の

許可を得たときは、この限りでない。 

 （議事妨害の禁止） 

第１４８条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をし

てはならない。 

 （離席） 

第１４９条 議員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。 

 （禁煙） 

第１５０条 何人も、議場において喫煙してはならない。 

 （新聞等の閲読禁止） 

第１５１条 何人も、会議中は、参考のためにするもののほか、新聞紙又は書籍の類を閲読

してはならない。 

 （資料等印刷物の配布許可） 

第１５２条 議場又は委員会の会議室において、資料、新聞紙、文書等の印刷物を配布する

ときは、議長又は委員長の許可を得なければならない。 

 （許可のない登壇の禁止） 

第１５３条 何人も、議長の許可がなければ演壇に登ってはならない。 

 （議長の秩序保持権） 

第１５４条 すべて規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長は、必要があると認

めるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。 

 

   第６章 懲罰 



 （懲罰動議の提出） 

第１５５条 懲罰の動議は、文書をもって法第135条第２項に定める数の所定の発議者が連署

して、議長に提出しなければならない。 

２ 前項の動議は、懲罰事犯があった日から起算して３日以内に提出しなければならない。

ただし、第50条（秘密の保持）第２項又は第107条（秘密の保持）第２項の規定の違反に係

るものについては、この限りでない。 

 （懲罰動議の審査） 

第１５６条 懲罰については、議会は、第37条（議案等の説明、質疑及び委員会付託）第２

項の規定にかかわらず、委員会の付託を省略して議決することができない。 

 （代理弁明） 

第１５７条 議員は、自己に関する懲罰動議及び懲罰事犯の会議並びに委員会で一身上の弁

明をする場合において、議会又は委員会の同意を得たときは、他の議員をして代わって弁

明させることができる。 

 （戒告又は陳謝の方法） 

第１５８条 戒告又は陳謝は、議会の決めた戒告文又は陳謝文によって行うものとする。 

 （出席停止の期間） 

第１５９条 出席停止は、５日を超えることができない。ただし、数個の懲罰事犯が併発し

た場合又は既に出席を停止された者についてその停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合

は、この限りでない。 

 （出席停止期間中出席したときの措置） 

第１６０条 出席を停止された者がその期間内に議会の会議又は委員会に出席したときは、

議長又は委員長は、直ちに退去を命じなければならない。 

 （懲罰の宣告） 

第１６１条 議長は、議会が懲罰の議決をしたときは、公開の議場において宣告する。 

 

   第７章 議員の派遣 

 （議員の派遣） 

第１６２条 法第100条第12項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこ

れを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することが

できる。 

２ 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所、期間その

他必要な事項を明らかにしなければならない。 

   第８章 補則 

 （会議規則の疑義） 

第１６３条 この規則の疑義は、議長が決定する。ただし、議員から異議があるときは、会

議に諮って決める。 



   附 則 

 この規則は、平成１８年３月    日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



発議第２号  

 

香美市議会委員会条例の制定について  

 

上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第１１２条第１項及び香美市議会会議

規則第１４条の規定により提出します。  

 

平成１８年３月６日  提出  

 

 

提出者   香美市議会議員     原  心一  

 

 

賛成者   香美市議会議員     石川 彰宏  

 

 

賛成者   香美市議会議員     大石 綏子  

 

 

賛成者   香美市議会議員     山本 芳男  

 

 

賛成者   香美市議会議員     島岡 信彦  

 

 

 

香美市議会議長   殿  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



香美市議会委員会条例 

 

目次 

 第１章 通則（第１条―第 14 条） 

 第２章 会議及び規律（第 15 条―第 22 条） 

 第３章 公聴会（第 23 条―第 28 条） 

 第４章 参考人（第 29 条） 

 第５章 記録（第 30 条―31 条） 

 第６章 補則（第 32 条） 

 附則 

 

   第１章 通則 

 （常任委員会の設置） 

第１条 議会に常任委員会を置く。 

 （常任委員会の名称、委員定数及びその所管） 

第２条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。 

 １ 総務常任委員会 ９人 

  (１) 総務課の所管に関する事務 

  (２) 企画課の所管に関する事務 

  (３) 財政課の所管に関する事務 

  (４) 収納管理課の所管に関する事務 

  (５) 防災対策課の所管に関する事務 

  (６) 住民課の所管に関する事務 

  (７) 税務課の所管に関する事務 

  (８) 地籍調査課の所管に関する事務 

  (９) 香北支所の所管に関する事務 

  (10) 物部支所の所管に関する事務 

  (11) 出納室の所管に関する事務 

  (12) 消防の所管に関する事務 

  (13) 選挙管理委員会の所管に関する事務 

  (14) 監査委員の所管に関する事務 

  (15) 土地開発公社の所管に関する事務 

  (16) 他の常任委員会の所管に属しない事務 

 ２ 教育厚生常任委員会 ８人 

  (１) 保険課の所管に関する事務 

  (２) 福祉事務所の所管に関する事務 



  (３) ふれあい交流センターの所管に関する事務 

  (４) 健康づくり推進課の所管に関する事務 

  (５) 学校教育課の所管に関する事務 

  (６) 幼保支援課の所管に関する事務 

  (７) 生涯学習課の所管に関する事務 

  (８) 給食センターの所管に関する事務 

  (９) その他教育委員会の所管に関する事務 

 ３ 産業建設常任委員会 ８人 

  (１) 農政課の所管に関する事務 

  (２) 商工観光課の所管に関する事務 

  (３) 建設都計課の所管に関する事務 

  (４) 下水道課の所管に関する事務 

  (５) 環境課の所管に関する事務 

  (６) 林政課の所管に関する事務 

  (７) 水道課の所管に関する事務 

  (８) 農業委員会の所管に関する事務 

 （常任委員の任期） 

第３条 常任委員の任期は、２年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。 

２ 任期満了による常任委員の改選は、任期満了の日前３０日以内に行うことができる。 

３ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （議会運営委員会の設置） 

第４条 議会に議会運営委員会を置く。 

２ 議会運営委員会の委員の定数は、９人とする。 

３ 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。 

 （常任委員及び議会運営委員の任期の起算） 

第５条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。ただし、任期満了に

よる改選が、任期満了の日前に行われたときは、その改選による委員の任期は、前任の委

員の任期満了の日の翌日から起算する。 

 （特別委員会の設置） 

第６条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。 

２ 特別委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。 

 （資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の設置） 

第７条 議会は、議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、直ちに資格審査特

別委員会又は懲罰特別委員会を設置するものとする。 

２ 資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の委員の定数は、議会の議決により決定する。 

３ 前項に規定する委員の任期については、当該資格審査及び懲罰事犯に係る事件が議決し



た時点までとする。 

 （委員の選任） 

第８条 常任委員会委員、議会運営委員会委員及び特別委員会委員（以下「委員」という。）

は、議長が会議に諮って指名する。 

２ 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更す

ることができる。 

３ 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第３条（常任委員の任期）第３項

の例による。 

 （委員長及び副委員長） 

第９条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会（以下「委員会」という。）に、委員長

及び副委員長１人を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。 

３ 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。 

 （委員長及び副委員長がともにいないときの互選） 

第１０条 委員長及び副委員長がともにいないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を

定めて、委員長の互選を行わせる。 

２ 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。 

 （委員長の議事整理及び秩序保持権） 

第１１条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。 

 （委員長の職務代行） 

第１２条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を

行う。 

２ 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。 

 （委員長、副委員長の辞任） 

第１３条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければなら

ない。 

 （議会運営委員及び特別委員の辞任） 

第１４条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければ

ならない。 

 

   第２章 会議及び規律 

 （招集） 

第１５条 委員会は、委員長が招集する。 

２ 委員長は、委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求

があったときは、委員会を招集しなければならない。 

 （定足数） 



第１６条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができ

ない。ただし、第１８条（委員長及び委員の除斥）の規定による除斥のため半数に達しな

いときは、この限りでない。 

 （表決） 

第１７条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決する

ところによる。 

２ 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。 

 （委員長及び委員の除斥） 

第１８条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉

妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係の

ある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があっ

たときは、会議に出席し、発言することができる。 

 （傍聴の取扱い） 

第１９条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。 

２ 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。 

 （秘密会） 

第２０条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。 

２ 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮

って決める。 

 （出席説明の要求） 

第２１条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の委員長、選挙管理委員会の

委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律又は条例に基づく委員会の代表者又は

委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、

議長を経てしなければならない。 

 （秩序保持に関する措置） 

第２２条 委員会において地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、香美市議会会議規則（平

成１８年香美市議会規則第●号。以下「会議規則」という。）又はこの条例に違反し、その

他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させ

ることができる。 

２ 委員長は、委員が前項の規定による命令に従わないときは、当日の委員会が終わるまで

発言を禁止し、又は退場させることができる。 

３ 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉

じ、又は中止することができる。 

 

   第３章 公聴会 

 （公聴会開催の手続） 



第２３条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。 

２ 議長は前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必

要な事件を公示する。 

 （意見を述べようとする者の申出） 

第２４条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案

件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。 

 （公述人の決定） 

第２５条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等（以下「公述人」

という。）は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会に

おいて定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。 

２ あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一

方に偏らないように公述人を選ばなければならない。 

 （公述人の発言） 

第２６条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。 

２ 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。 

３ 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、

発言を制止し、又は退席させることができる。 

 （委員と公述人の質疑） 

第２７条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。 

２ 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。 

 （代理人又は文書による意見の陳述） 

第２８条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。

ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。 

 

   第４章 参考人 

 （参考人） 

第２９条 委員会が、参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。 

２ 議長は、前項の場合において、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件そ

の他必要な事項を通知しなければならない。 

３ 参考人については、第２６条（公述人の発言）、第２７条（委員と公述人の質疑）及び前

条（代理人又は文書による意見の陳述）の規定を準用する。 

 

   第５章 記録 

 （記録） 

第３０条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録

を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。 



２ 前項の記録は、議長が保管する。 

 （委員会の記録の公開） 

第３１条 委員会の記録の公開は、香美市情報公開条例（平成１８年香美市条例第 13 号）に

よる。 

 

   第６章 補則 

 （会議規則への委任） 

第３２条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによ

る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成１８年３月    日から施行する。 

 （常任委員の定数に関する特例） 

２ 第２条に規定する常任委員会の委員の定数については、この条例の施行の日以後初めて

その期日を告示される一般選挙により選出された議員が常任委員に選任されるまでの間、

同条第１号中「９人」とあるのは「１３人」と、同条第２号中「８人」とあるのは「１３

人」と、同条第３号中「８人」とあるのは「１３人」とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



発議第３号  

 

香美市議会事務局設置条例の制定について  

 

上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第１３８条第２項及び香美市議会会議

規則第１４条の規定により提出します。  

 

平成１８年３月６日  提出  

 

 

提出者   香美市議会議員     原  心一  

 

 

賛成者   香美市議会議員     石川 彰宏  

 

 

賛成者   香美市議会議員     大石 綏子  

 

 

賛成者   香美市議会議員     山本 芳男  

 

 

賛成者   香美市議会議員     島岡 信彦  

 

 

 

香美市議会議長   殿  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



香美市議会事務局設置条例 

 

 （事務局の設置） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条第２項の規定に基づき、当市議

会に事務局を置く。 

 （委任） 

第２条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。 

   附 則 

 この条例は、平成１８年３月   日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



発議第４号  

 

香美市議会傍聴規則の制定について  

 

上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第１３０条第３項及び香美市議会会議

規則第１４条の規定により提出します。  

 

平成１８年３月６日  提出  

 

 

提出者   香美市議会議員     原  心一  

 

 

賛成者   香美市議会議員     石川 彰宏  

 

 

賛成者   香美市議会議員     大石 綏子  

 

 

賛成者   香美市議会議員     山本 芳男  

 

 

賛成者   香美市議会議員     島岡 信彦  

 

 

 

香美市議会議長   殿  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



香美市議会傍聴規則 

 

 （目的） 

第１条 この規則は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第１３

０条第３項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

 （傍聴席の区分） 

第２条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。 

 （傍聴人の定員） 

第３条 一般席の定員は、３０人とする。ただし、議長が必要と認めるときは、この限りで

はない。 

 （傍聴の手続） 

第４条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿に

記入しなければならない。 

 （傍聴券（章）の交付） 

第５条 議長は、必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず傍聴券を交付するこ

とができる。 

２ 傍聴券は、会議当日に所定の場所で先着順により交付し、報道関係者で議長が必要と認

める者には章を交付する。 

３ 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に住所及び氏名を記入しなければならない。 

４ 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。 

５ 傍聴人が入場しようとするときは、所定の入口で傍聴券を提示しなければならない。 

６ 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。 

７ 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなけれ

ばならない。 

 （議場への入場禁止） 

第６条 傍聴人は、議場に入ることができない。 

 （傍聴席に入ることができない者） 

第７条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。 

(１) 銃器、棒、つえ、その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある危険な物

を携帯している者 

(２) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕の類を携帯している者 

(３) 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯して

いる者 

(４) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者。

ただし、第９条（写真、映画等の撮影及び録音等の禁止）ただし書の規定により、撮影

又は録音することにつき議長の許可を得た者を除く。 



(５) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者 

(６) 酒気を帯びていると認められる者 

(７) 異様な服装をしている者 

(８) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者 

２ 議長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、係員をして、前項第１号から第５号まで

に規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。 

３ 議長は、前項の質問を受けた者が、これに応じないときは、その者の入場を禁止するこ

とができる。 

４ 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、

この限りでない。 

 （傍聴人の守るべき事項） 

第８条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。 

(１) 議場における言論に対して拍手、その他の方法により公然と可否を表明しないこと。 

(２) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。 

(３) 鉢巻、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ

幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。 

(４) 帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気、その他の理由により議

長の許可を得た場合は、この限りでない。 

(５) 飲食又は喫煙をしないこと。 

(６) みだりに席を離れ、不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。 

(７) 前各号に定めるもののほか議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為を

しないこと。 

 （写真、映画等の撮影及び録音等の禁止） 

第９条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。

ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。 

 （係員の指示） 

第１０条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。 

 （傍聴人の退場） 

第１１条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。 

 （違反に対する措置） 

第１２条 議長は、法第１３０条第１項及び第２項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの

規則に違反するときはこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させること

ができる。 

   附 則 

 この規則は、平成１８年３月   日から施行する。 

 



発議第５号  

 

香美市議会委員会傍聴規則の制定について  

 

上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第１３０条第３項及び香美市議会会議

規則第１４条の規定により提出します。  

 

平成１８年３月６日  提出  

 

 

提出者   香美市議会議員     原  心一  

 

 

賛成者   香美市議会議員     石川 彰宏  

 

 

賛成者   香美市議会議員     大石 綏子  

 

 

賛成者   香美市議会議員     山本 芳男  

 

 

賛成者   香美市議会議員     島岡 信彦  

 

 

 

香美市議会議長   殿  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



香美市議会委員会傍聴規則 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、香美市議会委員会条例（平成１８年香美市条例第●号。以下「条例」

という。）第１９条の規定に基づき、委員会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （傍聴人の定員） 

第２条 委員長は、委員会の傍聴の申出があった場合には、会議場の広さを考慮し、先着順

に人数を５人以内に限定して許可するものとする。ただし、多数が同時に傍聴を申し出た

ときは、抽選によることができる。 

 （傍聴の手続） 

第３条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受

付簿に記入しなければならない。 

 （傍聴券） 

第４条 委員長は、必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず傍聴券を交付する

ことができる。 

２ 傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順により交付する。 

 （傍聴人の守るべき事項） 

第５条 傍聴人は、会議を妨げてはならない。 

２ 傍聴人は、会議中にみだりに会議場へ出入りすることを控えるとともに、私語及び議事

に関する発言はできないものとする。 

 （秘密会の取扱い） 

第６条 委員会の秘密会に関しては、条例第２０条の規定に基づくものとするが、通常の議

事であっても秘密にすべき事項が生じた場合には、委員長及び委員の発議により、会議に

諮って秘密会にすることができる。 

 （議会傍聴規則との関係） 

第７条 連合審査会を傍聴する場合は、議会傍聴規則の定めるところによる。 

２ この規則に定めるもののほか、委員会の傍聴に関しては、議会傍聴規則の定めるところ

による。 

   附 則 

 この規則は、平成１８年３月   日から施行する。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



発議第６号  

 

香美市長の専決処分事項の指定について  

 

上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第１１２条第１項及び香美市議会会議

規則第１４条の規定により提出します。  

 

平成１８年３月６日  提出  

 

 

提出者   香美市議会議員  

 

 

賛成者   香美市議会議員  

 

 

賛成者   香美市議会議員  

 

 

賛成者   香美市議会議員  

 

 

賛成者   香美市議会議員  

 

 

 

香美市議会議長   殿  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



市長の専決処分事項の指定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第１８０条第１項の規定によ

り、市長において専決処分することができる事項を、次のとおり指定する。 

１ 法第９６条第１項第５号の規定に基づいて議決された契約金額の１０パーセント以内の

額とする。ただし、上限を２,０００万円以内で増減すること。 

２ 法令上、市の義務に属する１件の金額が１００万円以下の損害賠償の額を決定すること。 

３ 法第９６条第１項第１２号に規定するもののうち、１００万円以下のものに関すること。 

４ 住宅新築資金、住宅改修資金又は住宅取得資金貸付契約書に基づく貸付金の償還に係る

訴えの提起、和解及び調停に関すること。 

５ 香美市営住宅条例（平成１８年香美市条例第２０８号）に制定する市営住宅に係る家賃

等の支払の請求及び市営住宅の明渡し請求に関する訴えの提起、和解及び調停に関するこ

と。 

   附 則 

 この訓令は、平成１８年３月   日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



常任委員会・議会運営委員会委員の名簿 

 

【 総 務 常 任 委 員 会           １３人 】 

議席番

号 

議  員  名 

議席番

号 

議  員  名 

議席番

号 

議  員  名 

２ 山 﨑 眞 幹 ２０ 久 保 信 彦 ３３ 宮 地 盾 騎 

３ 山 﨑  太 郎 ２４ 岡 本 喜 身 ３５ 中 澤 愛 水 

４ 大 岸 眞 弓 ２６ 原  心 一 ３７ 山 本 芳 男 

１４ 黒 岩 陸 雄 ３０ 大 石 綏 子   

１８ 植 村 佳 三 ３２ 坂 本  節   

 

【 教育厚生常任委員会  １２人 】 

議席番

号 

議  員  名 

議席番

号 

議  員  名 

議席番

号 

議  員  名 

６ 小 松 紀 夫 １６ 爲 近 初 男 ２７ 秋 友 偉 嗣 

７ 山 崎 晃 子 １７ 比 与 森 光 俊 ３１ 森 安  正 

９ 山 岡 義 一 ２１ 石 川 彰 宏   

１０ 依 光 美 代 子 ２２ 黒 岩  徹   

１２ 笹 岡  優 ２５ 島 岡 信 彦   

 

【 産業建設常任委員会  １３人 】 

議席番

号 

議  員  名 

議席番

号 

議  員  名 

議席番

号 

議  員  名 

１ 利 根 健 二 １５ 門 脇 二 三 夫 ３４ 西 山  武 

５ 千 頭 洋 一 １９ 幾 井 洋 一 ３６ 岩 越 孝 明 

８ 森 本 珠 城 ２３ 竹 平 豊 久 ３８ 西 村 芳 成 

１１ 片 岡 守 春 ２８ 前 田 泰 祐   

１３ 岡 村 優 一 ２９ 竹 内 俊 夫   



【 議 会 運 営 委 員 会           ９人 】 

議席番

号 

議     員     名 

議席番

号 

議     員     名 

１０ 笹 岡  優 ３０ 大 石 綏 子 

１７ 比 与 森 光 俊 ３２ 坂 本  節 

２１ 石 川 彰 宏 ３３ 宮 地 盾 騎 

２３ 竹 平 豊 久 ３４ 西 山  武 

２６ 原  心 一   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１８香美議発第１号  

平成１８年３月６日  

 

  香美市長職務執行者   野  島   民  雄    殿  

 

                             香美市議会議長    西  村     成  印  

 

会 議 結 果 の 報 告 に つ い て                

 

  地方自治法第１２３条第３項の規定により平成１８年第１回香美市議会臨時会の会議結果

を次のとおり報告します。  

 

記 

 

１．会 議 の 別           臨   時   会  

 

２．開       会       平成１８年３月６日（月）  

 

３．閉       会       平成１８年３月６日（月）  

 

４．会       期       １日間  

 

５．議員の出欠       出席  ３８人       欠席  ０人  

 

６．議案の提出       市長提出のもの     １４件（承認  １４）  

                    議員提出のもの       ８件（発議  ６・推薦  ２）  

 

７．議決の状況       承   認     １４件（条例  １・予算  １０・その他  ３）  

                    発   議       ６件（条例  ２・規則  ３・訓令  １）  

 

８．選       挙  

（１）議 長 選 挙    西村  成   当選  

（２）副 議 長 選 挙    山本  芳男   当選  

（３）香南清掃組合議会議員     西村  成   当選  

（４）     〃         〃       山本  芳男  当選  

（５）香南斎場組合議会議員     西村  成   当選  



（６）     〃         〃       山本  芳男   当選  

（７）香南香美衛生組合議会議員    西村  成   当選  

（８）     〃         〃          山本  芳男   当選  

（９）香南香美衛生組合議会議員    秋友  偉嗣   当選  

（10）香南香美老人ホーム組合議会議員    西村  成   当選  

              （11）       〃             〃          山本  芳男  当選  

              （12）       〃             〃          石川 彰宏  当選  

 

９．常任委員会委員の選任  

  ［総務常任委員会委員］  

委 員 長 原    心   一  委 員 久  保  信  彦  

副委員長 大  石  綏  子  委 員  岡  本  喜  身  

委 員 山  﨑  眞  幹  委 員  坂   本    節  

委 員  山﨑  太郎  委 員  宮  地  盾  騎  

委 員  大  岸  眞  弓  委 員  中  澤  愛  水  

委 員  黒  岩  陸  雄  委 員  山  本  芳  男  

委 員  植  村  佳  三    

 

［教育厚生常任委員会委員］  

委 員 長 石  川  彰  宏  委 員 爲  近  初  男  

副委員長 秋  友  偉  嗣  委 員  比与森  光俊  

委 員 小  松  紀  夫  委 員  黒  岩  陸  雄  

委 員  山  崎  晃  子  委 員  島  岡  信  彦  

委 員  山  岡  義  一  委 員  森   安    正  

委 員  依光  美代子    

委 員  笹   岡    優    

 

［産業建設常任委員会委員］  

委 員 長 西   山    武  委 員 門脇  二三夫  

副委員長 竹  平  豊  久  委 員  幾  井  洋  一  

委 員 利  根  健  二  委 員  前  田  泰  祐  

委 員  千  頭  洋  一  委 員  竹  内  俊  夫  

委 員  森  本  珠  城  委 員  岩  越  孝  明  

委 員  片  岡  守  春  委 員  西  村    成  

委 員  岡  村  優  一    

 



10．議会運営委員会委員の選任 

委 員 長 宮  地  盾  騎  委 員 竹  平  豊  久  

副委員長 坂   本    節  委 員  原    心   一  

委 員 笹   岡    優  委 員  大  石  綏  子  

委 員  比与森  光俊  委 員  西   山    武  

委 員  石  川  彰  宏    

 

11．推薦した農業委員会委員  

住  所  香美市物部町仙頭１３５１番地  氏  名  坂   本     節  

〃  香美市香北町清爪１０番地１  氏  名  森   安     正  

〃  
香美市土佐山田町１６８３番地

２  
氏  名  原     心   一  

〃  
香美市香北町西川乙２３４７番

地  
氏  名  宗  石   和  彦  

 

 

12．推薦した広報委員会の議会広報部会委員  

部 会 長 岡  村   優  一  
委      

員  
小  松 紀  夫  

副部会長 島  岡   信  彦  委 員  利  根   健  二  

副部会長 爲  近   初  男  委 員  森  本 珠  城  

 

13．議決書の写      別紙のとおり 

 

14．会議録の写      作成次第後送 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１８香美議発第２号  

平成１８年３月６日  

 

  香美市長職務執行者   野  島   民  雄   殿  

 

                              香美市議会議長   西  村     成  印  

 

 

議決した議案等の送付について  

 

  平成１８年第１回香美市議会臨時会において議決した、下記の議案等を送付します。  

 

記  

 

 

議 案

番 号 

案               件  
議     決  

年  月  日  
議決の結果  

承 認 

１ 

専決処分事項の承認を求めることについて  

香美市の事務所の位置を定める条例ほか２

２１件の条例の制定について  

H 18.3.6 承  認  

承 認 

２  

専決処分事項の承認を求めることについて  

平成１７年度香美市一般会計暫定予算  
〃 〃 

承 認 

３  

専決処分事項の承認を求めることについて  

平成１７年度香美市住宅新築資金等貸付事

業特別会計暫定予算  

〃  〃  

承 認 

４  

専決処分事項の承認を求めることについて  

平成１７年度香美市簡易水道事業特別会計

暫定予算  

〃  〃  

承 認 

５  

専決処分事項の承認を求めることについて  

平成１７年度香美市公共下水道事業特別会

計暫定予算  

〃  〃  

承 認 

６  

専決処分事項の承認を求めることについて  

平成１７年度香美市特定環境保全公共下水

道事業特別会計暫定予算  

〃  〃  

承 認 

７  

専決処分事項の承認を求めることについて  

平成１７年度香美市老人保健特別会計暫定

予算  

〃  〃  

承 認 

８  

専決処分事項の承認を求めることについて  

平成１７年度香美市国民健康保険特別会計

暫定予算（事業勘定）  

〃 〃 



議 案

番 号 

案               件  
議     決  

年  月  日  
議決の結果  

承 認 

９  

専決処分事項の承認を求めることについて  

平成１７年度香美市介護保険特別会計暫定

予算（保険事業勘定）    

H 18.3.6 承  認  

承 認 

１０  

専決処分事項の承認を求めることについて  

平成１７年度香美市水道事業会計暫定予算  
〃 〃 

承 認 

１１  

専決処分事項の承認を求めることについて  

平成１７年度香美市工業用水道事業会計暫

定予算  

〃 〃 

承 認 

１２  

専決処分事項の承認を求めることについて  

町の区域の新設及び字の名称の変更につい

て  

〃 〃  

承 認 

１３  

専決処分事項の承認を求めることについて  

香美市指定金融機関の指定について  
〃 〃  

承 認 

１４  

専決処分事項の承認を求めることについて  

公平委員会の事務の委託について  
〃  〃  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


